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倉敷市民憲章 

 

 私たちは、日本のふるさと瀬戸内海と  

            母なる高梁川にはぐくまれ、 

 古い伝統と洋々たる未来にかがやく  

             倉敷市民の誇りをこめて 

 

 １ 自然を生かし、  

      緑と花のあるきれいな環境をつくります。 

 

 １ 人間をたいせつにし、青少年には夢、  

       老人には安らぎのある  

           あたたかい社会をつくります。 

 

 １ 秩序を守り、平和で安全なまちをつくります。 

 

 １ 働くことによろこびをもち、  

          明るく健康な家庭をつくります。 

 

 １ 教養を高め、世界と通じ、  

            個性ある文化をつくります。 

 

（昭和 47 年 2 月 1 日制定）  

 市 木 ： く す の き  （昭和 46 年 12 月 1 日制定） 

 市 花 ： ふ    じ  （     〃     ） 

 市の鳥 ： カ ワ セ ミ  （平成 15 年 3 月 24 日制定） 



はじめに 

倉敷市は､風光明媚な瀬戸内海と清流豊かな

高梁川から様々な恩恵を受け、「晴れの国」とい

う恵まれた気候のなか、伝統と文化が調和し､産

業が栄えるまちとして発展してきました。 

しかし、平成30年7月の豪雨災害により、豊か

な恵みをもたらす自然環境は、時に牙をむいて

私たちに襲いかかる脅威でもあることに気づかさ

れました。 

近年、私たちが便利で快適な生活を求め続

けた結果、資源やエネルギーの大量消費は続き、

異常気象による自然災害の増加、熱中症等の

健康被害の拡大、生態系の変化や農作物の生産性の低下等、より広範囲、いわば地

球規模の環境問題が表面化しました。 

持続可能で豊かな社会を構築するために、私たち一人ひとりがこうした問題を認識し

たうえで、省エネルギーを基盤とし、自然との共生、循環型社会を目指すライフスタイル

への移行が急務となっています。 

日本国内でも、平成27年9月の国連サミットで採択された、2030年までに達成すべき

国際社会共通の17の目標と169のターゲットから構成された「持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）」に基づき、環境施策が積極的に展開されております。 

また、平成30年4月に閣議決定された第五次環境基本計画の中で、「地域循環共生

圏」という新しい考え方が提唱されました。これは、地域固有の資源を最大限活用する

ことで地域の自立を目指すものであり、地方公共団体における役割も今後ますます重

要となってきます。 

本市では、平成23年2月に策定した「倉敷市第二次環境基本計画」に基づき、環境

保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進しております。今後とも地球温暖化対

策や環境教育等の施策を推進し、「自然と人とが共生し 未来につなぐ 健全で恵み

豊かな環境」の実現を市民、ＮＰＯ、事業者などの皆さまと共に目指してまいります。 

本白書は、本市における平成30年度の環境の現状や第二次環境基本計画の進捗

状況などについてまとめたものです。本書が幅広く活用され、皆様の環境問題に対す

る認識を深め、環境保全の取組みが推進されるための一助となれば幸いです。 

 
 令和元年（２０１９年） １２月         

倉敷市長 伊 東  香 織  
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～平成 30 年 7 月豪雨に伴う災害等廃棄物処理事業～ 

平成 30 年 6 月 28 日から 7 月 8 日にかけて、西日本を中心に記録的な豪雨が襲いました。 

倉敷市では、豪雨災害により市内で発生した大量の災害廃棄物等を街中から速やかに撤去するため、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）の特例措置を活用するなど、あらゆる

手段を講じ処理にあたっています。 

災害廃棄物等の処理の基本方針 

（１）市民の生活環境の保全

災害廃棄物等の処理は、市民の生活環境の保全を最優先に行う。

（２）リサイクルの推進

環境負荷の軽減と資源の有効活用の観点から、可能な限り再生利用（リサイクル）と減量化を図り、埋立

処分量を低減する。

（３）自区内処理の優先

原則として自区内の一般廃棄物処理施設で優先的に処理する。

（４）関係機関との協力

国、岡山県、関係機関及び民間事業者等と調整し、既存処理施設を活用し円滑な処理を図る。

災害廃棄物等の発生量 

現時点（令和元年7月24日現在）での最新のデータを基に推計したところ、約３５万トンでした。 

なお、今後、災害廃棄物等処理の各過程において精査を行うこととしており、今後の搬出見込量につ

いては変動する可能性があります。 

災害発生後の廃棄物等の処理フロー 

一次仮置場

真備浄化センター：9,000㎡

吉備路クリーンセンター：11,200㎡

マービーふれあいセンター：11,400㎡

呉妹小学校：4,700㎡

真備東中学校：13,300㎡

真備中学校：11,300㎡

真備陵南高等学校：5,000㎡

真備町内

海技大学校児島分校跡地：5,000㎡

西部ふれあい広場：31,000㎡

増原公園：8,800㎡

玉島の森：15,400㎡

真備町外

災害
廃棄物等

家屋等
解体廃棄物

宅地内
路上

土砂混じり
がれき類

高架下

片付けごみ

片付けごみ

玉島E地区フラワーフィールド：26,000㎡

一次仮置場（町外）
岡山県環境保全事業団水島処分場

：110,000㎡
(10,000㎡、40,000㎡、60,000㎡の3区画)

二次仮置場（町外）

片付けごみ
土砂混じり
がれき類

事務委託

分
別
後
、
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
適
正
処
理
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環境行政と概況 

 

 

 
第１部では、基本となる条例の理念、環境基本計画の目標、計画の推進体制と進行管理、

また概況として市民アンケート結果などについて説明しています。 



第１部 倉敷市の環境行政と概況 

第１章 倉敷市の環境行政 

第１章 倉敷市の環境行政

はじめに

この環境白書は、本市の環境行政の指針となる第二次環境基本計画に掲げられた、環境の

保全等に関する施策の進捗状況を取りまとめた年次報告書です。 

１ 倉敷市環境基本条例

本市では、「環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市 

民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること」を目的として、平成11年12月に倉敷市環境基

本条例を制定しました。 

本条例では、環境の保全についての基本理念や、市、事業者、市民のそれぞれの責務を定

めるとともに、施策の基本方針を明らかにしています。また、この条例のなかで、市が策定する環

境基本計画を公表することや環境の状況及び環境の保全等に関する施策等について年次報

告書（環境白書）を作成し公表することを規定しています。 

◇ 環境基本条例の基本理念（第３条 要約）

２ 環境基本計画

環境基本計画は、環境基本条例第8条に基づき、環境の保全と回復及び創造に関する施策

を、将来にわたって総合的かつ計画的に推進していくための基本的な指針として策定していま

す。本市最初の環境基本計画は、平成12年2月に策定しましたが、10年間の計画期間を満了し

たため、現在は平成23年度に策定した倉敷市第二次環境基本計画をもとに、施策を進行して

います。 

1 健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承 

2 すべての者の参加のもと、環境への負荷の少ない、持

続的に発展する社会の実現 

3 地域の環境保全を通じての地球環境保全への貢献 
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第１部 倉敷市の環境行政と概況 

第１章 倉敷市の環境行政 

◇ 改定等履歴

平成12年2月 倉敷市環境基本計画 策定

平成19年3月 〃 改定（船穂町・真備町の合併） 

  平成23年2月 〃  計画期間満了 

平成23年3月 倉敷市第二次環境基本計画 策定 

（１）計画の基本項目

①計画の位置づけ

環境基本条例に基づき、本市が実施すべき環境保全に関する各種施策の基本的方向や

目標及び市、事業者、市民の各主体の役割などを示しています。 

②計画の対象範囲

〇自然環境・・・・ 植生・植物、動物、生態系、生物多様性、ふれあい等

〇都市環境・・・・ 景観、歴史的町並み、緑化等

〇生活環境・・・・ 大気、水質、土壌、有害物質、廃棄物等

〇地球環境・・・・ 温暖化対策、再生可能エネルギー導入等

③計画期間

平成23年3月策定の第二次環境基本計画の計画期間は、令和２年度（2020年度）までで

す。 

（２）計画の基本目標・分野別目標

本計画は、環境基本条例の基本理念を受けて、本市が目指す10年後の望ましい環境像と、

環境像を実現するための5つの基本目標及び分野別目標を設定しています。 

◇ 望ましい環境像

自然と人とが共生し 

未来につなぐ 

健全で恵み豊かな環境 
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第１部 倉敷市の環境行政と概況 

第１章 倉敷市の環境行政 

◇ 望ましい環境像を実現するための基本目標と分野別目標

３ 指標・目標値の設定

 基本目標及び分野別目標の達成状況の把握のため、指標を定め、5年後、10年後の目標値と

して「めざそう値」を設定しています。指標の達成状況は、数量等の実績だけでなく、毎年度実

施する市民アンケート結果に基づき満足度等を数値化したものも含んでおり、市民感覚を反映

したものとなっています。（110ページ参照） 

５つの基本目標と分野別目標 

環境と地域の社会・経済との調和が保たれ、豊かな自然と魅力的な景観を

有しているまち 

 多様な自然環境を保全し、自然とのふれあいを推進します

 まちの緑化を推進し、うるおいと安らぎのある生活空間の形成を目指します

 瀬戸内海と高梁川の恵みを生かし、伝統に根づいた風格のある美しい倉敷の景観

づくりを推進します

 環境と経済の好循環の創出により、地域の活性化を目指します

水と空気と大地がきれいで、安心して暮らせるまち 

 良好な水環境の保全に努めます

 クリーンな大気環境の保全に努めます

 安心･安全な生活環境の実現に努めます

リデュース、リユース、リサイクルが徹底され、循環型社会*が形成されたまち

 生産、消費段階を含めた「ごみ」そのものの排出抑制を推進します

 廃棄物の減量化・資源化の推進及び適正処理に努めます

地球温暖化対策の取組により、低炭素社会が形成されたまち 

 温室効果ガス削減の取組を推進します

 地域特性を活かした再生可能エネルギーの積極的利用により、資源・エネルギー循環

型の社会を目指します

市民一人ひとりが、環境意識を持ち行動するまち 

 環境教育・環境学習を推進し、環境意識を持ち行動できる人を増やします

 次世代を担う子どもたちへの環境教育を充実し、行動できる人を育てます

4



第１部 倉敷市の環境行政と概況 

第１章 倉敷市の環境行政 

 

４ 計画の推進と進行管理 
設定した5つの基本目標に応じた分野別目標の推進のため、関係機関と連携して計画期間

内でめざそう値の達成を目指します。 

 

（１）推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の進行管理 

 本計画の推進にあたっては、「計画の策定（ＰＬＡＮ）」・「事業の実施（ＤＯ）」・「進捗状況の

把握（ＣＨＥＣＫ）」・「計画の見直し（ＡＣＴＩＯＮ）」の一連のＰＤＣＡサイクル*により管理し、事業

や実施状況を継続的に改善することで、計画に掲げた目標の実現を目指します。 

 

  

 
倉
敷
市
環
境
保
全 

推
進
本
部 

諮問・報告 

答申・意見 

倉
敷
市
環
境
審
議
会 

事 業 者 

市  民 

 本部会議 

 （本部長：市長） 
  

 幹事会 
  

 主管課長会 
  

 ワーキンググループ 

市 

市民公益活動団体 
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第１章 倉敷市の環境行政 

５ 環境に関する市民の関心

環境基本計画にかかげる目標値の平成30年度の達成状況の把握のため、平成31年1月に

市民2,000人（回答者数877人）に対し行ったアンケートにおいて、市民の環境についての意識

や環境についての満足度及び重要度を把握する調査を行いました。 

なお、アンケートの質問内容については、別冊「環境白書資料編」をご覧ください。 

【環境基本計画「めざそう値」平成30年度市民アンケート結果より】  

 

その結果、環境基本計画の各目標の中で重要であると回答した割合の高い項目は、「安心・

安全な生活環境の実現に努めます」（14.6%）、「次世代を担う子どもたちへの環境教育を充実し、

行動できる人を育てます」（14.2%）、「良好な水環境の保全に努めます」(11.4%)、「クリーンな大気

環境の保全に努めます」（10.4%）でした。このことから、水や空気を含めた身の回りの安心・安全

や子どもたちへ良質な環境教育を行うことについて重要と感じていることがわかります。 

また、各目標の中で現状において効果が上がっている、つまり現状に満足していると回答した

割合の高い項目は、「まちの緑化を推進し、うるおいと安らぎのある生活空間の形成を目指しま

す」（17.0%）、「瀬戸内海と高梁川の恵みを生かし、伝統に根づいた風格のある美しい倉敷の景

アンケート調査有効回答数：877件  重要、満足と思うものをそれぞれ3項目まで選択 

重
要
度
（
重
要
で
あ
る
と
回
答
し
た
方
の
割
合
）
（
％
） 

満
足
度
（
現
状
で
効
果
が
上
が
っ
て
い
る
（
満
足
し
て
い
る
）

と
回
答
し
た
方
の
割
合
）
（
％
） 

①多様な自然環境を保全し、自然との
ふれあいを促進します 
②まちの緑化を推進し、うるおいと安ら
ぎのある生活空間の形成を目指します 
③瀬戸内海と高梁川の恵みを生かし、
伝統に根づいた風格のある美しい倉敷
の景観づくりを推進します 
④環境と経済の好循環の創出により、
地域の活性化を目指します

⑤良好な水環境の保全に努めます

⑥クリーンな大気環境の保全に努めま
す

⑦安心・安全な生活環境の実現に努め
ます

⑧生産、消費段階を含めた「ごみ」その
ものの排出抑制を推進します

⑨廃棄物の減量化・資源化の推進及
び適正処理に努めます

⑩温室効果ガス削減の取組を推進しま
す 
⑪地域特性を活かした再生可能エネ
ルギーの積極的利用により、資源・エネ
ルギー循環型の社会を目指します 
⑫環境教育・環境学習を推進し、環境
意識を持ち行動できる人を増やします

⑬次世代を担う子どもたちへの環境教
育を充実し、行動できる人を育てます

7.0%

7.7%

7.7%

3.8%

11.4%

10.4%

14.6%

5.7%

6.6%

4.0%

3.9%

3.0%

14.2%

0%10%20%

7.8%
17.0%

12.6%

3.6%

12.5%

7.6%

8.4%

7.1%

8.5%

2.5%

6.0%

2.6%

3.8%

0% 10% 20%
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第１部 倉敷市の環境行政と概況 

第１章 倉敷市の環境行政 

観づくりを推進します」（12.6%）、「良好な水環境の保全に努めます」（12.5%）との結果でした。反

対に温室効果ガスの削減や環境教育分野及び環境と経済の好循環の創出に関しては、満足

度が低い結果となりました。 

これらの市民アンケート結果及び倉敷市環境審議会でのご意見等をもとに、市の施策の修正

を適宜実施することで、市民ニーズ及び専門家の知見等も取り入れた総合的・包括的な計画の

推進につながっていくと考えています。 

６ 環境行政経費

本市では、様々な環境保全に関する施策に取り組んでおり、平成30年度の本市の決算額に

占める環境関係経費の割合は8.4％でした。近年、本市の決算額に占める環境関係経費の総

額及び環境関連経費の割合は、平成29年度に一時的に下がったものの緩やかな右肩上がりで

推移しています。 

良好な環境を維持していくためには、多くの経費が必要ですが、限られた予算のなかで、より

大きな成果が得られるように進捗状況の確認を行い、めざそう値の達成ができるよう各種計画を

立て、事業を推進しています。 

547 489 897 538 481 460 405 459 494 496

580 522 565
597 485 444 416 401 398 752

7992 7781 7320 7286 7908 7613
9860 8891

7128

150462674 2594 2552 2437 2365 2259 2250 2094
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2012

1819 1244 2424
966 1112 1078 1059 2530 1333

1062
10725 11594 10820

10957
11146

10452
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7913
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8.1 

6.7 

8.4 

0.0

5.0

10.0

15.0
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5,000

10,000

15,000
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25,000

30,000
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（％）（百万円）

年度

決算額に占める環境関連経費の割合

環境保全関連費 環境衛生関連費

清掃関連費 公害保健関連費

公園緑化関連費 下水道関連費

環境関連経費の市の決算額に占める割合
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第１部 倉敷市の環境行政と概況 

第２章 倉敷市の概況

第２章 倉敷市の概況 

私たちは豊かな環境に恵まれて生活しています。そして、このかけがえのない豊かな環境をまもり、

次世代に引き継いでいくことは私たちの責務です。 

この第2章では、倉敷市の豊かなかけがえのない環境、また、その恩恵のなかで維持している私たち

の生活や産業の概況を見ていきましょう。 

１ 自然条件・人口・産業

本市は、岡山県の南部、備中平野のほぼ中央、瀬戸内海に面した高梁川の河口に位置し、高梁川

の河口から広がった干拓地と、その結果、陸続きになったかつての島々からなっています。 

古くから瀬戸内海に開く海運都市であり、その周辺地域には、農業・水産業・繊維産業などが栄えま

した。現在は水島臨海工業地帯を有する重化学工業都市として、また、伝統的建造物群のある文化観

光都市として歩んでいます。 

位置 
東経 133°46’19” 

北緯  34°35’06” 

面積 355.63 km２

（平成30年10月1日現在） 

倉 敷 市 域 図 
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第１部 倉敷市の環境行政と概況 

第２章 倉敷市の概況  

◇ 気 象

本市の気候は、年間を通して

おだやかで、晴天日数が多い

瀬戸内海式気候に属していま

す。平成30年の降水量は合計

1,302mm前後で豪雨災害のあ

った7月と台風の影響を受けた9

月に集中し、その他の時期は

少ないことから、夏季に雨が少

ない年には、渇水になることが

あります。（出典：倉敷市統計書） 

◇ 人口と世帯数

本市の人口は、平成17年の

船穂町・真備町との合併により

約47万人となり、現在約48万人

です。 

また、本市の人口推移は、平

成25年3月の国立社会保障・人

口問題研究所の調査では、

徐々に減少していくと推計され

ています。 

◇ 産業構造

昭和45年には50％を超えて

いた第二次産業就業人口も全

国的な産業構造の変化とともに

減少し、サービス業等の第三次

産業就業人口が増加していま

す。（出典：国勢調査） 
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第１部 倉敷市の環境行政と概況 

第２章 倉敷市の概況

２ 倉敷市の公害（環境）行政の推移

本市の環境行政は、日本有数の水島コンビナートと無縁ではありません。第二次世界大戦後、昭和

30年代に入って多くの工場が操業を開始し、水島コンビナートを形成するようになりました。工場の操業

に伴う公害に対処するため、昭和38年に民生部保健衛生課に公害担当を配置したのが本市の公害

（環境）行政の始まりです。 

昭和40年に当時全国シェアの半分を占めていた、畳表の原料であるイ草の先枯れが問題となり、昭

和42年には企画部公害課を組織しました。その後、慢性気管支炎患者など公害認定患者が増加する

中、昭和45年に公害監視センター（現、環境監視センター）を設置し、大気汚染や水質汚濁の監視体

制を整えました。昭和47年には公害対策部を新設し、公害の克服に積極的に取り組みました。本市は

昭和50年に公害健康被害補償法の第一種地域指定を受けるとともに、公害保健課を設置し、公害健康

被害者に対する支援を行いました。 

公害防止対策として、昭和49年に水島コンビナート全体の硫黄酸化物（ＳＯｘ）の総量を規制する総

量規制を実施するとともに、企業も公害対策を積極的に推進し、昭和50年代以降は徐々に環境が改善

されてきました。その一方、自動車排ガスによる大気汚染や生活排水による水質汚濁といった、市民生

活による環境への影響が拡大し、公害問題から環境問題へと言われる中、平成5年に公害規制課から

環境保全課へと改称されました。 

平成11年12月には、本市の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将

来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として倉敷市環境基本条例を制定し、そ

の条例に基づき平成12年2月に本市の環境行政の指針となる「倉敷市環境基本計画」を定めました。 

本市は平成13年度に保健所政令市、14年度に中核市へ移行し、大気汚染や水質汚濁、騒音、振動、

悪臭、廃棄物処理などの環境保全に関する事務のうち、県が所管していた権限が市に委譲され、市の

一貫した体制で規制業務が行えるようになり、総合的な環境対策を進める体制ができました。 

また、平成21年4月に地球温暖化対策を推進するため、環境政策課内に地球温暖化対策室を設け、

平成23年2月には、本市全域の温室効果ガス削減計画であるクールくらしきアクションプラン（倉敷市地

球温暖化対策実行計画区域施策編）を策定し、全庁で地球温暖化対策に取り組む体制を整備しました。

そして、平成24年4月には市の環境教育の拠点となる環境学習センターを水島地区にある環境交流ス

クエア内に設置するとともに、福田町古新田にあった環境監視センターも同所に移転しました。

平成31年4月1日現在、本市の環境保全行政を担う組織である環境政策部環境政策課内には、環境

管理係、大気騒音係、水質係、自然保護係、地球温暖化対策室、環境監視センター、環境学習センタ

ーの4係、1室、2センターがあり、公害苦情対応、企業への立ち入り調査、温室効果ガス削減、環境測

定、環境教育などを行っています。 

10



 

 

第２部 

 

環境施策の推進 
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にまとめています。 



第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

第１章 

環境と地域の社会・経済との調和が保たれ、

豊かな自然と魅力的な景観を有しているまち

本市は、岡山県の3大河川の一つで県西部に流域を持つ高梁川の下流域に位置しています。 

市域は、特に高梁川両岸に平野がひろがり、それは沖積層と干拓地からなります。そして、南

は瀬戸内海で、それを埋め立ててつくられた埋立地もひろがっています。一方、平野部以外で

は、標高数10～300m台の小高い山々が連なって丘陵地をなしています。おだやかな気候に恵

まれ、恵み豊かな自然と、それと一体となった都市環境は、多種多様な動植物を育んでいます。 

多種多様な動植物が生息している健全な環境は、私たちヒトを含むすべての生命が存立する

基盤であり、将来にわたって暮らしの安全性を保証するほか、食文化、工芸、祭りなど、豊かな

文化の根源となるものです。 

市域の生物多様性＊の保全と、自然と私たちヒトとの共生を目指して、倉敷市環境基本計画

の基本目標の一つである「環境と地域の社会・経済との調和が保たれ、豊かな自然と魅力的な

景観を有しているまち」を目標に掲げ、さまざまな取組みを行っています。『倉敷の豊かな自然と

瀬戸内の恵みを未来へつなぐために』多様な主体が協働で取組む計画として、平成25年度に、

新たに生物多様性基本法に基づく『倉敷市生物多様性地域戦略』を策定しました。 

□倉敷市の自然環境の特徴□

植生は照葉樹林帯に位置していますが、農耕、炭焼き等による過去の伐採によって二次林＊

のアカマツ林及びコナラ、アベマキ林が多くを占めています。記録されている維管束
い か ん そ く

植物
しょくぶつ

＊は約

1,450種類です。 

動物については、哺乳類が約20種確認されており、大型獣ではイノシシ、中型獣ではキツネ、

タヌキ、小型獣ではノウサギ、イタチなどが生息しています。鳥類は約230種が確認されています。

両生類・ハ虫類では27種が確認されており、ナゴヤダルマガエル（ダルマガエル）、カスミサンショ

ウウオなど希少な種も生息しています。淡水魚類は約70種が確認されており、スイゲンゼニタナ

ゴ、カワバタモロコ、サンヨウコガタスジシマドジョウなど希少な種も生息しています。 

昆虫類は約2,800種、クモ類は約150種が確認されています。 
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第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

１ 自然環境の保全

１－１ 身近な自然と水辺の保全

「自然」と聞いて、どこを思い浮かべますか。奥深い森でしょうか。それとも、生き物が豊富な海

でしょうか。あなたのまわりをちょっと見回してみてください。人為的な改変が進む私たちの暮らす

まちの中にも動植物は生息しており、「身近な自然」はどこにでも存在します。 

川や池、田んぼなど環境の変化に富んだ水辺は、生き物に水、食物、安全な隠れ場所を提

供していると同時に、生き物が水の中の有機物を分解するので、多くの生き物が生息している水

辺では水がきれいな状態に保たれます。 

しかし、近年、水の利用や災害の防止を優先した護岸整備をすすめてきた結果、私たちにと

って生き物とふれあえる貴重な場であった水辺は、生き物にとってはすみにくくなってしまいまし

た。そして、人々の水辺への関心も薄くなってきました。 

このため、このような身近な生物や自然について、市民が理解を深め、関心を取り戻し、ふれ

あう機会を増やすために、次の事業を行いました。 

（１）自然環境調査の実施

倉敷市立自然史博物館が主体となり、市内の自然環境の調査を行っています。平成30年度

は、里山環境では向山や加須山、海岸では児島通生付近の各地区で調査を行いました。 

（２）河川・用水路の整備における生物への配慮

治水上の安全や流水量を確保しながら、身近な生物が生息しやすい環境を創出するため、

水路改修時に魚巣の設置を行うなど、自然環境に配慮した整備を行いました。 

（３）啓発用冊子

自然保護意識の啓発及び観察の手引きとなるよう市内の自然を紹介する冊子を現在9種類

作成しています。 

冊子名 発行年度 冊子名 発行年度 

くらしきの自然 平成 2年度 くらしきの両生類 平成 7年度 

くらしきの野鳥 平成 3年度 くらしきのトンボ 平成 8年度 

くらしきの昆虫 平成 4年度 くらしきの水草 平成10年度 

くらしきの植物 

－校庭の雑草－ 
平成 5年度 

倉敷の探鳥コース 平成18年度 

くらしきの淡水魚 平成20年度 
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第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

（４）倉敷のいわれのある井戸・湧水

井戸や湧水に対して関心を持っていただき、次の世代に優れた水環境を受け継いでいくため、

地域で親しまれ、活用されてきた井戸や湧水を「倉敷のいわれのある井戸・湧水」として紹介してい

ます。平成30年度末現在、18箇所を選定しており、環境政策課ホームページで紹介しています。 

（５）倉敷市自然保護監視員

倉敷市自然環境保全条例の規定に基づいて自然保護監

視員を委嘱し、自然環境の保全と回復に関する施策への協

力や情報提供をいただいており、いただいた情報について

は、市のホームページにも「自然保護監視員便り」として掲載

しています。各中学校区程度を基準に選出し、任期は2年で

す。平成30年度は、研修会を2回行いました。1回目は、監視

員の活動発表と情報交換会を実施しました。2回目は、円通

寺公園（玉島柏島）で学習会・観察会を実施し、自然の魅力

の伝え方について学習しました。 

（６）開発行為事前協議

開発行為などの事前協議において、事業者に希少野生生物への配慮、生活環境の保全、法

面の緑化などに関する指導を行っています。平成30年度は124件の協議を行い、このうち5件に

ついて、野生生物の保護、外来生物対策などについて要請しました。 

（７）自然環境保全マニュアル研修会

公共工事に関係する市職員を対象とした研修を行っています。平成30年度は、生物多様性と

その保全に関する基礎知識として、「生物多様性と持続可能な社会」について各部署と生物多

様性とのつながりを考える研修を行いました。 

円通寺公園での学習会・観察会 
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第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

１－２ 希少野生生物の生息・生存環境の保全

本市は多様な自然環境に恵まれ、多くの野生生物が生息しています。その中には、全国的に

も希少な種が含まれています。しかし、水辺に生息している種を中心に、人為的な改変等により、

その個体数を減らしている状況にあります。 

これらの種の保護のためには、生息地の保全のみならず、餌となる生き物を含めた生態系全

体の保全が必要です。本市では、一部の希少野生生物については、市民団体や地域と協働で

生息場所の保全を進めています。 

（１）スイゲンゼニタナゴ

スイゲンゼニタナゴは、環境省のレッドデータブック*で絶

滅危惧ⅠＡ類、岡山県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅰ類

に指定されています。種の保存法＊では、国内希少野生動

植物種に指定されています。 

生息地の保全のため、水路改修等の際には専門家のア

ドバイスを得て関係各課と協議を行いながら事業を進めてい

ます。平成30年度は、生息・生育環境に配慮した公共工事

などを4件実施したほか、民間の開発事業においても工事に

伴う影響を抑えるため、5件の配慮要望を行いました。 

（２）ミズアオイ

ミズアオイは、環境省のレッドデータブックで準絶滅危惧、

岡山県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅰ類に指定されてい

ます。また、岡山県希少野生動植物保護条例の指定種で

す。岡山県内で毎年生育が確認されるのは、倉敷川河畔の

保全地区だけです。 

平成30年度は、倉敷市立自然史博物館友の会と協力して

除草作業やスクミリンゴガイ、ヌートリアなど外来生物の駆除

を、保全地区において行いました。また、倉敷市立自然史博物館友の会との共催でミズアオイの

種まき会や観察会を開催し、ミズアオイだけでなく、魚類など保全地区にすむ生きもの観察を行

いました。 

スイゲンゼニタナゴ

ミズアオイ 
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第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

（３）カワバタモロコ

カワバタモロコは、環境省のレッドデータブックで絶滅危惧

ⅠＢ類、岡山県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅰ類に指定

されています。また、岡山県希少野生動植物保護条例の指

定種です。生息地の保全のため、水路改修等の際には専門

家のアドバイスを得て関係各課と協議を行いながら事業を進

めています。平成30年度は、生息・生育環境に配慮が必要な

水路改修工事は、ありませんでした。 

（４）ナゴヤダルマガエル（ダルマガエル）

ダルマガエルは、環境省のレッドデータブックで絶滅危惧

ⅠＢ類、岡山県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅰ類に指定

されています。 

生息地の保全のため、水路改修・水田埋め立て等の際に

は専門家のアドバイスを得て関係事業者と協議を行いながら

事業を進めています。 

（５）シラガブドウ

シラガブドウは環境省のレッドデータブックで絶滅危惧

ⅠＢ類、岡山県のレッドデータブックで留意種に指定され

ています。高梁川流域のみに分布する野生ブドウの仲間

です。 

市内ではごく少なくなってしまったため、船穂町愛宕山

公園内および倉敷市船穂町堆肥センター内にシラガブ

ドウ保護地を設け、保護に努めています。 

（６）外来生物

倉敷市内には外来生物法＊の特定外来生物＊に指定されて

いるオオキンケイギク、ヌートリア、オオクチバスをはじめ、多く

の外来生物が生息しています。このため、各種イベントや出前

講座、広報紙などを通じて啓発に努めています。 

ナゴヤダルマガエル
（ダルマガエル）

シラガブドウ

カワバタモロコ

スクミリンゴガイ
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第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

また、特定外来生物ではありませんが、水稲に被害を及ぼすなど、環境省が定める我が国の

生態系に被害を及ぼす恐れがある外来種リストにおいて、総合対策外来種のうち、重点対策外

来種とされているスクミリンゴガイについても、広報紙などで対策方法の周知に努めています。 

（７）生物多様性地域戦略の策定

市では平成25年度に倉敷市生物多様性地域戦略を策しま

した。この他、生物多様性地域戦略の普及啓発を進めるた

め、倉敷市生物多様性地域戦略の概要版を作成しました。概

要版については、通常の概要版に加え、地域の未来を担う子

ども達にも生物多様性を保全していくことの大切さを知っても

らうため、子ども向け概要版も作成しました。倉敷市生物多様

性地域戦略の策定後、戦略を推進するためには、各主体間

の連携による協働の取組みが必要となります。このため、推進

組織の各主体である専門家、市民団体、生産者や事業者の

代表からなる生物多様性審議会を設置し、戦略の推進に向け

た体制を構築していきます。 

１－３ 自然とのふれあいの促進

自然環境や生物に対する配慮は、それらとふれあいをもつこと、親しむことから生まれます。本

市では環境月間行事の水辺教室、海辺教室（101ページ）をはじめ、自然観察会（91ページ）な

ど、自然とふれあい、学べる場を提供する事業を行っています。 

（１）美しい森・ふれあいの森管理事業

「倉敷美しい森」（曽原）、「真備美しい森」（真備町市場）、「ふれあいの森」（児島上の町）、

「船穂町ふれあいの森（愛宕山公園）」（船穂町水江）が、身近な生き物とふれあい、観察できる

場所として整備されています。 

上：倉敷市生物多様性地域戦略 

下：概要版と子ども向け概要版 
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第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

市民農園風景（西富井第 1・第 2 市民農園） 

（２）種松山野草園管理

大規模工事に伴って自生地が影響を受けたり、消滅したり

することが予想される開発予定地のサギソウ、トキソウなどの

湿生植物を保護するため、種松山地内市所有地の一角、約

4,300㎡を野草移植地として整備しています。 

（３）探鳥コースの設置

野鳥観察の参考となるように、探鳥コースを設定しています。平成30年度末現在、市内の探

鳥コースは次の12箇所です。位置は次ページを参照してください。 

市内の探鳥コース設定状況 

コース名 案内板設置場所 コース名 案内板設置場所 

由加山コース 由加山駐車場 向山コース ユースホステル前

円通寺コース 円通寺公園 三百山コース 才の峠配水塔入り口 

日差山コース 日差山境内 真備琴弾岩コース 真備町琴弾岩横 

竜王山コース 朝日観音参道 
ふなおコース 

ふなおワイナリー 

駐車場 藤戸コース 藤戸寺入り口 

浅原コース 安養寺駐車場 
大平山コース 

大 平 山 トンネル北 側

の寂厳堂参道口 種松山コース 種松山山頂公園 

（４）市民農園整備事業

市民に農作物の栽培を通じて、農業および食の

重要性に関する理解を深めてもらうとともに、家族の

憩いの場やコミュニティの場として、地域交流を促進

することを目的に、市民農園を提供しています。平成

30年度末現在は、24農園707区画を設置していま

す。 

サギソウ
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 第２部 環境施策の推進 

 第１章 基本目標１ 

 

 

 

 

２ 緑の保全、緑化の推進 
２－１ 緑の保全 

本市は、瀬戸内海の島々、由加山系の山並み、高梁川などの美しい景観に恵まれています。

これらの景観を守るため、市内においては自然公園法等に基づく自然公園、岡山県自然保護

条例に基づく自然保護地域等が指定されています。それら指定地域以外にも、緑を全体的に

守るため、次ページの事業を行いました。 

弥高山

八幡山

▲

▲

大平山▲

竜王山▲ 水島臨海工業地帯

亀島山▲

鶴形山▲

向山▲

足高山▲

種松山▲

鴨ケ辻山▲

福山▲

由加山▲

仙髄山▲

竪場島

鷲羽山▲

釜島
六口島

瀬戸大橋

上水島下水島

児島ＩＣ

水島ＩＣ

玉島ＩＣ

高梁川

し
ん
く
ら
し
き

ＪＲ山陽新幹線

山
陽
自
動
車
道

にしあち

くらしき

水
島
臨
海
鉄
道

倉敷ＩＣ

きよね

なかしょう

瀬
戸
中
央
自
動
車
道

水　島　灘

瀬　戸　内　海

下津井港

▲竜王山

▲三百山

井原鉄道

ＪＲ山陽本線

ＪＲ山陽新幹線

Ｊ
Ｒ
山
陽
本
線

Ｊ
Ｒ
瀬
戸
大
橋
線

Ｊ
Ｒ
伯
備
線

霞橋

高梁川大橋

水島港

至 坂出

こじま

かみのちょう

きみ

ちゃやまち

溜川

濃地諸島

水島臨海
工業地帯

玉野市

岡山市

早島町

総社市

矢掛町

浅口市

沙美東自然海浜 
保全地区 

箭田郷土 
自然保護地域 

真備美しい森 

□ 科学センター 

児島リサイクル 
推進センター 

田の口環境 
緑地保護地域 

新熊野蟻蜂山 
郷土自然保護地域 

唐琴の浦 
自 然 海 浜 保 全
地区 

柳田八幡の森 

ふれあいの森 

倉敷美しい森 

種松山野草園 □ 

吉備史跡県立自然公園 

下津井祇園 

神社の社叢 

浅原郷土自然保護地域 

由加 
探鳥コース 

□  
少年自然の家 

□ 

稗田八幡宮 
郷 土 自 然 保 護
地域 

日差山 
探鳥コース 

真備琴弾岩 
探鳥コース 

ふなお 
探鳥コース 

浅原 
探鳥コース 

向山 
探鳥コース 

種松山探鳥コース 
藤戸 
探鳥コース 

竜王山 
探鳥コース 

三百山 
探鳥コース 

円通寺 
探鳥コース 

       □ 
自然史 
博物館 

八幡山 

愛宕山公園 

ミズアオイ 
自生地 

溜川公園 

円通寺 
探鳥コース 

大平山 
探鳥コース 

市内自然ふれあい地図（美しい森・ふれあいの森、種松山野草園、探鳥コース） 

※（図中の鳥マー

クは）探鳥コースを

表しています 
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第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

 

（１）自然保護協定 

岡山県自然保護条例に基づき、10ha以上の大規模開発に対して、県、市、開発事業者の3

者で自然保護協定を結んでいます。平成30年度末現在、6件を締結しています。 

 

（２）くらしきの巨樹・老樹 

昔から地域の人々に親しまれてきた巨樹・老樹（地上1.3mの高

さで幹周3m以上）を「くらしきの巨樹・老樹」として認定しています。 

平成30年度末現在で、くらしきの巨樹・老樹は67本です。 

認定された巨樹・老樹は環境政策課ホームページで紹介すると

ともに、新たな巨樹・老樹に対する情報提供を呼びかけています。 

 

（３）市指定天然記念物保護事業 

本市指定の天然記念物には、「影向（ようごう）の松」「雨笠（あ

まがさ）の松」「鳳凰（ほうおう）の松」「荒神の楠」「祝神社のクスド

イゲ」があります。このうち三本の松については、保護事業とし

て、松くい虫防除や葉ダニ防除などの薬剤散布を行いました。 

 

（４）水源森林整備・管理事業 

本市では、高梁川上流域に豊かな水の源となる水源かん養林＊を育てています。平成20年度

から平成24年度までの5年間で新たに約22haの水源かん養林を造成し、これを併せた新見市内

の計3箇所90.9ｈａのスギ・ヒノキ・コナラ・ケヤキなどの林を育成するため、下草刈り、間伐などの

手入れを行いました。 

 

２－２ 緑化の推進 
緑が多い場所はうるおいと安らぎを与えてくれるとともに、環境保全、防災、良好な都市景観

の形成など多くの役割があります。身近な環境の緑化を推進するため、次の事業を行いました。 

 

（１）第二次緑の基本計画策定 

倉敷市第二次緑の基本計画を平成28年3月に策定しました。この計画では、緑の将来像とし

て、「豊かな緑と水に囲まれた環境、花と緑あふれる暮らしを未来につなぎます。」という基本理

松くい虫防除薬剤散布 

真備町岡田の巨樹・老樹 
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 第２部 環境施策の推進 

 第１章 基本目標１ 

 

念を掲げています。この理念を実現するために、保全・創出・展

開からなる3つの基本方針「倉敷の豊かな緑を次世代に引き継ぎ

ます。花と緑にあふれ、安全で快適に暮らせるまちを創ります。優

しい心を育み、緑のまちづくりを展開していきます。」を掲げてい

ます。現在、この基本方針に基づき、緑を守り、緑を創り、花と緑

あふれるまちづくりを協働で展開しています。 

 

（２）市街地の緑化 

市街地における緑化として、市の仲介で、不要になった庭木を希望する市民に提供する緑の

リサイクル事業を行っており、平成30年度の申請件数は249件でした。また、結婚・出産の記念

樹として、ハナミズキ、オリーブなど計958本を配布しまし

た。 

地域の方々などの協力のもと、歩道を季節の花で飾るフ

ラワーロード、駅・バスステーションなどの「もてなし花壇」な

どで花と緑あふれるまちづくりを行っています。第7回を迎え

た花いっぱいコンクールでは、家庭部門8件、コミュニティー

部門1件、学校・職域部門4件の合計13件の応募がありまし

た。 

緑化意識の啓発事業としては、平成30年度は10月21日

にライフパーク倉敷を会場として「くらしき都市緑化フェア」を

開催しました。 

倉敷市緑化基金事業として、一定の条件を満たした生垣

や花壇を設置する場合に費用の一部を補助しています。平

成30年度は、生垣設置について2件97,000円の補助、花壇

設置については0件で、補助の申請はありませんでした。 

 

（３）都市公園等の整備 

都市公園は、私たちの憩いと安らぎの場所です。緑豊かで

良好な都市環境を形成するためには、適切な配置で整備を

行っていくことが重要であり、環境に配慮した自然豊かな都

市公園を整備することにより、より身近に自然とふれ合える場

を提供することにつながります。 

くらしき都市緑化フェア 

フラワーロード 

児島駅前第２公園 

倉敷市第二次緑の基本計画

と概要版 
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第２部 環境施策の推進 

第１章 基本目標１ 

 

平成30年度においては、児島駅前第２公園の再整備が完了しました。今後も、公園施設長寿

命化計画に基づき、改修していきます。 

 

３ 景観づくり 
伝統ある歴史や文化が織り成す美しい景観は、本市の大きな魅力の一つであり、今後も歴史

的資産として活用するとともに、保全及び整備に努めなければなりません。自然環境に配慮しな

がら、うるおいのある緑豊かな景観づくりを推進するため、次の事業を行いました。 

 

（１）景観形成重点地区候補地の選定 

 地区の特性を活かした景観形成を特に重点的に推進する地区として、次の4地区を景観形成

重点地区（第1次選定候補地）としています。 

①倉敷駅周辺地区、②下津井周辺地区、③旧玉島港周辺地区、④酒津地区 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成重点地区候補地位置図 

①倉敷駅周辺地区 

②下津井周辺地区 

③旧玉島港周辺地区 

④酒津地区 
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 第１章 基本目標１ 

 

（２）伝統的な町並みの修理・修景への補助 

倉敷の美しい町並みの維持のため、保存地区内の建造物等について、住民の理解と協力を

得ながら適切な修理修景を行い、本市固有の歴史的な景観を保存しています。これらを後世に

伝えるために、保存地区内の建造物及び保存記念物の修理修景に対して、指導を行うとともに

助成措置を講じました。 

平成30年度 伝統的な町並みの修理・修景状況 

地  区 件数 補助金額（千円） 

伝統的建造物群保存地区 6件 29,688 

伝統美観保存地区 2件  8,000 

下津井町並み保存地区 1件  2,212 

 

（３）良好な景観の形成や眺望を保全するための施策 

良好な景観を形成するために、景観に大きな影響を及ぼす建築物等を対象に、届出制度に

よる景観誘導を行いました。 

平成30年度景観計画区域内行為の届出実績 

対象行為 行為の届出 うち事前協議のあったもの 

建築物 52件 27件 

工作物 127件  0件 

 

また、都市部においては、経済活動と共に屋外における広告物が増加し、景観を損ねる恐れ

のある広告物も多くなってきます。そのため、屋外における広告物については良好な景観の形成

及び風致*の維持のため、屋外広告物を管理する事業を行いました。 

平成30年度屋外広告物管理事業実績 

屋
外
広
告
物
申
請 

屋外広告物表示新規許可 311件 

屋外広告物表示更新許可 2,083件 

屋外広告物除却届 117件 

屋外広告業登録 14件 

特例屋外広告業届 72件 
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平成30年度屋外広告物管理事業実績 

屋
外
広
告
物
の 

 
 

 
 

 

簡
易
除
却 

はり紙 18件 

はり札等 0件 

立看板等 0件 

のぼり旗 0件 

 

４ 環境と地域経済の調和 
事業活動は、地域経済へ活力を与える一方、環境への負荷も与えており、地球温暖化をはじ

め多くの環境問題の原因となっています。近年までは、企業の環境対策費用は利益を生まない

経営コストとの認識をされていましたが、企業の社会的責任（CSR）*が重視されるようになってか

らは、環境への配慮活動自体が企業の価値へ直接結びつく時代となっています。環境を良くす

ることが経済を発展させ、経済の活性化はさらに環境を良くするという好循環を築いていくことが、

今後の環境と経済の取組みとして重要です。環境政策課では、企業から送付されたCSR報告書

等を環境学習センターのエコライブラリーで公開しています。また、中央図書館においても、ビジ

ネスサポートコーナーで閲覧できるようにしています。 

また、生活環境を改善し、環境基準の早期達成のため、公害防止計画を策定し、計画に基づ

く総合的な公害防止施策を行っています。特に水島コンビナートに立地している企業・グループ

等とは環境保全協定（公害防止協定）*を締結し、設備設置の事前協議などを通じて、企業へ公

害防止や環境への負荷を低減するよう指導しています。 

 

（１）環境分野の研究・開発事業展開の促進 

環境関連技術の開発や環境産業分野に関する市場規模の拡大が期待できることから、立地

企業に対する助成や環境負荷の軽減に寄与する設備

投資に対して助成を行いました。 

平成30年度助成実績 

助 成 実 績 

企業立地促進奨励金  5件 

設備投資促進奨励金 55件 

 

 

水島コンビナートの遠景 
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 第２部 環境施策の推進 

 第１章 基本目標１ 

 

（２）公害防止資金貸付制度 

公害を防止する施設を設置するには、多額の費用が必要になります。中小企業においては、

住居と工場が混在する地域に立地していることが多く、公害苦情の対象となりやすい一方、公害

防止施設に投資する資金力に乏しい場合が少なくありません。 

そこで、このような中小企業が公害防止施設の改善や移転を行う際に、融資や利子の補給に

よる助成を行い環境対策の促進を行うことで、近隣生活環境の改善を図っています。 

 

（３）地産地消の促進 

食の地産地消は、食の安全・安心や食文化の伝承に寄与し、地域農業の活性化や農林漁

業者の所得向上といった経済効果が期待できます。それに加え、遠くから運んできた食料に比

べ、（食糧）輸送が環境に与える負荷を数値化した「フードマイレージ*」を抑えることもできます。 

 

（４）環境保全協定（公害防止協定）及び環境保全に関する確約書 

大規模工場による公害問題が深刻化した昭和40年代から、法や条例による汚染物質の濃度

規制だけでは汚染物質の総量の削減が十分ではないため、主要企業を対象に総量規制の考

え方を取り入れ、企業の公害対策の自主的施策推進のため環境保全協定（公害防止協定）を

締結し、公害防止を求めてきました。また、環境への負荷の程度により環境保全に関する確約

書の提出を求め、事業者による環境に対する配慮を要請しています。市及び県は、環境保全協

定（公害防止協定）締結企業に対し、施設の新増設を行う際などには、事前に協議を行い、環

境保全対策の徹底を図るよう指導しています。 

平成31年3月31日現在で、企業・グループと76件の協定を締結しており、平成30年度は25事

業所64件の施設の新増設などに関する事前協議を行いました。 

 

（５）公害防止計画 

公害の早急な解決と防止を目的に、昭和45年「水島地域公害防止計画」が県によって策定さ

れました。昭和63年からは、広域的な対策を進めるため「岡山・倉敷地域公害防止計画」となり、

平成23年度に第６次計画が策定されました。 

公害防止計画の策定については、平成23年8月の第二次地方分権一括法の成立により、環

境基本法の一部が改正され、環境大臣の策定指示は廃止となり、知事の自主判断で計画策定

されることになりました。 

第６次計画においては、①「自動車交通公害対策」として大気汚染、騒音の著しい沿道にお
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第１章 基本目標１ 

ける自動車交通公害の防止を図り、②「児島湾及び備讃瀬戸の水質汚濁」への対策として、児

島湾及び備讃瀬戸のＣＯＤに係る水質汚濁の防止を図り、③「児島湖の水質汚濁」への対策と

して児島湖のＣＯＤに係る水質汚濁、窒素及びりんによる富栄養化の防止を図る3つの主要課

題が設定され、国及び地方公共団体は、この計画の達成のため必要な措置を総合的に講じる

ことが求められています。本市においても、今後も引き続き、総合的な公害防止の措置を講じて

いきます。 

「第６次岡山・倉敷地域公害防止計画」の詳しい情報については、岡山県環境文化部環境企

画課のホームページ（http://www.pref.okayama.jp/page/detail-4584.html）で公開されていま

す。 
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第２章 基本目標２ 

第２章

水と空気と大地がきれいで、安心して暮らせるまち

本市の環境問題は、昭和40年代の水島臨海工業地帯を中心とした産業型の公害に、自動

車の排ガスによる大気汚染や小規模事業場からの騒音・振動、生活排水による水質汚濁といっ

た都市・生活型公害も加わっています。また、人体に与える化学物質の影響がより詳しくわかる

ようになってきており、この有害化学物質への対応も進める必要があります。 

こうした状況のなかで、市では市民の健康を守り、安心して暮らせる環境を維持していくため

に、現状を把握し、様々な対策を行っています。 

１ 水環境の保全

１－１ 生活排水処理対策

河川、海域等の水質汚濁の主な原因は家庭から排出される台所排水や洗たく排水などの生

活排水であると言われています。生活排水への対策を推進することが良好な水環境の保全につ

ながるため、次の事業を行いました。 

（１）公共下水道・浄化槽の整備

河川などの汚れを改善するためには、汚れの大きな原因となっている生活排水による汚濁を

削減する必要があります。本市では、最初の生活排水対策推進計画を平成6年5月に策定し、

現在は令和2年度を目標とする倉敷市第二期生活排水対策推進計画をもとに、施策を進行して

います。 

下水道の普及推進、地域の特

性を考慮した合併処理浄化槽*の

設置推進などによる対策を進め、

平成30年度末で、下水道の普及

率は80.0％、合併処理浄化槽の

普及率は12.3％となっています。 
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第２章 基本目標２ 

 

（２）普及啓発事業 

生活排水対策を進める上で、市民の水質浄化に対する適正な知識を普及し、一人ひとりの水

質浄化に対する理解を深めることが必要です。 

本市では、各地域に環境保全推進員135名を選任し、生活排水対策をはじめとした環境保全

活動を実践していただいています。環境保全推進員に対して、環境保全に関する研修会を開

催しています。 

また、生活排水対策の啓発活動として、小・中学校や公民館で市職員による「出前講座」を行

っています。 

岡山県環境への負荷の低減に関する条例では、日常生活排水による水質汚濁の防止を図る

ため、調理くずや廃食用油などの適正な処理と洗剤の適正な使用を心がけることが求められて

います。特に廃食用油を公共用水域に流した場合には、罰則も設けられています。 

 

１－２ 排水規制による公共用水域などの水質汚濁防止 

水環境の状況を把握するために、河川、海域及び地下水の水質監視を行うとともに、工場・

事業場に対しては、法等に基づく立入検査を行うなどして、排水水質の指導をしました。 

 

（１）河川・海域の水質の状況 

良好な水辺環境、健康で安心して暮らせる環境づくりのためには、河川などの良好な水質を

保全することが不可欠です。 

市内には、市域を二分して流れる一級河川の高梁川や、美観地区から児島湖に流れ込む倉

敷川とその支流、児島地区には小田川、下村川及び明治川、玉島地区には里見川及び溜川、

真備地区には高梁川の支流である小田川があります。また、海域は水島港区、玉島港区、水島

地先海域及び備讃瀬戸があります。 

倉敷市内では、倉敷市公共用水域等水質測定計画等に基づいて、河川21地点、海域21地

点で水質調査を行っています。調査地点は次のとおりです。 
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河川・海域などの公共用水域には、水質汚濁に係る環境基準が設定されており、その達成・

維持を目標として、水質の保全に関する施策を進めています。環境基準には、人の健康の保護

に関する「健康項目＊」と生活環境の保全に関する「生活環境項目＊」があります。健康項目は、

重金属類＊、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）＊、農薬類などの27項目が河川、海域などのすべての

水域に一律で基準値が設定されています。生活環境項目は、栄養塩類＊、COD＊、BOD＊などの

13項目が河川、海域における利用目的に応じて設けられた水域ごとに基準値が設定されていま

す。 

  

水 質 測 定 点 

注）全窒素及び全り

んの水域区分は、右

図に記載のＣＯＤ等

の水域区分と異なり

ます。 

詳 し い 区 分 は 30

ページの表をご覧く

ださい。 

注 ）高 梁 川 の霞

橋 ・ 川 辺 橋 、 真

備地区の小田川

福松橋は、国土

交通省が調査。 
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◇ 河川の状況 

平成30年度の河川における健康項目については、すべての地点で環境基準を達成していま

した。 

河川の生活環境項目は、利用目

的により類型が指定され、類型ごとに

基準値が指定されています。この生

活環境項目のうち、河川における有

機物汚濁の代表的な水質指標であ

るＢＯＤ＊については ＡＡ～Ｅの類

型のうちＢ～Ｄに指定され、各河川

の環境基準適合率*は、右表のとおり

です。いずれの地点でもＢＯＤの環

境基準に適合していました。 

過去10年間の推移をみると、いずれ

の地点でも環境基準に適合していま

す。ＢＯＤ値は、高梁川、倉敷川及び

小田川では、ほぼ横ばいの状態が続

いています。里見川では、近年減少傾

向にあります。 

湖沼水質保全特別措置法の指定

湖沼である児島湖へ流入する倉敷川の全窒素＊及び全りん＊の濃度は、平成20年度の下水処

理場の運用変更により、平成21年度で大きく低下し、それ以降は横ばいの状態です。しかし、水

の流れが緩やかになり、滞留気味になる下流の河川域では、植物プランクトンが異常発生する

可能性があるため、今後も継続して水質改善対策を行っていく必要があります。 

倉敷川4測定点における全窒素及び全りんの経年変化(年平均値)  

市内河川におけるBODの環境基準適合率 

河川水域名 類型 
ＢＯＤ 

基準値(mg/L) 適合率(％） 

高梁川下流 B 3以下 100 

倉敷川 C 5以下 100 

里見川 D 8以下 100 

小田川（真備地区） B 3以下 100 

河川全体  100 

0
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4
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8
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(mg/L)

年度

BOD
高梁川霞橋 倉敷川盛綱橋

里見川大正橋 小田川福松橋

0

1

2

3

4

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

年度

全窒素

倉敷川下灘橋 倉敷川盛綱橋

六間川桜橋 吉岡川粒江橋

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

年度

全りん

倉敷川下灘橋 倉敷川盛綱橋

六間川桜橋 吉岡川粒江橋

市内河川におけるＢＯＤの経年変化（75％値） 
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◇ 海域の状況 

平成30年度の海域における健康項目については、すべての地点で環境基準を達成していま

した。 

海域の生活環境項目は河川と同様に利用目的により類型が指定され、類型ごとに基準値が

指定されています。海域における有機物汚濁の代表的な水質指標であるＣＯＤ＊は、Ａ～Ｃの類

型のうちすべてに該当しています。また赤潮＊の原因となる富栄養化*を引き起こす全窒素及び

全りんは、ⅠからⅣの類型のうちⅡ及びⅢに指定され、それぞれ基準値が設定されています。 

平成30年度の海域における環

境基準の適合率は次の表のとお

りで、ＣＯＤでは、一部で環境基

準に適合していませんでした。ま

た、全窒素及び全りんでも、一部

で環境基準に適合していません

でした。栄養塩類*の低下による

貧栄養化*にも関わることから、全

窒素及び全りんについて注視し

ていく必要があります。 

 

各海域における全窒素及び全りんの環境基準適合率 

全窒素 

全りんの 

水域名 

類型 

全窒素 全りん （参考） 

ＣＯＤ等の 

水域名 
基準値 

(mg/L) 

適合率 

（％） 

基準値 

(mg/L) 

適合率 

（％） 

備讃瀬戸（ロ） Ⅱ 

0.3以下 

100 

0.03以下 

100 水島地先海域（乙） 

備讃瀬戸（イ） Ⅱ 100 100 備讃瀬戸 

水島地先海域 Ⅱ 88 88 
水島地先海域（甲） 

玉島港区 

水島港区 Ⅲ 0.6以下 75 0.05以下 75 水島港区 

海域全体   91  91  

※この表は、データのある測定点(環境基準点含む)すべての結果をまとめたものです。 

過去10年間の推移をみてみると、ＣＯＤ値及び全窒素全りんは概ね横ばいの状態となってい

ます。 

 

各海域におけるＣＯＤの環境基準適合率 

水域名 類型 
ＣＯＤ 

基準値(mg/L) 適合率(％) 

水島地先海域（乙） Ａ 
2以下 

0 

備讃瀬戸 Ａ 0 

水島地先海域（甲） Ｂ 3以下 100 

玉島港区 Ｃ 
8以下 

100 

水島港区 Ｃ 100 

海域全体  57 

※この表は、データのある測定点（環境基準点含む）

すべての結果をまとめたものです。 
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各類型におけるＣＯＤの経年変化(75％値)  

   

 

 

 

 

 

 

 

各類型における全窒素の経年変化（年平均値） 
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※これらのグラフは、環境基準点に 

おけるデータです。 

※これらのグラフは、環境基準点に 

おけるデータです。 
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 第２部 環境施策の推進 

 第２章 基本目標２ 

 

各類型における全りんの経年変化（年平均値） 

   

 

 

 

 

 

 

 

◇ 海水浴場の水質調査 

市内に4箇所ある海水浴場（沙美西浜、沙美東浜、大浜、六口島）について開設前、開設中

に水質検査を行いました。平成30年度の測定結果は、すべての海水浴場において海水浴場と

して適するものとなりました。詳しい結果は、別冊の資料編をご覧ください。 

 

◇ 廃棄物等処分場周辺の水質調査 

平成30年度は、産業廃棄物処分場等の周辺環境調査として、玉島弥高山、種松山、児島仙

随山周辺の8地点において河川、池、地下水の水質調査を年2回、生活環境項目及び健康項

目について行いました。 

その結果、すべての地点で環境基準を達成していました。 
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※これらのグラフは、環境基準点に 

おけるデータです。 
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第２部 環境施策の推進 

第２章 基本目標２ 

 

◇ ゴルフ場周辺の農薬調査 

ゴルフ場で使用される農薬による周辺環境への影響を調べるため、市内5箇所のゴルフ場の

調整池及び下流の水路の計7地点における水質調査を年2回行いました。どの調査地点におい

ても、調査した農薬成分55項目すべてが環境省の定めた「指導指針値」を超過していませんで

した。 

今後も、ゴルフ場で使用される農薬による周辺環境への汚染を防止するために、安全性評価

がなされた登録農薬の適正使用や使用量の削減について指導していきます。 

 

（２）地下水の状況 

地下水は、良質で年間を通じて温度の変化が少ない水資源として、古くから生活用水に利用

され、また、工業用水にも利用されています。 

平成元年度から市内の地下水の水質の状況を把握するために毎年5地点以上の井戸につい

て概況調査を行っています。調査の結果、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）＊などの環境基準値を超

過した井戸については、毎年継続監視調査を継続しています。 

環境基準値を超過した井戸の所有者に対しては飲用しないよう助言し、また、揮発性有機化

合物等を使用する事業場に対しては地下浸透の防止を指導しています。 

平成30年度の地下水調査結果                          (単位：mg/L) 

調査
区分 

地  区 
調査 

井戸数 

環境基準を
超過した 
井戸数 

テトラクロロ 
エチレン* 

ふっ素 
硝酸性窒素 

及び 
亜硝酸性窒素* 

概
況 

その他※ 6 1 0.0005未満 0.13～1.5 
0.15 
～4.5 

継
続
監
視
調
査 

児島唐琴 3 3 
0.037 
～0.040 

－ － 

真 備 町 下
二万 

2 1 － － 9.7～21 

連島中央 1 0 － －   2.3 

連島西之浦 1 0 － －   2.6 

環境基準値 0.01 以下 0.8 以下 10 以下 

（－：測定値なし） 

※水江、真備町妹、連島町西之浦、玉島黒崎、鳥羽、児島阿津 
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 第２部 環境施策の推進 

 第２章 基本目標２ 

 

（３）工場・事業場への対応 

◇ 工場・事業場に対する規制 

特定事業場＊として、水島地区には化学、石油精製、鉄

鋼などのコンビナート群、児島地区には染色工場がありま

す。また、市内各所には、中小の事業場やし尿浄化槽で処

理している住宅団地などが数多く点在しています。 

本市では、全国一律に定められた排水基準や岡山県が業種や排水量などに応じて定めた上

乗せ排水基準＊をもとに、工場・事業場へ指導しています。さらに、水島臨海工業地帯の企業な

どとは、締結している環境保全協定の内容に従って監視・指導しています。 

また、排水規制が適用されない小規模工場・事業場に対しても、排水処理を適正に行うことな

どにより、汚濁排出量を削減するよう指導しています。 

平成30年度には134の工場・事業場に対し延べ379排水口に立入検査を行い、排出水の水

質調査を行いました。その結果、延べ12排水口で違反があり、違反率は3.2％でした。業種別で

は、繊維工業において違反回数が多い結果となりました。 

違反事業場には、排水水質の改善指導、再度の立入検査や水処理へのアドバイスを行いま

した。 

排水量が日量50m3以上の特定事業場には、ＣＯＤ、窒素含有量及びりん含有量の総量規制＊

が適用されています。平成30年度に総量規制対象事業場でＣＯＤ汚濁負荷量が多かった業種

は、化学工業及び鉄鋼業でした。 

窒素含有量及びりん含有量は、閉鎖性海域における富栄養化の原因物質であるため、従来

のＣＯＤに加えて平成13年度に総量規制の項目に追加されました。平成16年4月には、既設の

事業場も含めて全面的に基準が適用されました。また、環境保全協定を結んでいる76事業場の

うち、27事業場と窒素含有量、りん含有量の汚濁負荷量の協定値を平成16年3月に締結し、排

出する汚濁負荷の増加対策に努めています。 

ＣＯＤ、窒素含有量及びりん含有量の総量規制対象事業所から排出される汚濁負荷量の経

年変化を見ると、各項目とも近年はほぼ横ばいの傾向にあります。  

工場排出水の採水 
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第２部 環境施策の推進 

第２章 基本目標２ 

 

総量規制対象事業所から排出される汚濁負荷量の経年変化 

 

 

◇ 土壌・地下水汚染 

近年、環境管理の一環として自主的に土壌汚染等の調査を行う事業者が増加し、また、工場

跡地の売却の際に土壌汚染等の調査を行う商慣行が広がりました。顕在化する土壌汚染の増

加などを背景に土壌汚染対策の法制化が求められたため、平成15年2月に土壌汚染対策法が

施行され、平成29年に改正されました。 

同法では、3,000m2を超える大規模な土地の形質変更の際には届出が義務化され、汚染の

おそれが認められる場合には当該土地に対する調査命令が発出されることが定められています。

また、調査の結果、土壌汚染が発見された区域について、浄化措置を必要とする要措置区域若

しくは健康被害が発生しないように管理する形質変更時要届出区域に指定することが定められ

ています。 

平成30年度には41件の土地の形質変更届出書が提出されましたが、いずれも汚染のおそれ

は認められませんでした。平成30年度末現在、倉敷市内では、要措置区域として１区域、形質

変更時要届出区域として12区域を指定しています。 

さらに、岡山県では、平成14年4月の「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」の施行に

より、事業者は土壌又は地下水の汚染を発見したときには届出をするように義務づけられていま

す。平成30年度には、この届出書の提出はありませんでした。 
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 第２部 環境施策の推進 

 第２章 基本目標２ 

 

◇ 地下水汚染の未然防止 

地下水は一度汚染されるとその回復が困難であることから、

汚染を未然に防ぐことが重要となります。水質汚濁防止法では

平成元年より有害物質の地下浸透を禁止していますが、依然と

して地下水汚染が生じていることから、平成24年6月には地下

水汚染の未然防止をより強力に推進するため、改正水質汚濁

防止法が施行されました。 

改正法では、有害物質を貯蔵する施設を設置する場合に届出が義務化されました。また、こ

れらの貯蔵施設と、有害物質を使用する特定施設において、施設本体や配管、周囲の床面な

どについて、有害物質が地下に浸透しないための構造基準と定期点検方法が定められました。 

事業者は、構造基準を遵守するとともに、適切な頻度・方法で点検することで地下水汚染の

未然防止を図ることとしています。 
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第２部 環境施策の推進 

第２章 基本目標２ 

 

２ 大気環境の保全 
２－１ 発生源に対する規制・指導 

クリーンな大気環境は、私たちの健やかな暮らしに欠かすことのできないものです。工場・事業

場への規制や、自動車排ガスの削減の推進など、大気環境を守るための事業を行っています。 

 

（１）工場・事業場への対応 

◇ 工場・事業場に対する規制 

工場から排出される大気汚染物質については、

大気汚染防止法や岡山県環境への負荷の低減に

関する条例に基づき、硫黄酸化物（ＳＯx）＊、窒素

酸化物（ＮＯx）＊、ばいじん*、有害物質等の排出を

規制しています。大気汚染防止法では、工場や事

業場が集合し、施設単位の排出基準のみでは環

境基準の確保が困難であると認められる地域を、

地域全体における排出総量を規制する総量規制

地域として指定することとしています。本市は、大気汚染防止法の硫黄酸化物に係る総量規制

地域に指定され、工場単位の総量規制を行っています。さらに、水島臨海工業地帯の大規模

工場に対しては、硫黄酸化物や窒素酸化物について、環境保全協定により各工場の排出許容

量を定め、より厳しい排出規制を行っています。これらの大気汚染防止法や環境保全協定など

による総量規制値の遵守を確認するため、水島臨海工業地帯の大規模工場に対し、岡山県が

発生源監視システムによる常時監視を行っています。 

大気汚染防止法や岡山県環境への負荷の低減に関する条例に基づき、工場や事業場に立

入調査を実施し、施設の届出状況や自主測定結果の確認、施設の排ガス中のばい煙測定など

を行い、法令の遵守状況を確認しています。 

平成30年度には、大気汚染防止法に基づき、一般粉じん発生施設及びばい煙発生施設を

保有する77事業所に立入調査を行い、届出内容及び自主測定の結果を確認し、25事業所に

対して指導しました。また、燃料油に含まれる硫黄分の抜き取り検査や、ばい煙発生施設の排ガ

ス中のばい煙測定を行い、大気汚染防止法に定められる基準が遵守されていることを確認しま

した。 

また、岡山県環境への負荷の低減に関する条例に基づき、有害ガス発生施設の排ガス測定

を2事業所で実施し、排出基準が遵守されていることを確認しました。 

水島臨海工業地帯 
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 第２部 環境施策の推進 

 第２章 基本目標２ 

 

◇ 有害大気汚染物質対策の推進 

有害大気汚染物質＊については、大気汚染防止法で事業者が自主的な排出抑制対策を行

うことが求められており、当初ベンゼン＊を製造又は使用する企業で構成する「水島コンビナート

環境安全情報交流会（通称「ＥＳＩ会」）により策定された地域自主管理計画＊により、削減対策

が進められました。 

現在は、平成14年10月から「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」により、水島臨海工

業地帯におけるベンゼン排出事業者には、ベンゼン排出施設の届出、排出抑制対策及び事業

所の敷地境界等における濃度測定結果等の報告が義務化されています。本市では事業者から

の報告書を受理し、内容を確認し、取りまとめて公表しました。 

平成30年度のベンゼン等排出施設から大気へのベンゼン排出量は4.271t/年であり、平成29

年度に比べ、0.288t/年削減されていました。 

今後も事業者への立入等により発生源の把握と排出抑制の指導を継続し、個々の事業者に

よる排出削減対策の推進と、事業者連携による地域全体の削減対策の推進を図ります。 

 

岡山県環境の負荷の低減に関する条例に基づく届出施設（平成31年3月31日現在） 

条例に定める施設の種類 届出施設数 

ベンゼンの製造施設 12 

ベンゼンを原料とする化学物質等の製造施設 17 

ベンゼンの貯蔵施設 68 

ベンゼンの出荷施設 6 

ベンゼンの蒸留施設 13 

コークス炉 12 

（届出事業所数 7事業所） 
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第２部 環境施策の推進 

第２章 基本目標２ 

 

（２）自動車公害対策の推進 

◇ 自動車排ガスの削減 

近年、自動車の普及により生活の利便性は向上しましたが、反面、排気ガスによる大気汚染

や、排気ガス中に含まれる二酸化炭素による地球温暖化が問題となっています。 

平成14年度から「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」により不要なアイドリングが禁止

されており、看板の設置や広報紙などによって「アイドリング・ストップ」の協力を呼びかけていま

す。 

また、自動車利用により発生する問題に対する市民の意識向上を目的として、通勤時の自動

車の利用を控え、徒歩、自転車及び公共交通機関を利用するノーマイカー通勤に市職員が率

先して取り組む、「岡山県下統一ノーマイカーデー運動」に参加しています。平成30年度は5月

24日に行われました。 

また、10月22日～10月26日に実施された「スマート通勤おかやま2018」に、621名の職員が参

加しました。 

平成30年度「ノーマイカーデー運動」倉敷市の実施結果 

実施日 対象職員数 取組人数 取組率 削減距離(km) 

5月24日 460 386 83.9% 7,605 

 

◇ 低公害車等の導入 

本市では、走行中に大気汚染物質や温室効果ガス

である二酸化炭素を排出しない電気自動車を積極的

に導入しています。 

平成30年度末現在、電気自動車を合計22台所有

し、本庁や各支所に配置しています。さらに、低公害車

であるプラグインハイブリッド自動車2台、天然ガス自動

車1台、ハイブリッド自動車5台を所有し、同じく本庁や

各支所に配置しています。 

また、電気自動車用の急速充電設備を本庁と環境

交流スクエアに、普通充電設備を真備総合公園、倉敷市中央駐車場、本庁、各支所に設置し

ています。 

さらに、平成29年度には、環境交流スクエアに「倉敷市スマート水素ステーション」を設置し、

水素で発電する燃料電池自動車1台を導入しました。 

燃料電池自動車・スマート水素ステーション 
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 第２部 環境施策の推進 

 第２章 基本目標２ 

 

市内の大気測定局（平成 30 年度末） 

①倉敷美和 

②監視センター 

③春 日 

④連 島 

⑤塩 生 

⑥松 江 

⑦西阿知 

⑧玉 島 

⑨児 島 

⑩郷 内 

⑪天 城 

⑫茶屋町 

⑬豊 洲 

⑭広 江 

⑮呼 松 

⑯福 田 

⑰宇野津 

⑱田の口 

⑲船 穂 

⑳真 備 

㉑庄 
Ａ駅 前 

Ｂ大 高 

Ｃ西 坂 

２－２ 大気環境の監視 
大気環境の状況を把握し、市民へ適切な情報提供を行うために、次の事業を行いました。 

 

（１） 大気汚染状況の監視 

◇ 大気汚染常時監視 

本市では24箇所に大気測定局を設置しており、

測定データはテレメータシステム＊により倉敷市環

境監視センターに送られ、24時間大気汚染を監視

しています。収集されたデータは、インターネットを

通じて倉敷市環境監視センターのホームページ

（ http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kanshi ） 、

岡山県ホームページ（http://pref-okayamataiki.blue.coocan.jp/top.html）及び環境省ホームペ

ージ（｢そらまめ君｣ http://soramame.taiki.go.jp）で見ることができます。 

測定局には、一般環境大気測定局＊（①～㉑）と自動車排出ガス測定局＊（A～C）があります。

平成30年度の測定結果は、次ページのとおりです。 

 

テレメータ室 
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平成 30 年度の大気汚染常時監視結果 

大気汚染物質 測定局※1 平均値 測定局数 基準非達成局数 

二酸化硫黄＊ 一般    0.005 ppm＊ 19 なし 

一酸化炭素＊ 

一般    0.3 ppm  1 なし 

自排    0.3 ppm  3 なし 

浮遊粒子状物質＊ 

一般    0.019 mg/m3 17 なし 

自排    0.019 mg/m3  2 なし 

微小粒子状物質＊ 

一般  14.7 g/m3  8※2 6 

自排  14.9 g/m3  1 1 

光化学オキシダント＊ 一般    0.031 ppm 16 16 

二酸化窒素＊ 

一般    0.011 ppm 16※2 なし 

自排    0.013 ppm  3 なし 

※1 一般：一般環境大気測定局、自排：自動車排出ガス測定局 

※2 真備測定局は被災により、有効測定日数（時間）に満たないため含んでいません。 

注) 上記の表は市内全測定局の平均値を記載しており、各項目の環境基準値とは直接比較で

きるものではありません。各測定局の数値と環境基準値等については別冊の資料編をご覧

ください。 

 

また、大気測定局に加え、移動可能な大気環

境測定車により、24時間体制での測定を7地点

（延べ99日間）で行いました。詳しい結果は、別

冊の資料編をご覧ください。 

平成30年7月豪雨では、真備陵南高校に設

置した測定局も被災し、24時間監視ができなく

なりましたが、被災地の大気監視を継続するた

め測定車による代替測定を真備総合公園で実

施しました。 

 

 

 

大気環境測定車 
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水島臨海工業地帯を有する倉敷市では、大気汚染物質の主たる原因であった二酸化硫黄

の測定を昭和40年度から開始したことを皮切りに、一酸化窒素及び二酸化窒素を昭和44年度

から、光化学オキシダント＊を昭和46年度から、一酸化炭素を昭和49年度から、非メタン炭化水

素＊を昭和50年度から、浮遊粒子状物質を昭和57年度から、また、微小粒子状物質を平成23

年度から測定開始し、大気汚染防止法の改正及び地域の特性に応じて測定項目追加及び測

定局の整備を行ってきました。環境基準が定められている各測定項目の経年変化は次のとおり

です。 

 

 

経年変化のグラフを見ると、昭和40年代に濃度が高かった二酸化硫黄や一酸化炭素は急激

な改善を遂げたのち、平成に入ってからも減少傾向が続き、低い濃度で安定しています。浮遊

粒子状物質は昭和50年代後半から平成10年付近まで増加傾向でしたが、工場排ガス対策及

び自動車の排気ガス規制等が進み、次第に濃度が低下しています。二酸化窒素については、

平成8年度ごろをピークとし、以後は減少傾向となっていますが、これは工場排ガスの排煙脱硝

装置の普及やディーゼル車の排ガス規制等により、次第に改善が進んだためと考えられます。

光化学オキシダントは、太陽光に含まれる紫外線と原因となる汚染物質との反応によって二次

的に発生すること、また、国際的な越境汚染による影響もあることが推察されることから、濃度が

改善されていない状況が続いています。 
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二酸化窒素(NO2) 微小粒子状物質(PM2.5) 一酸化炭素（CO）
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◇ 微小粒子状物質（PM2.5） 

PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状の物質のうち、特に粒径の

小さいもの（粒径2.5μm以下の微小粒子状物質）をいいます。その

ため、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健

康影響が懸念されており、平成21年度に環境基準が設定されまし

た。 

倉敷市では、平成23年度からPM2.5の自動測定を開始し、現在

では市内10箇所での監視体制を整備しています。 

PM2.5の年平均値は、一般環境大気測定局では14.7μg/m3 、

自動車排出ガス測定局で14.9μg/m3 となりました。環境基準達成

状況について、一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局のうち、一般大気測定局2局

で環境基準を達成しました。 

また、PM2.5に含まれる成分を把握するため、無機イオン成分8項目、無機元素成分13項目

及び炭素成分について、平成30年度は市内１地点(松江局)で四半期ごとに1回、計4回の分析

を行いました。結果は別冊の資料編をご覧ください。 

 

◇ 大気汚染防止夏期対策 

平成30年度の光化学オキシダントは、すべての測定局で環境基準値を超過しました。また、

光化学オキシダントを生成する原因となる物質のうち、非メタン炭化水素＊については、一般環

境大気測定局全2局中2局、自動車排出ガス測定局全1局中1局で指針値を超過し、二酸化窒

素については全19局で環境基準を達成していました。 

倉敷市では、光化学オキシダント濃度が上昇しやすい夏期の4か月（5月10日から9月10日ま

で）を「大気汚染防止夏期対策期間」と定め、岡山県と協力し、監視を強化しています。光化学

オキシダント濃度が上昇した場合には、「オキシダント情報・注意報」を発令し、ＦＭ放送やインタ

ーネット、電子メールを通じて発令状況を周知するとともに、学校等に連絡して被害が出ないよう

に注意を促しています。 

また、情報・注意報の発令中は、水島地区の主要な工場に対して、光化学オキシダントを生

成する原因となる物質の排出量削減を要請しています。 

平成30年度の本市における情報の発令回数は10回で、そのうち8回が注意報の発令に至りま

した。情報及び注意報の発令回数は前年度と比較して増加しました。 

PM2.5 自動測定機 

試料導入部 
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◇ 有害大気汚染物質等 

平成30年度は、倉敷美和局、松江局、春日局、塩生局、乙島東小学校、呼松局及び環境

監視センターの7箇所で有害大気汚染物質＊並びに水銀及びその化合物（以下「有害大気汚

染物質等」という。）の調査を毎月行いました。 

調査を行っている有害大気汚染物質等のうち、環境基準が定められているベンゼン＊、トリク

ロロエチレン＊、テトラクロロエチレン＊及びジクロロメタン＊の4物質についての平成30年度の測

定結果は次のとおりです。これらの4物質すべてについて、環境基準を達成していました。 

平成30年度の有害大気汚染物質等測定結果（環境基準項目）          （単位：g/m3） 

 倉敷 

美和 
松江 春日 塩生 

乙島 

東小

学校 

呼松 
監視 

ｾﾝﾀｰ 

環境 

基準値 

ベンゼン 0.96  2.4  1.4  1.5  1.1  2.1  1.8  3以下 

トリクロロエチレン 0.076  0.52  0.11  0.098  0.080  0.70  0.095  130以下 

テトラクロロエチレン 0.074  0.16  0.063  0.053  0.096  0.18  0.081  200以下 

ジクロロメタン 0.80  0.85  0.70  0.80  0.86  0.76  0.83  150以下 

 
※すべて年平均値。 

また、指針値が定められている9物質の測定結果について、いずれも指針値を超過していま

せんでした。 

0

15

30

45

S47 S50 S53 S56 S59 S62 H2 H5 H8 H11 H14 H17 H20 H23 H26 H29

発
令

日
数

年度

オキシダント情報・注意報 発令回数

情報の発令日数

注意報の発令日数

44



第２部 環境施策の推進 

第２章 基本目標２ 

 

平成30年度の有害大気汚染物質等測定結果（指針値項目）           （単位：g/m３） 

 倉敷 

美和 
松江 春日 塩生 

乙島 
東小
学校 

呼松 
監視 

ｾﾝﾀｰ 
指針値 

アクリロニトリル 0.035  0.38  0.017  0.14  0.032  0.14  0.061  2以下 

塩化ビニルモノマー 0.023  0.047  0.010  0.026  0.020  0.028  0.021  10以下 

クロロホルム 0.20  0.20  0.19  0.25  0.17  0.20  0.19  18以下 

1,2-ジクロロエタン 0.18  0.37  0.19  0.19  0.19  0.29  0.18  1.6以下 

1,3-ブタジエン 0.061  0.18  0.048  0.24  0.060  0.15  0.061  2.5以下 

ヒ素及びその化合物 0.0010  0.0020 － － － － － 0.006以下 

水銀及びその化合物 0.0017  0.0022 － 0.0019 － － － 0.04以下 

ニッケル化合物 0.0017  0.0086 － 0.0045 － － － 0.025以下 

マンガン及びその化合物 0.028  0.110  － － － － － 0.14以下 

※すべて年平均値。 

 

また、測定開始当初から濃度が高く、過去に環境基準値を超過していたベンゼンについて、

年平均値の推移は次のとおりです。測定を開始した平成9年度から減少傾向にあり、平成26年

度以降、すべての測定地点で環境基準を達成しています。 

 

※1 Ｈ9年度の倉敷美和・松江は10月測定開始のため、年平均値として評価できない参考値。 

※2 H13年度の春日・塩生は９月測定開始のため、年平均値として評価できない参考値。 
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◇ 降下ばいじん 

降下ばいじん＊とは、物の燃焼により生じるススなどのばいじんや、鉱石や土石などの堆積場

から飛散する粉じんで、粒径が大きいため地表に降下する物質の総称のことをいいます。本市

では昭和40年度から降下ばいじん量の測定を開始し、平成30年度は、市内23地点で測定しま

した。これまでの経年変化は次のグラフのとおりです。 

 

 

◇ アスベスト大気濃度調査 

道路周辺や市街地等の汚染状況を把握するため、市内2地点における大気中のアスベスト＊

濃度について測定を行いました。測定結果は表のとおりであり、いずれの地点においても検出さ

れないか、検出下限値付近の濃度でした。 

一般大気環境における大気中アスベスト濃度測定結（総繊維数濃度）（平成30年度） 

 

 

 

 

（２）公害保健福祉事業と公害健康被害予防事業 

公害による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図ることを

目的として、公害健康被害補償法が昭和49年9月1日に施行

され、本市では昭和50年12月19日から水島地区及び児島地

区の一部が地域指定されました。 
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 調査地点 
濃度 

（本/L） 

松江局 ＮＤ～0.056 

真備局 0.056 

水泳教室 

※各調査地点において２か所で測定 

※ND：繊維未検出（検出下限値は0.056本/L） 

※一般環境における濃度基準等は定められて

いません。 
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その後、大気汚染の状況やその健康に対する影響等を踏まえ、昭和63年3月1日に指定地域

が解除となり、法律名も「公害健康被害補償法」から、「公害健康被害の補償等に関する法律」に

改められました。これにより、公害健康被害認定患者については従来どおり、健康を回復させその

健康を維持増進させるために、公害保健福祉事業を行っています。また、大気汚染の影響による

市民の健康被害を予防するために、公害健康被害予防事業を行っています。 

平成30年度については、次の事業を行いました。 

公害保健福祉事業 

事業名 
15歳以上転地療養

事業 

指定施設利用転地療養

事業 

インフルエンザ予防接種費用助成 

事業 

実施日 5月7日～10日 10月1日～10月4日 10月1日～1月31日 

実施場所 
ラフォーレ吹屋 

（高梁市） 

森のホテルロシュフォール 

（真庭市） 
各医療機関 

 

対象 

認定患者のうち、満

40～75歳までの等

級が3級、級外の者 

認定患者のうち、満40～

75歳までの等級が2級、3

級及び級外の者 

65歳以上の法に基づ

く認定患者 

64歳以下の

法に基づく認

定患者 

参加人員 8人 10人 接種者426人 接種者137人 

 

事業の 

内容 

・宿舎での保養、療

養生活 

・ぜん息体操 

・陶芸教室 

・保健師による保健

指導 

・宿舎での保養、療養生

活 

・医師による健康指導 

・看護師による療養相談 

・ぜん息体操と周辺の散

策 

予防接種法に基づくイ

ンフルエンザに係る定

期予防接種において

公害認定患者の負担

と な る 費 用 を 全 額 助

成する。 

インフルエン

ザ に 係 る 予

防 接 種 費 用

を 全 額 助 成

する。 

 

公害健康被害予防事業 

事業名 健康相談 水泳教室 
健康診査 

（アレルギー健診） 

実施時期 

（実施回数） 

10月～3月 

（合計11回） 

7月～8月 

（合計10回） 

4月～3月 

（合計62回） 

実施場所 
倉敷呼吸器センター、

児島・玉島支所 

くらしき健康福祉プラザ 

水浴訓練室 

倉敷市保健所、児島・玉島・ 

水島・真備支所 

対象 一般 
小1～中3年生の気管支ぜ

ん息児 
市内在住の1歳6か月児 

参加人員 15人 17人 4108人 

事業の内容 

医師、栄養士、保健師

による相談及び指導 

・ぜん息の学習会（初日） 

・水泳訓練による運動療法 

・1回あたり2時間 

・問診 

・医師の診察・判定 

・保健師による保健指導 

・栄養士による栄養指導 
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３ 生活環境の保全 
３－１ 騒音・振動・悪臭の規制 

騒音と振動は、人々の感覚や心理に影響を与えるもので、毎年多くの苦情や相談が市に寄

せられています。この問題解決のため、工場・事業場に対する指導や環境騒音＊の状況を把握

することにより、その改善に努めています。 

また、悪臭とは、人に不快感・嫌悪感を与える「におい」であり、その「不快なにおい」により生

活環境を損ない、感覚的・心理的な被害を与えるものです。悪臭は風などに運ばれ広がり、その

影響が広範囲に及ぶこと、嗅覚の個人差や、嗜好・体調にも大きく左右される規制の難しい環

境問題です。 

 

（１）工場・事業場の規制（騒音・振動） 

◇ 特定施設・特定建設作業の届出状況 

平成30年度末における「騒音規制法」「振動規制法」に基づく特定施設＊の設置工場等数は、

次のとおりです。 

特定施設の設置工場等数及び届出施設数（平成31年3月31日現在） 

 騒 音 振 動 

工場等数 679 483 

 特定施設を設置している工場等に対して苦情が発生した場合には、測定し、規制基準が守ら

れているか確認するなど苦情発生原因を調査し、防音・防振対策について指導しています。 

また、建物解体等の特定建設作業＊について、平成30年度には騒音規制法に基づき97件、

振動規制法に基づき57件の届出がありました。届出が提出された際には、騒音・振動の防止に

ついて届出者に指導しています。 

◇ 法規制以外の騒音・振動 

特定施設を設置していない事業場や、特定建設作業に該当しない作業現場でも、市民より相

談が寄せられたものについては現地調査を行い、生活環境に配慮するよう求めています。 

 

（２） 環境騒音・道路交通振動等（騒音・振動） 

本市では、騒音の環境基準について道路に面する地域及びそれ以外の地域についての基

準を定めた「騒音に係る環境基準」と新幹線鉄道騒音を対象とした「新幹線鉄道騒音に係る環

境基準」が指定されている地域があります。環境騒音、道路交通振動、自動車騒音、新幹線鉄

道騒音について測定し、その結果を施設管理者等に通知し、施設改善などを要請しています。 

48



第２部 環境施策の推進 

第２章 基本目標２ 

 

◇ 環境騒音と道路交通振動測定 

道路に面する地域の環境基準の達成状況は一定地域内の住居等のうち環境基準値を超過

する戸数及び割合により評価（面的評価＊）することになっています。平成30年度は、道路に面

する地域について14路線21区間で面的評価を実施し、評価区間内の環境基準の達成状況は

全体で99.1%でした。 

道路に面する地域の面的評価結果（平成30年度実施） 

路線名 
評価延長 

(km) 
住宅等 
戸数 

環境基準達成率(％) 
昼夜 
ともに 

昼 
のみ 

夜 
のみ 

一般国道４３０号 7.2 698 100 0.0 0.0 

主要地方道倉敷玉野線 9.2 925 98.7 0.3 0.0 

主要地方道新倉敷停車場線 0.7 217 100 0.0 0.0 

主要地方道玉野福田線 9.3 184 100 0.0 0.0 

一般県道藤戸早島線 2.1 183 98.9 0.0 0.0 

一般県道中庄停車場線 0.5 418 100 0.0 0.0 

一般県道長尾児島線 1.9 162 100 0.0 0.0 

一般県道白尾塩生線 6.4 143 99.3 0.0 0.0 

一般県道福田老松線 1.8 297 91.9 0.0 0.0 

一般県道藤戸連島線 1.2 154 99.4 0.0 0.0 

市道駅前古城池霞橋線 10.4 1351 99.5 0.4 0.0 

市道三田五軒屋海岸通４号線 2.9 584 100 0.0 0.0 

市道三田五軒屋海岸通６号線 0.8 120 97.5 0.0 0.0 

市道駅前長尾線 0.3 36 100 0.0 0.0 

全体 54.7 5472 99.1 0.1 0.0 

※ 路線別の面的評価結果における住宅等戸数の数値は、複数評価区間で重複して計上した

戸数を含んだもの。 

道路に面する地域の面的評価結果（過年度を含む） 

住宅等戸数 
環境基準達成戸数(戸) 環境基準達成率(％) 

昼夜ともに 昼のみ 夜のみ 昼夜ともに 昼のみ 夜のみ 

27,286 26,369 302 88 96.6 1.1 0.3 
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評価の対象となる道路における自動車の交通量が少なく、環境基準値を超過しないと予想さ

れる評価区間において、環境基準値の遵守を確認するために自動車騒音を測定しました。測定

地点において、環境基準を達成していました。 

道路に面する地域の環境騒音（測定結果と評価）                     (単位：dB） 

道路名 
測定 

地点 

昼間 夜間 

測定 

結果 

環境基準 測定 

結果 

環境基準 

基準 適否 基準 適否 

市道  

萱刈阿津線 
児島駅前 62 70 ○ 53 65 ○ 

 

また、道路に面する地域の面的評価及び環境騒音測定に併せて、道路交通振動を測定しま

した。すべての地点において、要請限度＊を下回っていました。 

道路交通振動（測定結果と評価）                               (単位：dB） 

道路名 
測定 

地点 

昼間 夜間 

測定 

結果 

要請限度 測定 

結果 

要請限度 

基準 適否 基準 適否 

一般県道福田老

松線 
福井 37 65 ○ 31 60 ○ 

市道三田五軒屋

海岸通６号線 
水島川崎通 36 70 ○ 29 65 ○ 

市道駅前古城池

霞橋線 
白楽町 34 70 ○ 28 65 ○ 

市道駅前古城池

霞橋線 

福田町古新

田 
40 65 ○ 32 60 ○ 

主要地方道 

倉敷玉野線 
美和 38 70 ○ 30 65 ○ 

主要地方道 

倉敷玉野線 
新田 36 70 ○ 29 65 ○ 

主要地方道 

倉敷玉野線 
粒江 36 65 ○ 26 60 ○ 

一般国道４３０号 児島下の町 44 70 ○ 34 65 ○ 

主要地方道 

玉野福田線 
林 38 65 ○ 28 60 ○ 

主要地方道 

新倉敷停車場線 
新倉敷駅前 32 70 〇 27 65 〇 

市道駅前長尾線 新倉敷駅前 35 65 ○ 28 60 ○ 

一般県道 

中庄停車場線 
松島 39 65 ○ 27 60 ○ 

市道萱刈阿津線 児島駅前 41 70 ○ 32 65 ○ 
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道路に面する地域以外の地域（一般地域）内の環境基準の適合状況を把握するために、平

成30年度は3地点で環境騒音測定を行いました。すべての地点において，環境基準を達成して

いました。 

一般地域の環境騒音（測定結果と評価）                          （単位：dB） 

測定地点 用途地域 

昼間 夜間 

測定 

結果 

環境基準 測定 

結果 

環境基準 

基準値 適否 基準 適否 

茶屋町 
第一種低層住居

専用地域 
49 55 ○ 44 45 ○ 

船穂町船穂 第一種住居地域 49 55 ○ 43 45 ○ 

児島塩生 準工業地域 50 60 ○ 45 50 〇 

 

 

◇ 新幹線騒音・振動 

新幹線鉄道騒音に係る環境基準と振動対策指針値＊の達成

状況を把握するため、上東、玉島道越、船穂において騒音と振

動を測定しています。平成30年度の結果では、振動対策指針値

以下でしたが、騒音の環境基準値は3地点とも超過していたた

め、鉄道事業者に対して早期の騒音対策を要請しました。 

 

新幹線騒音・振動測定結果(線路から25m地点)                     (単位：dB) 

 
騒音 振動 

上東 道越 船穂 上東 道越 船穂 

測定結果 72 72 74 59 55 52 

環境基準値 

（振動は指針値） 
70 70 

 

  

新幹線騒音・振動測定 
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◇ 瀬戸大橋線鉄道騒音対策 

瀬戸大橋線の騒音に関しては、瀬戸大橋建設時に行った環境影響評価に基づき、努力目標

値が定められています。 

平成30年度では、橋梁部においては、下津井田之浦で測定

し、努力目標値を達成していました。また、陸上部においては、

児島上の町、木見、児島阿津の3地点で測定したところ、1地点

で努力目標値を超過していました。 

この結果を、鉄道事業者等に対して通知し、努力目標値達

成に向け、騒音低減対策の推進と自主管理体制の徹底を要

請しました。 

 

鉄道騒音測定結果                                       (単位：dB) 

 

 

  

測定地点 
下津井田ノ浦 

（橋梁部） 

児島上の町 

（陸上部） 

木見 

（陸上部） 

児島阿津 

（陸上部） 

測定結果 75～77 74 77 71 

努力目標値 80 75 

瀬戸大橋線の騒音測定 
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（３）生活騒音対策（騒音・振動） 

生活騒音は、事業活動以外の市民生活から発生する騒音で、その発生源は無数に存在し、

誰もが加害者にも被害者にもなる可能性があります。生活騒音の抑制については、市民一人ひ

とりのマナーやモラルに期待するところが大きいことから、出前講座の中に「倉敷の騒音のはなし」

の講座を開設し、啓発活動を行っています。 

また、安眠の妨げになる夜間の花火を規制するために、「倉敷市夜間花火規制条例」を制定

し、公共の場所における夜間（午後10時から日の出まで）の花火を禁止しています。 

特に、夜間花火が周辺住民の生活環境に著しく支障を及ぼす恐れがある区域として、「夜間

花火禁止区域」を指定し、違反行為があった

場合には、罰則(10万円以下の罰金)を科する

ことができることとしています。現在は、沙美西

浜海水浴場（平成12年8月指定）、沙美東浜

海水浴場（平成20年4月指定）、酒津公園（平

成17年7月指定）を「夜間花火禁止区域」とし

て指定し、警察・施設管理者と共に指導・監視

を強化しています。 

 

 

（４）悪臭の防止 

◇ 悪臭規制による立入調査・測定・指導 

本市では、工場や事業場の事業活動に伴って発

生する悪臭について市内全域が規制の対象地域に

定められており、生活環境を損なうおそれのある22種

類の特定悪臭物質＊について､その特性により「敷地

境界での濃度」、「気体排出口での濃度」、「排出され

る水に含まれる濃度」の基準が定められ、悪臭が発生する状況に応じた基準で規制しています。 

特定悪臭物質を発生する工場や事業場への立入調査・測定を，平成30年度には14事業場

に対して行いました。実施した測定のうち，規制基準値を超過した1件の事業場に対しては，再

度の立入調査及び悪臭物質排出の低減指導を行いました。 

 

 

 

気体排出口での濃度 

敷地境界での濃度 

排出される水に含まれる濃度 

夜間花火禁止看板 
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悪臭測定結果（○：測定を実施 －：測定せず）  

 

 

３－２ 化学物質による汚染状況の把握 
土壌汚染や大気汚染等で監視する項目のほかにも、様々な化学物質が世の中には存在して

います。これらを把握するため、次のとおり行っています。 

 

（１）ＰＲＴＲ法 

私たちの身の回りには、多種多様な化学物質から作られたさまざまな製品があり、私たちの生

活になくてはならないものになっています。これらの化学物質について、環境への排出状況など

の情報を把握するための仕組みが、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律（通称：ＰＲＴＲ法）」です。リストアップされた化学物質を製造したり使用し

たりしている事業者が、環境に排出した量と廃棄物などとして事業所の外へ移動させた量を自ら

把握し、国に届け出ることを義務づけています。このことにより事業者による化学物質の自主的

な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するための法律です。平成22年度

の改正により、対象となる業種及び化学物質が拡大され、平成22年度から24業種462物質につ

業 種 

事

業

場

数 

測定場所 

測定物質 
規制基準 

適・否 敷地境界 煙突 排出水 

塗装業 1 ○ － － 
イソブタノール、酢酸エチル、メチル

イソブチルケトン、トルエン、スチレ

ン、キシレン 

○ 

化学工業 1 ○ － － ○ 

廃棄物処理場 

1 ○ － － ○ 

1 ○ － － 

アンモニア、プロピオン酸、ノルマ

ル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草

酸 、 メチル メルカ プタン 、硫 化 水

素、硫化メチル、二硫化メチル、ア

ルデヒド類4種 

× 

倉庫業 1 ○ － － 

トリメチルアミン、アンモニア 

プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノル

マル吉草酸、イソ吉草酸 

○ 

繊維工業 8 － － ○ メチルメルカプタン、硫化水素、硫

化メチル、二硫化メチル 

○ 

下水処理場 1 － － ○ ○ 
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いて排出量等を把握することが

義務づけられています。 

平成30年度に届出があった

153事業所の届出排出量及び

移動 量の合計 は10482tで、前

年度の届出量と比較して1979t

増加しました。 

平成24年度に急増した原因

は、鉄鋼業において再生資源と

して搬出されたスラグの計算上

の取り扱いが変更されたためです。また、国では事業所からの届出排出量・移動量の集計結果

と届出外排出量の推計結果をまとめて平成31年3月に公表しています。 

データの詳細については、環境省のホームページ

（http://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/index.html）及び経済産業省のホームページ

（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/6.html）で見ることができます。 

 

 

（２）ダイオキシン類調査 

◇ ダイオキシン類の常時監視 

環境中のダイオキシン類*について把握するため、河川・大気等の監視を行い、その結果を取

りまとめて公表しています。 

市内の公共用水域の常時監視地点において、ダイ

オキシン類の水質及び底質*の調査を行っています。

河川6地点、海域8地点の水質及び底質について、平

成30年度はすべての地点で環境基準を達成していま

した。 

地下水については、市内の井戸を3地点選定して

調査を行いました。3地点のうち、1地点で環境基準値を超過していました。基準値超過の原因

は不明ですが、周囲の汚染は確認されていません。 
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公共用水域及び地下水中のダイオキシン類調査結果のまとめ 

（水質：pg-TEQ*/L  底質：pg-TEQ/ｇ）  

 調査地点数 濃度範囲 環境基準 

公
共
用
水
域 

河 川 (水質) 6 0.11～0.45 
1以下 

海 域 (水質) 8 0.054～0.17 

河 川 (底質) 6 0.23～41 
150以下 

海 域 (底質) 8 0.18～12 

地下水質 3 0.051～3.6 1以下 

 

土壌中のダイオキシン類について、平成30年度は8地点で調査を実施し、すべての調査地点

で環境基準を達成していました。 

土壌中のダイオキシン類調査結果のまとめ                            （pg-TEQ/ｇ） 

調査項目 調査地点数 濃度範囲 環境基準 

土  壌 8 0.024～ 1.6 1000以下 

 

大気中のダイオキシン類については、松江局と豊洲局の2地点で定点調査を行っています。

平成30年度は、どちらの調査地点も環境基準を達成しており、前年度と大きな変化はありません

でした。 

大気中のダイオキシン類の調査結果のまとめ                  （pg-TEQ/m３） 

調査項目 調査地点 濃度範囲 年平均値 環境基準 

大 気 
松江局 0.0085～0.029 0.017 

0.6 以下 
豊洲局 0.011～0.049 0.029 

 

◇ ダイオキシン類発生施設の規制 

ダイオキシン類の発生施設は、ダイオキシン類対策特別措置法により規制されています。これ

らの施設を設置する者に対しては、この法律により自主測定と測定結果の報告が義務づけられ

ています。その結果報告を取りまとめて公表するとともに、事業者へ基準遵守を指導しました。 

平成30年度には、5事業場6施設で排ガスの中に含まれるダイオキシン類の行政検査を行い、

その結果、全事業場で排出基準を遵守していました。また、2事業場で排水中のダイオキシン類

の行政検査を行い、その結果、2事業場とも排出基準を遵守していました。 
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◇ 廃棄物等処分場周辺水質のダイオキシン類調査 

平成30年度は、産業廃棄物処分場等の周辺（玉島弥高山、種松山、児島仙随周辺）の8地

点において河川、池、地下水のダイオキシン類＊調査を年1回行いました。 

その結果、全ての地点で環境基準を達成していました。 

ダイオキシン類調査結果のまとめ                                      (pg-TEQ/L) 

調査地点 調査地点数 濃度範囲 環境基準 

玉島弥高山周辺 5 0.044～0.099 

1以下 種松山周辺 1 0.054 

児島仙随山周辺 2    0.071～0.080 

 

（３）公害苦情 

公害に関する苦情は、市民の日常生活に

密着していて、市民の環境に対する要求を

強く反映しています。本市では、地域生活環

境の保全の観点から、苦情や相談に対し、

すみやかに現地調査を行い、当事者に必要

な指導や助言を行うよう努めています。 

平成30年度の公害苦情の種類としては、

騒音が最も多く、その内訳で建築・解体工

事に伴う苦情が多いことから、市では必要な

届出の確認や工事内容の改善について指

導しています。また、工事を行う周辺の方への事前挨拶を行うように依頼しています。 

次に多い大気汚染については、その半数以上が廃棄物の野外焼却による苦情であり、市で

は事業者に対して廃棄物の適正処理を指導しています。 

水質汚濁については、夏期における農業用水路やため池での魚のへい死、小規模事業所か

らの油類の漏出や汚濁排水に関するものが大部分を占めており、市では事業所に対して油等

の流出の再発防止や下水道への接続を指導しています。 

騒音、振動及び悪臭は、感覚公害と呼ばれており、感じ方に個人差がある共通した特徴を持

っています。解決の困難な事案については、岡山県公害審査会に斡旋、調停、仲裁を求める方

法もあります。 

 

57



 第２部 環境施策の推進 

 第２章 基本目標２ 

 

 

３－３ 地域の環境美化の推進 
きれいで快適なまちづくりを推進するため、市民や地域の団体と連携し、様々な環境美化推

進の取組みを行っています。 

 

（１）環境美化に関する条例の整備 

平成23年9月に飼い犬ふん害防止条例を制定し、飼い主の責任としてのふんの処理等に関

し必要な事項を定めました。 

また、平成24年9月に、それまでの「環境美化条例」を全部改正し、新たにポイ捨ての防止や

路上喫煙の制限などを加えた「ポイ捨ての防止及び路上喫煙の制限に関する条例」を制定し、

平成25年4月1日から施行しました。 

 

◇ 飼い犬ふん害防止条例 

犬のふんは、飼い主が責任をもって処理しなければなりませ

ん。公共の場所などに放置することは条例に反する行為となり

ます。 

ふん放置を防止するため、啓発用の看板やチラシ・ティッシ

ュを配布しているほか、倉敷市環境衛生協議会と協働し市内

のゴミステーションに啓発用看板を設置しています。 

また、「イエローカード作戦」として、地域の方が主体となり、

ふんが放置された場所に持ち帰りを呼びかけるカードを置くこ

とで、飼い主のマナー向上につなげようとする取組みを行って

います。平成30年度は、申請があった市内20団体に必要資材

を提供しています。 

 

 

 

  
イエローカード設置例 

ふん害防止啓発用看板 
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第２部 環境施策の推進 

第２章 基本目標２ 

 

◇ ポイ捨ての防止及び路上喫煙の制限 

この条例は、きれいで快適なまちづくりを推進することを目的に定められたものです。まちの美

観を保持し、路上喫煙による身体や財産への影響・被害を防ぐため、市民等の責務や、ポイ捨

ての防止、路上喫煙の制限などについて必要な事項が定められています。 

そして、条例に基づいて、ポイ捨て防止に重点的に取り組むための「美化推進重点区域」や、

路上喫煙を制限するための「路上喫煙制限区域」が指定されています。 

条例では、公共の場所でポイ捨てをしてはならないことや、歩行喫煙をしないように努めなけ

ればならないこと、路上喫煙制限区域での指定場所以外での路上喫煙の禁止などが定められ、

だれもが快適に過ごせるように、きれいで快適なまちづくりを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

路上喫煙制限区域 

路上喫煙制限の啓発チラシ 
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 第２章 基本目標２ 

 

（２）地域の環境美化活動 

ごみのない清潔で美しいまちづくりを推進するため、地域では活発な美化活動が行われ、市

民の美化意識は高まっています。 

 

◇ 地域美化推進員の設置 

地域の環境美化やごみの減量化・資源化に関して市と地域が連携して取り組めるように「地

域美化推進員」を選任しています。地域美化推進員は、ポイ捨て防止活動やごみの減量化・資

源化推進指導など、地域のまち美化活動を牽引する役割を担っています。（平成31年4月1日現

在 181名） 

◇ 地域清掃の実施 

9月の第1日曜日を「清掃祭日」として、市と倉敷市環境衛生協議会とが共催し、「全市一斉ご

み0（ゼロ）キャンペーン」を行っています。 

このキャンペーンは昭和57年から始まったもので、例年約4万人の方が空き缶の回収などの美

化活動に参加されています。 

また、毎年春と秋に地域の住民による地区清掃が実施されています。地区清掃では生活雑

排水路や道路の清掃、草刈りなどが行われています。（平成30年度 784件実施） 

 

（３）環境美化への啓発 

倉敷市では、環境美化の推進を啓発するため倉敷市環境

衛生協議会と協働して、広報紙「かんきょう」を年2回発行し

ています。平成30年度には8月と1月に合計291,900部を配

布しました。 

今後も、誰もが地域の美化活動に気軽に参加し、環境美

化について関心を持っていただけるよう啓発活動を推進して

いきます。 

広報紙「かんきょう」 
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第２部 環境施策の推進 

第３章 基本目標３ 

第３章

リデュース、リユース、リサイクルが徹底され、

循環型社会が形成されたまち

生産・消費の拡大や生活様式の多様化に伴い、消費されるエネルギーや排出されるごみは、

年々増加しています。こうした大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムは、世界中

のさまざまなところで深刻な環境問題を生みだしています。 

私たちは、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会を見直し、これからの社会を持続可能な

循環型の社会へと変えていかなければなりません。そのため、資源の適正で効率的な利用、ご

みの排出抑制や再資源化などを進めていくことを目的に「一般廃棄物処理基本計画 くらしキッ

ク20～ごみ減量への挑戦～」（以下、「くらしキック20」という）を定め、ごみの排出抑制やリサイク

ル率の向上を目指しています。

１ ごみの排出抑制

１－１ ごみの排出抑制

ごみの大量発生は、限りある資源の浪費になるだけでなく、処分に伴う環境への悪影響も心

配されます。また、埋立をするための処分地の確保も困難な状況となっています。このため、でき

る限りごみを減らし、リサイクルを行うなど資源を有効に利用できる仕組み作りが必要になってい

ます。 

倉敷市のごみ処理事業の特

性の一つとして、倉敷市資源

循環型廃棄物処理施設（水島

エコワークス（株））（平成17年4

月稼働開始）での燃やせるご

みや焼却灰の再資源化が挙げ

られます。この結果、全国的に

もリサイクル率は高く、最終処

分率は低くなっています。 

47.8% 48.0% 46.2% 47.4% 47.1% 48.4%
51.6% 51.5%

43.0%
40.9%

2.4% 2.2% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 2.0%
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 第３章 基本目標３ 

 

（１）ごみの排出量 

平成30年度のごみ（一般廃棄物）の排

出 量 は約 167千 tでした。前 年 対 比 で約

0.8％（1,400ｔ）減量しました。しかしながら、

一般廃棄物処理基本計画に定めるごみ減

量化目標よりも、ごみの排出量は多く、一

層のごみの排出抑制、再資源化に対する

周知・啓発等の取組みが必要です。                                      

 

（２）５種１４分別収集 

ごみの減量・リサイクルと適正処理、また焼却施設・

最終処分場の延命化のため、平成11年7月から市内

全域で5種分別収集を行っており、資源ごみの細分

化を含めると現在14分別を行っています。 

平成30年度の資源ごみは7.5千tであり、前年度と

ほぼ同量です。しかし、燃やせるごみの中に、ペットボ

トルや雑紙等の資源ごみが20％以上の割合で混入し

ている状況のため、さらなる分別の徹底・啓発が必要

です。 

 

（３）リサイクルの達成状況 

倉敷市のリサイクル率は、全国的にも高いレベル

で推移しており、この要因として、水島エコワークス

が家庭から収集したごみを資源化処理していること

などが考えられます。（平成30年度は40.9％）特に、

平成27、28年度は水島清掃工場の基幹改良工事

に伴い、水島エコワークスでの処理量が増加したた

め、一時的にリサイクル率は上昇しています。 

しかし、資源循環型処理施設分を除くとリサイクル率は、11.8％と低水準であること、ごみの排

出量が依然として高水準であることなどから、出前講座、公会堂等での住民説明会及び広報紙

などを通じての呼びかけなどにより、ごみの減量やリサイクルに対するより一層の取組みや意識

の醸成を進める必要があります。 

1 燃やせるごみ 1

2

3 無色透明のびん

4 茶色のびん

5 その他の色のびん

6 新聞紙・広告

7 雑誌・雑紙

8 ダンボール

9 紙パック

10

11

3 埋立ごみ 12

4 使用済乾電池 13

5 粗大ごみ 14 粗大ごみ

古紙類

古布類

ペットボトル
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（単位：トン） ごみ排出量の推移

※災害ごみは除く
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第２部 環境施策の推進 

第３章 基本目標３ 

 

１－２ 市民・事業者の自主的な活動の促進 
ごみの減量化・排出抑制の推進には、市民・事業者の理解と協力が不可欠であるため、自発

的な取組みを引き出すことを目的に、次の事業を行いました。 

 

（１）集団回収の支援 

ごみの減量とリサイクルを進めるために、子ども会・ＰＴＡ・町内会等の団体が行う資源回収活

動を支援しています。「倉敷市ごみ減量化協力団体報奨金交付要綱」を定め、昭和63年10月か

ら活動を奨励するための報奨金を支給しています。 

ごみ減量化協力団体報奨金交付状況 

区分 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

実施団体 1,001 1,009 1,027 1,028 1,025 1,012 1,026 1,003 

回収重量（ｔ） 17,457 16,794 16,376 15,586 14,920 14,028 13,089 11,880 

報奨金額（千円） 104,742 100,769 98,258 93,517 89,514 84,172 78,536 71,281 

 

（２）生ごみ処理容器の補助金 

家庭から出る生ごみをリサイクルするとともに、市民のリサイクル意識を高め、ごみの減量を進

めるため、平成4年4月に「生ごみたい肥化容器購入費補助金交付制度」を設けて、生ごみたい

肥化容器（コンポスト）などの購入費の一部を補助しています。 

平成10年4月からは、「生ごみ処理容器購入費補助金交付制度」と変更になり、新たに電気

式の生ごみ処理機などが補助対象に加わりました。 

また、平成20年10月に補助限度額や補助率並びに交付基数制限を改正した結果、補助金

の交付申請件数は大幅に増加しましたが、平成22年度以降減少傾向が続いていました。 

平成26年度は、広報紙で生ごみたい肥化に関する特集を組んだこと、平成21年度以前に購

入した容器の買い換えの時期にあたったことなどから交付申請数は再び増加に転じたものの、

平成27年度からは減少傾向にあります。 
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生ごみ処理容器購入費補助金交付状況 

区分 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

生ごみたい

肥化容器 

基数 308 281 194 212 237 169 140 136 

補助金額 

（千円） 
1,037 912 632 694 772 562 435 429 

電気式生ご

み処理機 

基数 115 109 96 159 104 96 122 103 

補助金額 

（千円） 
3,266 3,131 2,693 4,239 2,888 2,584 2,875 2,494 

 

（３）事業ごみの減量対策 

◇ 一般廃棄物の減量資源化計画 

平成5年から、ごみの排出量が日量100kg以上の多量の一般廃棄物を排出する事業所に対し、

一般廃棄物減量資源化計画書の提出を求め、事業ごみの減量と資源化を推進しています。 

平成30年度は、7月に発生した豪雨災害の影響により、計画書の提出等は依頼していません。 

 

◇ 事業ごみ処理手数料等 

従来、事業ごみの処理については、可燃物は無料、不燃物については搬入車両の最大積載

量によって処理手数料を徴収していましたが、平成9年4月からは､可燃物､不燃物にかかわらず

一律600円/100kgに改定しました。平成9年11月からは、定例的に少量を持ち込む事業者に配

慮し、120円/20kgに、平成10年4月からは60円/10kgに、平成13年4月からは90円/10kgに、更

に平成18年4月からは燃やせるごみの中の資源化物を減らすことを目的に130円/10㎏に改定し

ました。また、一般廃棄物収集運搬業の許可にかかわる手数料額を10,000円に改定しました。

平成24年12月に開催された倉敷市廃棄物減量等推進審議会では、ごみ処理手数料は当面据

え置きとの答申がなされました。平成26年4月からは消費税率の改定分を転嫁するため、133円

/10kgと改定しました。 

 

◇ 紙類の原則焼却中止 

平成10年4月から、増加傾向にあった事業ごみの減量とリサイクルの徹底をめざし、事業ごみ

のうち、リサイクル可能な紙類については市のごみ焼却処理施設での受け入れ及び焼却を中止

しています。 
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第３章 基本目標３ 

 

◇ 事業系一般廃棄物(びん類)再資源化補助金交付制度 

事業活動から出るガラス製容器をリサイクルし、ごみの減量を推進するため、平成15年10月に

「事業系一般廃棄物(びん類)再資源化補助金交付制度」を設けて、事業系びんを再資源化す

る事業者に対して補助金を交付し、資源の有効利用を図っています。 

平成30年度は事業系びんを再資源化する業者の約518ｔの再資源化量に対し、3,627千円の

助成を行いました。 

 
２ 廃棄物の適正処理 

２－１ 廃棄物の再生利用の促進 
排出される廃棄物は、できるだけ再生利用に努めることで排出削減及び資源の有効活用に

つながるため、次の事業を行いました。 

 

（１） 市民向け啓発活動 

◇ クルクルセンター 

市民、事業者と協働してごみ減量とリサイク

ルの推進に取り組み、市民の自主的な活動

を支援するため、平成16年10月31日に倉敷

市リサイクル推進センター(愛称クルクルセン

ター)を開館しました。 

平成30年度は、前年度に引き続き、木製

家具の修理再生品・衣類・書籍のリユース事

業やリサイクルの研修・体験講座などを継続

して行いました。 

更に協力世帯から回収した廃食用油からバイオディーゼル燃料を精製し、廃食用油燃料化

事業のＰＲのためのBDF＊カート体験走行を行いました。 

また、来館者、体験者についても市内外より多数お越しいただきました。 

 

 

 

 

 

 事業実績 

来館者数 11,356人 

リサイクル体験者数 1,462人 

修理再生木製家具の引渡し 496点 

衣類の引渡し 9,195点 

書籍の引渡し 4,139点 

BDF精製量    12,240 L 

平成30年度事業実績 
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 第２部 環境施策の推進 

 第３章 基本目標３ 

 

◇ 倉敷市船穂町堆肥センター 

倉敷市船穂町堆肥センターでは、資源の有効利用と環境にやさしい

リサイクル社会の構築に向け、農業残さや家庭生ごみから有機堆肥「テ

クノペレット」を生産しています。原料は約1週間で、有機堆肥に生まれ

変わります。平成30年度においては、162tの農業残さや家庭生ごみから

125tの有機堆肥を製造しました。 

 

◇ バイオマスエネルギーの活用促進 

本市では、ごみの減量及びリサイクルの促進、化石燃料代替エネルギーの活用の推進を目

的として、倉敷市リサイクル推進センターに廃食用油プラントを設置し、協力家庭から排出された

廃食用油から、軽油の代替燃料であるバイオディーゼル燃料*（略称：BDF）を精製しています

（前ページの◇クルクルセンターに関連の記載があります）。 

精製したBDFは、市の公用車や、環境イベント等でBDFを利用したカートの走行用燃料として

使用され、バイオマス*エネルギーの活用促進及びごみの減量、リサイクルの促進の啓発に利用

されました。 

  

 

 

 

 

 

（２）各種リサイクル法によるフロンガスの回収 

冷蔵庫やエアコンなどの冷媒として使われるフロンガスは、紫外線を吸収し地上の生き物を守

るオゾン層を破壊します。このため、現在では、冷蔵庫・エアコン・カーエアコンに使用されている

フロンガスの回収が義務化されています。 

平成27年4月からは、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出

抑制法）」により、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策が

とられています。なお、使用済自動車のカーエアコン中のフロンガスの回収は、平成17年1月に

施行された自動車リサイクル法*において、使用済自動車全体のリサイクルと一体的に扱われて

います。また、家庭用冷蔵庫・エアコンのフロンガス回収は、家電リサイクル法＊の下で行われて

います。 

有機堆肥 
「テクノペレット」 

公用車の走行用燃料として使用 廃食用油プラント 
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２－２ 廃棄物の適正処理による環境負荷の低減 
ごみ（廃棄物）は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥・廃油・廃プラスチック類など

21種類の「産業廃棄物」と、その他の「一般廃棄物」に区分されています。「一般廃棄物」は市町

村が、「産業廃棄物」は排出事業者又は処理業者が処理することとなっていますが、ともに適正

に処理することが良好な環境を守るために必要です。 

 

（１）一般廃棄物の処理 

本市では、一般廃棄物（ごみ）を適正に処理するため、「燃やせるごみ・資源ごみ（10分別）・

埋立ごみ・粗大ごみ・使用済み乾電池」の5種14分別収集を行っています。 

また、平成22年1月に策定した「くらしキック20」に基づき、ごみ処理事業を推進してきましたが、

国の計画の改定や予測を上回る人口の増加、他の関連計画の策定など計画策定の前提となる

諸条件に変動があったため、平成26年度において、これまでの計画の評価・検証を行い、「くら

しキック20」を改定しました。 

 

◇ ごみの収集方法 

区 分 収集方法 参 考 事 項 

家

庭

ご

み 

燃やせるごみ、資源ごみ、埋立

ごみ、使用済み乾電池 

ステ－ション 

収集 

ごみステーションは 

市内に約5,400箇所 

粗大ごみ 
戸別収集又は 

自己搬入 
処理手数料を徴収 

・「引越しごみ」は5種14分別して市の処理施設へ自己搬入 

 （粗大ごみは戸別収集も利用できる。） 

・「ペットボトル」は、拠点回収（ス－パ－等の店頭で回収）も利用できる 

事業ごみ 自己処理 
市の処理施設へ搬入、 

又は収集運搬許可業者へ委託 

 

◇ 粗大ごみの「戸別（有料）収集」 

粗大ごみ（複合製品を含む）は、月に一度の定められた日にごみステーションで収集していま

したが、平成13年4月から、「特定家庭用機器再商品化法」（通称「家電リサイクル法」）が施行さ

れたことをきっかけに、高齢者世帯等への公共サービスの向上を考慮し、電話での事前申込み

による「戸別収集」に移行しました。あわせて、サービスの公平化、減量・リサイクルの意識向上な

どの面から、粗大ごみ処理手数料（環境センター等への自己搬入も有料）を徴収することになり

ました。粗大ごみ処理手数料の徴収は、粗大ごみ処理証紙（粗大ごみ処理券、シール式）のス

ーパーやコンビニなどでの販売によることとしました。 
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また、平成25年4月から「小型家電リサイクル法」が施行されたことにより、本市においても使用

済電子機器等の再資源化を促進するため、平成26年１月より、粗大ごみとして回収していた28

分類全品目を対象にピックアップ方式により分別回収を行い、埋立ごみや燃やせるごみの減量

及び適正な処理、資源の有効利用の確保を図っています。 

 

◇ ふれあい収集 

平成25年5月から倉敷市ふれあい収集事業を開始しました。高齢者や障がい者が住みなれた

地域で安心して暮らすことができる環境づくりを目的に、要介護認定者（要介護３～５）や障がい

者（肢体不自由１・２級、視覚障がい１・２級）のみの世帯で、世帯員自らごみをごみステーション

まで持ち出すことが困難で、親族、近隣住民等の協力を得ることができない世帯を対象に、決ま

った曜日に戸別訪問し、玄関先からごみの収集を行っています。 

 

◇ 野外焼却の禁止 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正になり、平成13年4月から一部の例外を除い

て、ごみを定められた規格の焼却炉以外では焼却できなくなりました。一方で野外焼却による煙

などの苦情が本市だけでなく全国的にも増えています。この問題を解決するには、行政が取り締

まりや指導を強化するのはもちろん、市民一人ひとりが焼却により周辺の生活環境が悪化するこ

とがあることを自覚しなければなりません。このため、広報紙やFMくらしきなどを通じて啓発活動

を行っています。 

 

◇ ごみ処理にかかる経費 

平成30年度のごみ処理関係費（災害廃棄物処理経費及び清掃施設整備費を除く。）は、54

億4,176万円で、市民一人当たり11,294円でした。一世帯当たりでは25,811円がごみ処理に使

われました。 

 

（２）一般廃棄物の処理施設 

本市のごみ・し尿については、近年、中間処理場（破砕したり、燃やしたりして量を減らす施設）

や最終処分場（最終的に残ったものを埋める施設）の確保が困難であることから、現在では、全

市で総合的に計画処理しています。 
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◇ 清掃工場 

燃やせるごみは、水島清掃工場と倉敷西

部清掃施設組合（倉敷市・浅口市）清掃工

場の2施設での焼却処理と、倉敷市資源循

環 型 廃 棄 物 処 理 施 設 （水 島 エコワークス

(株)）でのガス化溶融処理を行っています。 

また、真備地区については、総社広域環

境施設組合（総社市・倉敷市）の吉備路クリ

ーンセンターで焼却処理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 資源選別関連施設 

倉敷市資源選別所では、5種14分別収集によって収集したガラスびんから、生きびん（一升び

ん、ビールびん等のリターナブルびん＊）の回収及びガラスの色別の選別（透明、茶、緑、その他）

を行い、カレット（ガラスを細かく砕いたもの）にして再使用・再利用化を行っています。また、真備

地区については、総社広域環境施設組（総社市・倉敷市）の吉備路クリーンセンターで再使用・

再利用化を行っています。 

 

水島清掃工場 倉敷市資源循環型廃棄物処理施設 

倉敷市資源選別所での選別作業 
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◇ 粗大ごみ処理場 

各家庭から集めた粗大ごみ（小型家電を除く）は東部粗大ごみ処理場で破砕し、資源（アル

ミ・鉄等）・可燃物・その他に分別しています。 

また、真備地区については、総社広域環境施設組合（総社市・倉敷市）の吉備路クリーンセン

ターで破砕、分別の処理を行っています。 

 

◇ 一般廃棄物最終処分場 

市の最終処分場としては、東部最終処分場と船穂町不燃物処分場の2施設がありますが、船

穂町不燃物処分場については、平成31年3月末で埋立終了しました。 

平成17年度から、倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設（水島エコワークス（株））での焼却灰

の溶融処理を行っているため、埋立処分量が激減しています。 

 

◇ し尿処理場 

し尿（浄化槽汚泥を含む）は、下水との混合

処理を基本としており、し尿及び浄化槽汚泥の

前処理（固形物を取り除きます。この固形物は

焼却処理）までを、し尿処理場で行い、以降、最

終処理までを下水処理場で行っています。市内

には白楽町し尿処理場、水島し尿処理場、児島

衛生センター、玉島し尿処理場があります。 

なお、一部事務組合である備南衛生施設組合（倉敷市・岡山市・早島町）の清鶴苑、総社広

域環境施設組合（総社市・倉敷市）のアクアセンター吉備路は、し尿・浄化槽汚泥の単独処理を

しています。 
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（３）不法投棄対策 

近年、大量生産・大量廃棄の時代から、廃棄物の発生を抑制し、再利用・再生利用する循環

型社会＊へと、大きな変化を遂げてまいりました。しかしながら、家電リサイクル法の施行や粗大

ごみの収集有料化などによる不法投棄物の増加と、保健所政令市移行に伴う産業廃棄物行政

の県から市への委譲を契機に、本市では環境衛生課を不法投棄の総合窓口として、不法投棄

対策の検討、情報の収集体制の強化、不法投棄防止のための啓発に重点を置き、情報の収集、

違反者の究明、投棄物の撤去・処分などの指導、投棄物の回収など、関係部署と連携を図りな

がら廃棄物の不法投棄対策を推進しています。 

 

◇ 不法投棄情報の収集 

○ 市民、環境衛生協議会からの情報提供 

広報紙やホームページなどを通じて、市民からの不法投棄情報の提供を呼びかけています。

また、環境改善活動のボランティア団体である倉敷市環境衛生協議会では、情報の提供だけ

ではなく、「不法投棄防止パトロール実施中」のマグネットシートを作製し、役員が自家用車に

貼って、パトロール及び啓発活動を行っています。 

 

○ 不法投棄110番の設置(℡ 086-426-3361) 

平成13年6月1日から、市民からの情報を、夜間、休日にも受け付ける留守番電話を環境

衛生課に設置しています。 

 

○ 倉敷市ボランティア不法投棄監視員制度 

地域において、ごみの不法投棄を監視し早期発見するために、平成１３年９月からボランテ

ィアによる不法投棄監視員制度を開始し、倉敷市環境衛生協議会廃棄物対策部会や公募

の中から監視員を選任（任期２年）しています。（平成３１年４月現在４７名） 

 

○ 郵便事業株式会社と協定締結 

平成13年7月9日より、郵便局（現：日本郵便（株））の外勤職員等が不法投棄を発見した際

は、市へ情報提供してもらうよう日本郵便（株）と協定を締結しています。 
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◇ 不法投棄監視事業 

○ 不法投棄防止用監視カメラの設置 

不法投棄の未然防止を図るため、移動式監視カメラ

を不法投棄多発箇所に設置しています。平成30年度

は延べ9箇所に設置し、監視カメラ移設後には「不法投

棄防止 監視カメラ設置区間」の看板を設置するととも

に、定期的にパトロールを行っています。また、平成27

年度から夜間撮影が可能な機種を複数導入し、積極的

な監視活動を展開しています。 

 

○ 航空機による上空監視及びテープ広報 

本市職員が民間航空業者のヘリコプターに搭乗し、山間部を中心に市内全域の監視を行

う上空監視業務を年4回（平成30年度は7月、9月、12月及び2月）行っています。 

このほか、不法投棄の防止をセスナ機より呼びかけるテープ広報を年１回行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 不法投棄防止のための啓発 

○ 全市一斉ごみ0（ゼロ）キャンペーン 

毎年9月の第１日曜日に、倉敷市環境衛生協議会と共催で全市一斉の清掃作業を行って

います。地域内に捨てられている空き缶・空き瓶・ペットボトルや燃やせるごみを回収すること

により、ポイ捨てのない、美しく快適な生活環境づくりを目指しています。 

例年約4万人の市民が参加しており、36年間継続しています。 

 

  

上空監視実施状況 

不法投棄防止監視カメラ 
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◇ 不法投棄回収量 

平成30年度に、市が回収した不法投棄の回収量は42,392kgでした。 

撤去回収状況（平成30年度実績）                             （単位：㎏） 

区   分 燃やせるごみ 
不燃性 

粗大ごみ等 
合 計 

環境衛生課及び

各支所環境担当

が処理したもの 

通報及びパトロール
によるもの 

1,465 12,670 14,135 

他課からの 
依頼によるもの 

260 8,230 8,490 

市の各担当課が処理したもの 2,270 14,997 17,267 

業者に委託して処理したもの 1,010 1,490 2,500 

合   計 5,005 37,387 42,392 

 

 

（４）産業廃棄物対策 

本市は、中核市として産業廃棄物に関する業務を行っています。主な業務として、産業廃棄

物処理施設の設置許可、産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可のほか、排出事業者や処理

業者に対する立入検査を実施し、廃棄物の適正処理について指導を行っています。 

また、廃棄物の減量化・再生利用の推進、市民や事業者に対する廃棄物に関する正しい知

識の普及などの啓発活動も行っています。 

産業廃棄物処理業及び処理施設の許可状況（H31.3.31 現在） 

処理業の区分 業者数  施設の区分 施設数 

産業廃棄物収集運搬業 124 中間処理施設 128 

産業廃棄物処分業 75 安定型最終処分場 5 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 20 管理型最終処分場 2 

特別管理産業廃棄物処分業 7  

 

◇ 産業廃棄物の発生量の抑制 

多量に産業廃棄物を排出する事業者に対しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

基づいて、減量・再生利用などを盛り込んだ処理計画を提出させ、実施するように指導しました。 
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◇ 産業廃棄物処理業者への立入 

倉敷市内の産業廃棄物処分業者や施設の設置者を中心に定期

的に立ち入りし（平成30年度は許可業者に対し665件）、廃棄物の

適正処理の指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

◇  ＰＣＢ廃棄物の適正処理 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法

律により、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の保管等に関する

届出は、平成 30 年度に 196 事業場から提出されました。 

岡山県に存在する高濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物

のうち、変圧器・コンデンサは平成30年度末に処理期限を迎えまし 

たが、平成31年3月に市が確知した２件については行政代執行を実施し、適正に処分を行いま

した。２件のうち、保管事業者が判明した１件については費用求償し、全額支払われました。 

 

 

 

※ 清掃事業の詳細については、倉敷市清掃事業概要をご参照ください。 

  （https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6360.htm） 

立入実施状況 

コンデンサ 
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第２部 環境施策の推進 

第４章 基本目標４ 

第４章

地球温暖化対策の取組により、低炭素社会が

形成されたまち

地球温暖化・オゾン層破壊・酸性雨・熱帯雨林の減少など地球的規模の環境問題は、本市

だけの取組みで解決できるものではありません。しかし、その原因は私たちの生活と密接に結び

ついており、一人ひとりの努力によって少しずつでも改善していくことが必要です。 

本市では、平成23年2月に本市全域の温室効果ガス*削減計画である、「クールくらしきアクシ

ョンプラン（倉敷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編））」を策定し、地球温暖化対策を展

開してきましたが、地球温暖化問題を取り巻く国内外の動向を踏まえ、平成30年3月に、同計画

の改定を行いました。今後は、新しい計画に基づき、引き続き地球温暖化対策を推進していきま

す。 

１ 温室効果ガス削減

１－１ ライフスタイルの見直しによる

温室効果ガスの排出抑制 

（１） クールくらしきアクションプラン

（倉敷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編））

世界平均地上気温は、1880年から2012年にかけて0.85℃上昇しました（ＩＰＣＣ*第5次評価報

告書）。この地球温暖化は、温室効果ガス、なかでも私たちの経済活動・日常生活により排出さ

れる二酸化炭素の著しい増加が主な原因となっています。 

このまま対策を取らずに温暖化が進むと、21世紀末には地球表面の平均気温が約0.3～

4.8℃上昇するといわれています。その結果として、海面水位の上昇による沿岸域への影響や異

常気象による自然災害の増加、感染症･熱中症等健康被害の拡大、生態系の変化や農作物の

生産性の低下等、世界的に深刻な被害が発生すると懸念されています。 

そのような中、本市ではこれまで、クールくらしきアクションプランで、「2007年度を基準年として、

2020年度に温室効果ガス排出量を12％削減する」という中期目標を設定し、その目標達成のた

めの13の重点施策を「クールくらしき80」として推進してきました。 
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 第２部 環境施策の推進 

 第４章 基本目標４ 

 

平成30年3月には、クールくらしきアクションプランの改定を行

い、2013年度を基準年度として、2030年度に温室効果ガス排出

量を11.6％削減するという目標を新たに設定しました。 

本市では排出量のうちの80％以上が産業部門からの排出に

なっており、日本全体の産業部門の割合である31％と比較して

倍以上となっています。これは、水島コンビナートを抱える本市の

特徴を表す排出構造となっており、排出量の増減が景気動向等

による影響を受けやすくなっています。 

2015年度の市域全体の温室効果ガス排出量は3,246万トン－

ＣＯ２で、基準年の2013年度と比較して6.0％減少しました。 

クールくらしきアクションプランの改定に際しては、事業者、市民団体、学識経験者等から構

成する、倉敷市地球温暖化対策審議会を設置し、協議しました。今後も、温室効果ガスの排出

状況や施策の進捗状況について、倉敷市地球温暖化対策審議会に報告し、温暖化対策の推

進に関する提言をいただきます。 

 

（２）ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス） 

国が温室効果ガス削減目標の達成のために、国民運動として推進している「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩ

ＣＥ」について、平成28年4月に賛同登録し、平成29年6月に市を挙げて取り組んでいくことを宣

言しました。ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥとは、地球温暖化対策に資する、あらゆる賢い選択を意味してい

ます。平成29年度には、環境省が実施する「二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金（地域と

連携したＣＯ２排出削減促進事業）」の採択を受け、エフエムくらしき、倉敷ケーブルテレビ、山陽

新聞等のメディアやイベントを活用して普及啓発を行いました。 
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第２部 環境施策の推進 

第４章 基本目標４ 

 

（３）グリーンくらしきエコアクション 

クールくらしきアクションプランに定める削減目標を達成するた

め、市民が家庭や街でできる取組みをＣＯ２削減効果や家計の節約

効果などとともにまとめています。平成29年度に、クールくらしきアク

ションプランの改定にあわせて見直しを行いました。 

環境啓発イベントでの活用や関係各所での配布を通じて地球温

暖化対策への取組みの啓発に努めています。 

 

 

 

 

（４）緑のカーテン 

緑のカーテンとは、つる性の植物でカーテンのように窓を覆うことをいいます。そうすることで、

室内に入る夏の日差しが和らぎ、また、植物の蒸散作用によって室温の上昇を抑えられるため、

エアコンに頼り過ぎない省エネ生活が実践できます。本市では、家庭で緑のカーテン作りに取り

組んでくださる方にゴーヤの種や苗を配布して啓発を行い、市庁舎、幼稚園、保育園、小・中学

校、公民館などの市の施設でも積極的に取り組んでいます。 

また、緑のカーテンを広めていくため、くらしきグリーンメイト（緑のカーテン推進員）を募集し、

約200人の方を登録しています。くらしきグリーンメイトには優先的にゴーヤの種を配布するととも

に、周りの方へ取組みの輪を広げてもらうよう依頼しています。 

平成22年度からは「緑のカーテンコンテスト」を行い、家庭や事業所で育成した緑のカーテン

の写真を募集しています。平成30年度は市民・事業者合わせて46件の応募があり、市民投票の

結果により最優秀作品１点、優秀作品4点を選定しました。これらの作品は、12月の環境イベント

で表彰しました。 

 

 

 

 

 

 

最優秀作品 
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 第２部 環境施策の推進 

 第４章 基本目標４ 

 

（５）中小企業の地球温暖化対策 

事業者の多くを占める中小企業において、地球温暖化防止の取組みを進めることは重要な

課題です。大企業と違い、人材や資金、ノウハウに限りがあるため、中小企業の省エネ・温暖化

対策は特に支援が必要な分野です。 

そこで本市では、平成24年度からエネルギー分野の専門家を講師に招いて「くらしき省エネセ

ミナー」を中小事業者向けに開催しています。事業所における省エネ・節電のノウハウや、ローコ

ストでできるエネルギー経費節減方法を実例とともにわかりやすく紹介し、さらに現場の環境意

識の向上を目指します。平成30年度には市内の事業者を中心に29名の参加者が集まりました。 

 

 

 

（６）中小企業者に係る省エネルギー設備等導入促進事業補助制度 

エネルギーの見える化を行い、省エネ診断に基づく省エネルギー設備等を設置することで、

エネルギーマネジメントを推進する中小企業者に対する補助を平成 29 年度より新たに始めまし

た。上限 3,000 千円として、平成 30 年度は 6 件、総額 9,000 千円の補助を行いました。 

補助件数と補助単価 

 補助件数 
補助件数 

の累計 

温室効果ガス 

削減効果の累計 
補助の上限 

H29 3件  3件  84.3 t-ＣＯ２/年  
300万円 

H30     6件     9件      181.3 ｔ-ＣＯ２/年 

 

くらしき省エネセミナー 
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第２部 環境施策の推進 

第４章 基本目標４ 

 

１－２ 省エネルギー設備などの導入による 
温室効果ガスの排出抑制 

水島コンビナートには電気自動車を生産する工場があり、電気自動車の普及による温暖化対

策は本市の特徴を反映した施策として、クールくらしきアクションプランの施策にしています。 

 

（１）電気自動車等導入促進補助制度 

市民・事業者ともに日常の交通手段として自動車を使用する機会が多くなり、運輸部門からの

温室効果ガスの排出量も増加しています。 

このため本市では、走行中に二酸化炭素や大気汚染物質を排出しない電気自動車の普及を

目指し、平成22年度より市民や事業者が電気自動車を購入したり、多数の人が利用できる駐車

場に充電設備を設置する場合、その費用の一部を補助しています。平成27年10月からは、プラ

グから充電された電気のみでの走行時には、電気自動車と同等の環境性能を持つプラグインハ

イブリッド自動車、また、平成29年4月からは、水素を燃料とする燃料電池自動車にも、補助対象

を拡大しました。 

補助金額（平成30年度） 

 補助対象経費 補助金の額 

電気自動車 本体購入費 
1台当たり20万円（購入額が20万円未満の

場合は、当該購入額） 

プラグインハイブリッド  

自動車 
本体購入費 

1台当たり10万円（購入額が10万円未満の

場合は、当該購入額） 

燃料電池自動車 本体購入費 
1台当たり50万円（購入額が50万円未満の

場合は、当該購入額） 

充電設備の設置 
購 入 費 及 び 設 置

工事費の合計額 

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額

（1,000円未満の端数は切り捨て） 

急速（50kW以上）上限50万円・急速(50kW

未満)上限20万円・普通上限10万円 
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第２部 環境施策の推進 

第４章 基本目標４ 

補助件数 

電気自動車等の購入 H28 H29 H30 H22年度からの累計 

アイ・ミーブ 0台 4台 0台 147台 

ミニキャブ・ミーブ 1台 1台 1台 57台 

リーフ 15台 2台 49台 182台 

アウトランダーPHEV 73台 20台 47台 169台 

プリウスPHV 1台 71台 51台 123台 

その他 4台 2台 2台 14台 

合 計 94台 100台 150台 692台 

充電設備の設置 H28 H29 H30 H22年度からの累計 

急速充電設備 定格出力50kW以上 0基 0基 0基 3基 

定格出力50kW未満 0基 0基 0基 2基 

普通充電設備 1基 5基 2基 8基 

（２）電気自動車充電設備の整備

環境にやさしい電気自動車の欠点は航続距離が短いことです。本市内で電気自動車を安心

して乗っていただくためには、充電設備を設置拡充し、主要な場所でいつでも充電できる安心

感を持っていただくことが重要です。 

本市も本庁舎や環境交流スクエアに急速充電器を設置して開庁日には一般開放したり、市

営中央駐車場に充電設備を設置するなど、電気自動車を使用する利便性を高めるようにしてい

ます。 

２ 再生可能エネルギーの導入

２－１ 家庭への再生可能エネルギー利用設備の導入

（１）住宅用太陽光発電システム設置費補助

本市では、日照時間の長い恵まれた自然特性を活かし、環境負荷の少ない再生可能エネル

ギーの普及促進を図るため、住宅用太陽光発電システム設置者への補助を行っています。 

戸建住宅用太陽光発電システムについては、平成30年度は既築・中古住宅への設置を対象

とし、1kWあたり20千円、上限4kWとして、248件、総額18,999千円の補助を行いました。中国電

力の統計によれば、平成30年度末の本市の住宅用太陽光発電システム設置件数（10kW未満）

は、17,051件となっています。
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第２部 環境施策の推進 

第４章 基本目標４ 

 

戸建住宅用太陽光発電システムの補助件数と補助単価 

 補助件数 
補助件数 

の累計 

年度末の市内

設置件数※ 

補助単価 

(1ｋＷあたり) 

補助の 

上 限 

H16 183件 183件 ― 

3万円 

4ｋＷ 

H17 299件 482件 ― 

H18 292件 774件 ― 

H19 226件 1,000件 ― 
1万5千円 

H20 281件 1,281件 3,022件 

H21 953件 2,234件 3,852件 
3万円 

H22 979件 3,213件 5,346件 

H23 1,536件 4,749件 7,336件 新築・建売 2万円 

既築・中古 2.5万円 H24 1,590件 6,339件 9,701件 

H25 961件 7,300件 11,927件 

 

既築・中古 2万円 

H26 489件 7,789件 13,175件 

H27 423件 8,212件 14,206件 

H28 426件 8,638件 15,338件 

H29 312件 8,950件 16,271件 

Ｈ30 248件 9,198件 17,051件   

※H16～H24年度は中国経済産業局、H25年度からは中国電力調べ 

 

共同住宅用太陽光発電システムの補助件数と補助単価 

 補助件数 
補助件数 

の累計 
補助単価（1kWあたり） 補助の上限 

H26 
21件 21件 10戸未満 2万円 

10kW 

9件 9件 10戸以上 5万円 

H27 0件 30件 

一律 2万円 H28 0件 30件 

H29 0件 30件 

※平成27年度からは補助対象を全戸連系とした。 

※平成29年度で共同住宅用太陽光発電システムへの補助制度は終了した。 
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 第２部 環境施策の推進 

 第４章 基本目標４ 

 

（２）住宅用太陽熱利用システム設置費補助 

平成27年度より、住宅用太陽熱利用システム設置者への補助制度を行っています。新築・既

築・中古住宅への設置を対象とし、平成30年度は、上限を自然循環型30千円、強制循環型90

千円、補助熱源一体型120千円として、25件、総額632千円の補助を行いました。 

補助件数と補助の上限 

 補助件数 
補助件数 

の累計 
補助の上限 

H27 62件 62件 
3万円 

H28 40件 102件 

H29 24件 126件 自然循環型 3万円 

強制循環型 9万円 

補助熱源一体型 12万円 
  H30      25件      151件 

 

（３）住宅用燃料電池システム設置費補助 

ＣＯ２削減効果やエネルギー利用の効率の高い、水素を利用した省エネルギー機器である燃

料電池システム「エネファーム」の導入促進を図るため、平成 28 年度より住宅用燃料電池システ

ム設置者への補助制度を行っています。新築・既築住宅への設置を対象とし、上限 70 千円とし

て、平成 30 年度は 60 件、総額 4,197 千円の補助を行いました。 

補助件数と補助の上限 

 補助件数 
補助件数 

の累計 
補助の上限 

H28 56 件 56 件 

7 万円 H29 58 件 114 件 

H30      60 件     174 件 

 

（４）住宅用定置型リチウムイオン蓄電池設置費補助 

太陽光発電システムやエネファームと連携することで、地産地消システムの構築や、停電時・災

害時の防災の強化を図ることができる定置型リチウムイオン蓄電池の導入を促進するため、平成

29 年度より定置型リチウムイオン蓄電池設置者への補助を新たに始めました。新築・既築住宅

への設置を対象とし、上限 100 千円として、平成 30 年度は 100 件、総額 9,941 千円の補助を

行いました。 
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第２部 環境施策の推進 

第４章 基本目標４ 

 

補助件数と補助の上限 

 補助件数 
補助件数 

の累計 
補助の上限 

H29 102 件 102 件 
10 万円 

H30 100 件 202 件 

 

（５）次世代エコハウス整備促進補助制度 

平成25年度からは建築指導課と共同して、市内における住まいの低炭素化を促進するため、

本市の気候風土に合った省エネルギー・低炭素型の住宅を「次世代エコハウス」として認定し、

次世代エコハウスを建築する方に対して市は補助を行っています。 

次世代エコハウスとして認定されるための条件は、国の低炭素建築物認定若しくは、建築物

省エネ消費性能向上計画認定を受けていること、太陽光発電システム若しくは太陽熱利用シス

テムを備えていること及び市の定める省エネ設備を備えていることです。平成30年度には16件、

総額2,400千円の補助を行いました。 

補助件数と補助単価 

 補助件数 
補助件数 

の累計 
補助単価 

H25 12件 12件  12万円 

H26 7件 19件 

15万円 

H27 15件 34件 

H28 26件 60件 

H29 34件 94件 

Ｈ30 16件 110件 

 

（６）国内クレジット制度及びJ-クレジット制度の活用 

国内クレジット制度とは、大企業等の技術や資金によって中小企業等が削減した温室効果ガ

ス排出量をクレジット(排出枠)として認証し、大企業等の温室効果ガス削減に活用する、国が進

めていた制度です。平成25年度に発展的統合によりJ-クレジット制度として再出発しました。 

本市では、市の補助を受けて太陽光発電システムを設置した市民で構成する「くらしきサンサ

ン倶楽部」が削減したＣＯ２を市が取りまとめてクレジット化し、本市の環境学習活動を担っている

認定ＮＰＯ法人おかやまエネルギーの未来を考える会を通じて、主に市内の事業者に売却して

います。 
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 第２部 環境施策の推進 

 第４章 基本目標４ 

 

平成30年度は「くらしきサンサン倶楽部」のメンバーである3,121世帯の方が削減事業に取り組

み、2,708トンのＪ－クレジットを生み出しました。 

クレジット売却収入は、市の環境保全基金に寄附され、小学校での地球温暖化防止とエネル

ギーの大切さに関する出前講座で使用するテキスト作製や市内の環境団体と連携して環境学

習講座を行う際の費用として活用しました。 

この事業で行われる温室効果ガスの削減、クレジット化の事務、販売、購入には、市民、行政、

民間団体、事業者が関わっており、本市で活動するすべての主体が一体となって温室効果ガス

の削減に取り組む体制になっています。平成28年5月に開催されたG7倉敷教育大臣会合では、

くらしきサンサン倶楽部のＪ－クレジットを活用し、一部カーボン・オフセット*を行いました。 

また、平成28年12月には、くらしきサンサン倶楽部の活動が、「市民参加型」のプロジェクトで

ある点や、クレジットの地域内循環が実現しているという点が評価され、カーボン・オフセット大賞

優秀賞を受賞しました。優秀賞は、岡山県内では初の受賞となりました。 

 

 

２－２ 公共施設への再生可能エネルギー利用設備の導入 
（１）倉敷市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市町村は自らの事務及び事業に関して排

出される温室効果ガスの削減等の計画を策定することが義務付けられています。 

本市では平成12年度に「倉敷市地球温暖化防止活動実行計画」を策定し、平成18年度には

第二期計画を策定しました。第二期計画が平成22年度で終了したことから、平成23年度に第三

期計画にあたる「倉敷市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定しました。 

第三期計画期間の途中ですが、クールくらしきアクションプランの改定に合わせて、平成30年

3月に「改定第三期計画」として事務事業編の改定を行いました。 
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さらに、令和元年度に、2014年度から2018年度までの5か年の実績を踏まえた基準年度排出

量の補正を行い、2013年度を基準年度として、2030年度までに温室効果ガス排出量を34.9％

削減、また、2021年度までに17.7％削減するという目標を設定しました。 

 

第一期、第二期、第三期、改定第三期の基準年と削減目標等 

 基準年 
基準年排出量 

（ｔ－ＣＯ２） 
削減目標 

削減目標年度の

実績（ｔ－ＣＯ２） 

第一期 1999年度 113,171 
2005年度に基準年比 

2％削減 

109,954 

（▲2.8％） 

第二期 2005年度 126,831 
2010年度に基準年比 

7％削減 

105,971 

（▲16.4％） 

第三期 2007年度 117,781 
2020年度に基準年比 

30％削減 
計画途中に改定 

改定 

第三期 
2013年度 118,666 

2030年度に基準年比 

34.9％削減 
― 

※対象施設が異なるため、各期の実績値と基準年排出量は一致しない。 

 

（２）倉敷市役所の温室効果ガス排出実績 

2018年度の温室効果ガス排出量は、2013年度（基準年）に比べると9.5％減少しました。ごみ

焼却に伴う温室効果ガスの排出が、平成３０年７月豪雨に伴う災害ごみの影響で増加しましたが、

施設・車両のエネルギー使用に伴う温室効果ガスの排出は、省エネ・節電活動で施設のエネル

ギー使用量が減少したこと、電力の入札で温室効果ガス排出係数が低い電力会社を採用した

こと等により20.4％削減したため、全体として減少しました。 

本市では、施設管理をしている所属の長で構成する「省エネ・温暖化対策推進委員会」を設

けて、全庁的にエネルギー使用量の削減に努めるとともに、省エネ法に基づくエネルギー使用

状況の把握、環境管理推進員をリーダーとした事務所の節電行動である「節電くらしき」の運用、

施設の「管理標準」による設備機器の適切な運転管理を行うことで省エネ、節電を図っています。 
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排出要因別温室効果ガス排出実績 

 

温室効果ガスの種別毎の排出実績 

排出要因 

2013年度 

(基準年) 

排出量（t-

CO2） 

2018年度 

排出量（t-

CO2） 

2021年度 

(中間目標年) 

総排出量（t-

CO2） 

2030年度 

(目標年) 

総排出量

（t-CO2） 

ＣＯ２ 

電力 67,138 52,855  

 

燃料（施設） 9,785 7,897 

燃料（公用車） 1,780 1,885 

ごみ焼却 36,663 41,168 

CH4,N2O,HFC 3,300 3,586 

合 計 118,666 107,390 82,641 62,169 

種 別 地球温暖化係数* 

2013年度 

（基準年） 

排出量（t-CO2） 

2018年度 

排出量（t-CO2) 

二酸化炭素 1      115,365  103,804 

メタン 21  681  771 

一酸化二窒素 310  2,608  2,802 

ＨＦＣＳ 140～11,700  12  13 

ＰＦＣＳ 6,500～9,200  0  0 

六ふっ化硫黄 23,900  0  0 

総排出量  118,666  107,390 
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（３）公共設備の緑化 

アサガオやゴーヤなどのつる性の植物を建物の窓や

壁の外側にはわせて緑のカーテンを作ることで、夏場の

強い日差しを和らげ建物の温度上昇を防ぎ、エアコン等

の消費電力の低下に繋がります。 

平成30年度は、市立の幼稚園・小学校・中学校・高等

学校の計137校で緑のカーテンに取り組みました。 

また、保育園、幼稚園、小学校及び中学校の校庭の芝生化にも取り組んでいます。校庭の芝

生化は、緑を増やす効果や照り返しの予防につながるうえ、子どもたちが裸足で自由に遊べるな

どの効果が期待されます。平成30年度は、小学校2校、中学校1校で芝生化しました。 

 

（４）公共施設及び遊休地への再生可能エネルギー利用設備の導入 

本市では、公共施設を新築または改築する際、再生可能エネルギーの太陽光を有効利用する

ため、太陽光発電システムや太陽熱利用施設の設置を積極的に行っています。また、公共施設を

有効活用した再生可能エネルギーの利用を促進するため、公共施設の屋根及び遊休地を民間事

業者等に貸し出し、太陽光発電システムを設置する事業を行っています。（次ページ表参照） 

 

下水熱利用システム 

倉敷市屋内水泳センターの熱源機器であるボイラの老朽化

改築に合わせて、下水熱利用のプール加温設備を導入しまし

た。倉敷市の外気温度は冬季に-4℃程度まで低下するのに対

して、下水水温は約18℃以上（実測値）と高いという特徴があり

ます。本事業では、従来に比べてＣＯ２排出量を30%削減（試算

値）する環境性に加え、国内で初めて下水熱交換器を地上に設置した先進性が認められ、国庫

補助金を受けて行いました。 

 

下水処理場における消化ガス発電 

児島下水処理場では平成26年度から、汚水を処理する過程で発生する消化ガスを利用し、 

下水処理場の電力を補う消化ガス発電*設備を導入しています。平成27年度末には125kWの消

化ガス発電設備の設置が完了し、温室効果ガスの削減に貢献しています。 

 

下水熱交換器の外観 

校庭の芝生化の様子 
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その他再生可能エネルギー利用施設 

・太陽熱利用施設－環境交流スクエア（愛称：水島愛あいサロン）、老松小学校、倉敷西小学校

・地中熱利用システム－老松小学校

太陽光発電システム 

No 
設置 

年月 
施設名称 

発電
能力
（ｋW） 

 No 
設置 

年月 
施設名称 

発電能
力（ｋ
W） 

1 H12.2 真備図書館 20.0 29 Ｈ25.12 児島武道館 5.0 

2 H16.10 クルクルセンター 20.0 30 Ｈ26.8 万寿小学校 5.0 

3 H17.3 倉敷翔南高校 10.0 31 〃 老松小学校 5.0 

4 〃 船穂公民館 30.0 
32 〃 

真備健康福祉館 

（まびいきいきプラザ）※１ 
49.4 

5 H19.4 長尾小学校  4.8 

6 H20.4 倉敷南小学校  4.8 33 Ｈ27.1 茶屋町小学校 10.0 

7 H22.4 玉島児童館  2.9 34 〃 児島市民交流センター※１ 21.6 

8 H22.11 北中学校 10.0 
35 Ｈ27.3 

旧第二赤崎保育園 

跡地※２ 
49.9 

9 H22.12 黒崎中学校  5.0 

10 〃 郷内公民館  5.0 
36 Ｈ27.5 

倉敷市真備総合 

体育館※１ 
49.8 

11 〃 連島憩いの家  5.0 

12 〃 船穂支所･船穂武道館 20.0 
37 〃 

水島中央公園 

（プールハウス） 
5.0 

13 〃 真備総合公園体育館 30.0 

14 H23.2 環境交流スクエア 24.5 38 Ｈ27.6 豊洲っ子児童クラブ※１ 11.7 

15 〃 
児島モーターボート競走

場 
 3.0 

39 Ｈ27.11 玉島南小学校 10.0 

40 Ｈ28.1 福田中学校 10.0 

16 〃 下津井西小学校  5.0 41 Ｈ28.6 粒江小学校児童クラブ※１ 20.0 

17 〃 本庁舎 50.0 42 Ｈ29.1 倉敷西小学校 10.0 

18 H23.3 倉敷第一中学校  5.0 43 Ｈ29.3 玉島小学校 10.0 

19 H23.7 児島市民交流センター 30.0 44 〃 児島支所 10.0 

20 H23.10 倉敷みらい公園  2.0 45 H29.9 支援学校 10.0 

21 H23.12 玉島市民交流センター 30.0 46 Ｈ29.11 連島西浦幼稚園 5.0 

22 〃 玉島東中学校  5.0 47 〃 薗幼稚園 5.0 

23 H24.2 片島浄水場 20.0 48 Ｈ30.1 市民病院 20.0 

24 H24.3 西阿知小学校  5.0 49 Ｈ30.10 共同給食調理場 20.0 

25 〃 真備中学校  5.0 50 H30.11 船穂幼稚園 5.0 

26 Ｈ24.9 中庄小学校 5.0 51 Ｈ31.1 南中学校 10.0 

27 Ｈ25.12 真備東中学校 5.0 52 Ｈ31.3 東陽中学校 10.0 

28 〃 船穂中学校 5.0 合    計 734.4 

※1 屋根貸し事業により設置 ※2 土地貸し事業により設置
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第５章

市民一人ひとりが、環境意識を持ち行動するまち

現在の環境問題は、企業の生産活動に伴う産業型公害から、大量の資源やエネルギーを消

費する生活スタイル・事業活動による環境の悪化へと変わってきています。このため、市民一人

ひとりの協力がなくては環境問題を解決することはできません。そこで、本市では市民参加のもと

で良好な環境づくりを進めていきます。 

１ 市民全体の学習

１－１ 環境学習の機会の提供

環境問題に対する市民・事業者の意識を高めるため、広報活動・講演会・催し物の開催など

の各種事業を行いました。また、受け身で話を聞くだけでなく、主体的に行動し五感を通して学

ぶことのできる体験型の環境学習も充実させていきます。 

◇ くらしき環境キャラクター「くらいふ」

全国から「くらしき環境キャラクター」のデザインを募集し、

平成22年2月に162点の応募作品の中から最優秀作品として

「くらいふ」を選定しました。 

「くらいふ」の名前は、「倉敷(くらしき)で環境にやさしい生

活(ライフ)を送る」に由来しています。エネルギーをたくさん使

うライフスタイルを変えて、暮らしやすい倉敷をつくろうという

思いを込めています。体は倉敷らしさを表す「蔵」、大きな頭

は丸い地球、頭の葉っぱは緑の豊かさと倉敷の「く」、青色の

足は高梁川の清流を表現しています。 

また、「くらいふ」の着ぐるみを作成し、環境啓発等のイベントで活用しています。 

くらしき環境キャラクター 

「くらいふ」 
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（１）環境月間行事 

毎年6月5日は「世界環境デー＊」として世界各国で環境に関する行事が行われています。我

が国では6月を「環境月間」として全国で多彩な催しを行っており、本市においても市民に向けて

様々な啓発活動を行っています。 

 

◇ くらしき環境フェスティバル 

環境月間啓発事業の中核的事業として、「くらしき環境フェスティバル」を開催しました。「くらし

きエコの日」をコンセプトに、市の環境施策の啓発ブースのほか、市民団体・企業等39団体に出

展していただき、自然保護啓発講演会、体験型コーナー、パネル展示などを実施し、親子づれ

など、約5,000人の市民参加がありました。 

日時・場所： 平成30年6月2日（土） 9:30～15:00 環境交流スクエア 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児島湖流域環境保全推進期間 

例年、岡山県では毎年9月を「児島湖流域環境保全推進月間」としていましたが、平成27年

度から、毎年9月～11月を「児島湖流域環境保全推進期間」とすることに改め、水質の良くない

状況が続いている児島湖流域の浄化対策を広く呼びかけています。 

 

◇ 児島湖流域清掃大作戦 

毎年、主に11月の第一日曜日に児島湖や流域河

川の県内一斉清掃を実施しており、本市でも倉敷川の

美観地区周辺などで、地域住民・民間が参加して清掃

活動を実施しています。平成30年度は、7月に発生し

た豪雨災害の影響により中止となりました。 
平成 29 年度の清掃大作戦出発式 

ゴーヤの苗の配布 給水車の展示 
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展示ユニット一例 

◇ 児島湖流域環境保全推進ポスターコンクール展 

小・中学生から児島湖の水質浄化を訴えるポスターを募集し、平成30年9月19日～9月27日

の間は、市役所本庁舎厚生棟2Fロビー、平成30年10月2日～10月11日の間は、環境交流スク

エア内の環境学習センターエコギャラリーにおいて、それぞれポスターコンクール展を開催しまし

た。平成30年度は、市内の小・中学校16校から111点の作品の応募があり、岡山県知事賞など

26作品が入賞・入選しました。子どもたちがポスターを描くことで、児島湖流域全体の環境問題

を自分の身近な問題として考えるようになり、また、作品を鑑賞した市民の意識も高めることにつ

ながりました。 

 

（３）自然と人の共生する環境の推進 

◇ 自然観察会 

倉敷市立自然史博物館では倉敷市立自然史博物館

友の会などと協力してさまざまなテーマで自然観察会を開

催しています。平成30年度は、「おかやま自然探訪」シリー

ズ、「ブッポウソウ観察会」、「中国山地の植物観察２」、「倉

敷みらい公園の生き物しらべ」など計23回の自然観察会

を開催しました。 

 

◇ 倉敷まちかど博物館 

倉敷市立自然史博物館では、広く一般の市民や観光客に自

然や環境に対する興味を持っていただくため、所蔵する岩石・

鉱物・化石・植物・昆虫・動物など、本物の標本の移動可能な展

示ユニットにしました。計60台作成しており、倉敷市内の公共性

の高い施設や市民や観光客らが集う施設を対象として貸し出し

ました（「平成25年度コミュニティー助成事業（財団法人自治総

合センター）」）。 

 

 

 

  

自然観察会 
「ブッポウソウ観察会」 
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（４）環境にやさしい循環型社会の推進 

リサイクルを進めるうえでは、市民の参加が不可欠です。リサイクルへの意識の啓発のため、

次の事業を行いました。 

 

◇ リサイクルフェア 

市民のリサイクルとごみの減量に対する意識を高めるために、リサイクルフェアを開催していま

す。 

平成30年度は、7月に発生した豪雨災害の影響により、開催を中止しました。平成29年度は、

クルクルセンターを会場に、フリーマーケットでの不用品の売買、修理再生家具の展示、マイは

し・マイバッグ作りやペットボトル工作のほか、「紙パックからつくる手作りはがき」などの体験講座

や啓発パネルの設置、BDF＊カート試乗体験など、リサイクル意識を高める催しを行いました。ま

た、リサイクルとごみ減量に関する企業出展もありました。 

 

◇ 暮らしとごみ展 

ごみ問題について広く市民に現状を訴えるため

に、本庁厚生棟2階・クルクルセンター・水島支所・

玉島支所・真備公民館2階の5箇所で「暮らしとごみ

展」を開催しました。市内の小・中学生から募集した

ポスター標語の展示や、ごみ減量・リサイクルの啓

発用パネルの掲示やパンフレットの配布、生ごみ処

理容器購入補助制度の紹介などを行いました。 

 

 

暮らしとごみ展 

リサイクルマイはし作り BDF カート試乗体験 
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◇ マイバッグ・マイ箸運動 

限られた地球の資源と緑を守るために、「ごみ減量・・・小さなことの積み重ね！お買い物、外

食にはマイバッグ・マイ箸」をスローガンに市民運動を展開しました。 

平成22年6月から、毎月10日を「県下統一ノーレ

ジ袋デー」としてスーパーマーケットの店頭にて市

民団体との協働で啓発イベントを行っています。 

また、平成22年10月から「倉敷市マイバック・マイ

箸運動推進協力店認定制度」を創設。マイバック

協力店54店舗、マイ箸協力店8店舗を設定してい

ます。 

 

 

（５）地球温暖化対策の推進 

地球温暖化を身近な問題として考えてもらうように、啓発活動を進めています。 

 

◇ STOP温暖化くらしき 

「STOP温暖化くらしき」は、参加者に地球温暖化問題の正しい理解と行動するきっかけを提

供することを目的に、市民団体やＮＰＯ法人、行政等で構成する実行委員会が企画・運営する

地球温暖化防止啓発活動です。 

通算11回目となる今回は、「グリーンくらしきエコアクション及びクールくらしきアクションプラン

について」、「地球気候変動の農業への影響について」及び「エコロジカル・フットプリントについ

て」の計3回の連続講座を開催し、市内環境団体など約40人の参加がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県下統一ノーレジ袋デー 
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◇ 省エネ･エコドライブの実践 

家電製品の待機電力や自家用車の燃費を測定し、「見える化」することは、節電量や節約金

額を実感でき、省エネやエコドライブに取り組むきっかけになります。 

そのため本市では、環境学習センターのエコライブラリーにおいて、電力使用量を測定するワ

ットアワーメーターやワットチェッカー、燃費マネージャー（自動車の燃費計）の貸し出しを行って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ CO2削減／ライトダウンキャンペーン 

本市では、地球温暖化対策の推進や啓発活動として、6月21日から7月7日の期間に環境省

が呼びかける「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」の実施をうけ、6月21日（夏至）に、本庁舎や

市施設の一部で全国一斉ライトダウンに協力しました。 

ライトダウンは、地球温暖化の防止や省エネルギーの啓発につながるほか、光害の防止にも

つながります。このような取組みをきっかけに、不要な電気の消灯など、地球温暖化対策への行

動につながることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

燃費マネージャー 

ワットアワーメーター ワットチェッカー 
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（６）出前講座 

本市では生涯学習の一環として、市の職員が講師を務める出前講座を市民・団体・企業など

の求めに応じて開催しています。 

この講座の中には環境学習に関するものも多数用意しています。平成30年度は「『５つのＲ』

でごみを減らそう！」、「家庭ごみの出し方 ５種１４分別」、「廃食油からキャンドルづくり」、「倉敷

の水質のはなし」、「地球温暖化のはなし」などの各講座、「クルクルセンター」、「倉敷西部清掃

工場」、「倉敷市・資源循環廃棄物処理施設」等の各施設見学や環境学習センターで行った環

境学習講座に延べ254件10,597人の参加がありました。 

生涯学習課でとりまとめている講座につきましては、生涯学習課のホームページをご覧くださ

い。 

生涯学習課ホームページ URL http://www.city.kurashiki.okayama.jp/lle/ 

 

（７）体験学習の充実 

市民が体験型の環境学習を進めていけるように、施設の設置及びイベントの開催を行いまし

た。 

 

◇ 環境学習センター 

地球温暖化問題など昨今の環境問題

は、特定の地域や特定の事業者の対策だ

けでは解決できず、地球全体で適切に対

応する必要があります。そういったものへの

対応は、自らの生活を正すだけでなく、ま

わりにも良い影響を与えることができる正し

い知識を持った人材を多く育てることが必

要であるため、大人も子どもも含めた市民

への適切な環境学習が重要です。 

 

 

環境交流スクエア 遠景 
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環境監視センターを環境交流スクエア西棟に移

設することに合わせ、環境監視センターや環境政

策課が所管していた環境学習に関する事業などを

分離統合し、環境交流スクエア西棟4階部分に環

境学習に特化した拠点施設として環境学習センタ

ーを設置し、平成24年4月1日から運営を開始して

います。 

 

 

環境学習センターの施設 

○エコライブラリー（図書室）・・・・・ 環境や生き物に関する図書、資料を閲覧できる情報学習 

空間 

○エコギャラリー（展示室）・・・・・・  市民団体の環境活動や企業の環境技術などを展示する

環境展示空間 

○環境学習教室（会議室）・・・・・   講演会や研修、ワークショップなど幅広い用途に対応した

コミュニケーション空間 

 

環境学習を推進するために、市内小学生の施設見学受入や、体験型の環境学習講座を実

施した平成30年度の主な事業実績は、以下のとおりです。 

○エコライブラリー 図書カード発行者数 37人、利用者数 2,777人 

○エコギャラリー  展示回数 6回 

○環境学習教室  貸出件数 226件、利用者数 3,253人 

○施設見学受入  672人 

○環境学習講座等の実施 58講座1,075人（出前講座、施設見学及びイベント主催・出展を除く） 

また、環境学習センターは、環境月間の環境啓発行事としてくらしき環境フェスティバルを行

い、また、STOP温暖化くらしき実行委員会の事務局として運営に携わりました。 

環境交流スクエア 西棟 4階部分 

エコライブラリー エコギャラリー 環境学習教室 
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◇ 自然史博物館 

倉敷市立自然史博物館では自然環境に対する市民

の意識を高めるため、自然観察会・博物館講座・自然

史博物館まつり・特別展・特別陳列など、各種の事業を

積極的に行っています。平成30年度は特別展として「岡

山の野鳥たち～むかし・いま・みらい～」、特別陳列とし

て「折り紙昆虫展」、「鳴く虫サロン」、「新着資料展」、

「第26回しぜんしくらしき賞作品展」などを行いました。 

次世代を担う子どもたちのために、高校生以下は入館無料となっています。 

 

１－２ 環境情報の提供 

環境に関する施策を効果的に進めるためにも、市民や事業者の自主的な環境保全活動を支

援・促進していくためにも、環境情報が適切に提供されることが重要です。このため、最新の環

境情報を収集・整理し、積極的に公表していきます。 

 

（１）インターネットによる情報提供 

市民が情報を得る手段としてホームページの重要性が高まっています。本市では、環境に関

する条例や施策から計画（案）に対するパブリックコメント、イベントの開催情報や報道発表資料、

環境調査データなど、環境に関する情報の提供を行っています。 

 

◇ 環境関連部署のホームページ 

倉敷市ホームページ  

http://www.city.kurashiki.okayama.jp 

環境リサイクル局各部署案内 

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/1430.htm 

倉敷市パブリックコメント（市民広聴課） 

  http://www.city.kurashiki.okayama.jp/pubcome/ 

 

 

特別展「岡山の野鳥たち」 

講演会 
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（２）印刷物等の配布 

環境情報の提供や啓発のためにパンフレット・チラシ・冊子など

を作成し、配布しています。そのほか、環境省・岡山県などの団

体等で作成した環境関連の印刷物の配布も行っています。 

平成30年度においては、「グリーンくらしきエコアクション」リーフ

レットを環境イベントで配布し低炭素型ライフスタイルへの転換の

必要性について幅広く周知しました。 

また、平成24年1月1日に施行された倉敷市飼い犬ふん害防

止条例の周知のため、市内のごみステーション約5千箇所へポス

ターを掲示し、「飼い犬のふんは飼い主が責任を持って持ち帰る」

よう啓発を行いました。さらに、地域に密着した親しみやすい広報

による地域への浸透を目指し、町内会や自治会などが行う地域の集会を活用して、「ふんの持

ち帰りとふんの処理方法」について説明していただくとともに、ポケットティッシュとチラシの配布を

行いました。 

 

（３）広報 

広報くらしき、ケーブルテレビの広報チャンネル、ＦＭ放送、インターネットなどの多様なメディ

アを活用して広報活動を行っています。 

 

飼い犬ふん害防止条例

啓発ティッシュ 

「グリーンくらしきエコアクション」リーフレット 内面 
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１－３ 環境学習や環境活動を支える人・団体の育成 
本市では、第五次総合計画後期基本計画の基本施策「市民参加によるまちづくりの促進」の

中で初めて「協働による行政の推進」を掲げ、平成20年3月に「倉敷市協働の指針」を策定しまし

た。その指針の中で、これからの地域社会は、多様な主体が社会の担い手として積極的に参加

し、役割と責任を自覚しながら、力を合わせてまちづくりに取り組んでいくことが大切であるとして

います。 

環境の分野においても、多種多様化した環境問題を解決し、よりよいまちづくりを進めていく

には、市民やＮＰＯなどの市民団体、事業者、行政が幅広い知識とノウハウを持ち寄り、協働に

より問題解決していくことが重要と考えています。平成30年度は、次のような事業を展開し、環境

課題に取り組みました。 

 

（１）市民企画提案事業 

市民企画提案事業は、市民自ら企画・提案した公益的な事業を、行政と協力・連携して行うも

のです。市民と行政が一体となって、公益的な事業を、提案（計画）・審査・実施・検証し、協働

によるまちづくりの実現を目指して創設されました。 

公募により市民団体から提案された事業の中から、行政と一緒に行うことにより、その効果がよ

り一層高まるものを選考します。環境分野において平成30年度までの市民団体等との協働事業

の一覧は次のとおりです。 

○由加の自然と歴史・文化のCDを作る事業 平成17年度 

○奥西坂の里山整備と市民自然活動基地つくり事業 平成17年度 

○ホタルの棲息できる自然環境の復元 平成19年度～平成20年度 

○倉敷川の水辺に親しむ環境教育・水辺の再生事業 平成19年度～平成21年度 

○自然エネルギー利用普及啓発活動 平成21年度 

○倉敷の水源・酒津からのホタル復活プロジェクト 平成21年度～平成23年度 

○倉敷川再生活動－生命あふれる清流に－ 平成22年度～平成24年度 

○茶屋町の干拓史跡・真如庵庭園の自然観察公園への改修とその活用 平成25年度～平成26年度 

○由加のビオトープづくり 平成26年度 

○倉敷川の清流化を目指す大学協働推進事業 平成26年度 

○ツツジ山再生プロジェクト 平成27年度～平成29年度 

○里山の整備と絶滅が危惧される湿性の野生生物保護 平成28年度 
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（２）市民団体等との協働によるイベントの実施 

市民だけでは難しかったこと、行政だけでは難しかったことも、双方が協力しあえば、実現や

解決の可能性が高まります。そこで、市民と行政が相互に理解しながら、お互いが有する情報や

ノウハウを生かし、より市民の目線に沿った事業の実施を目指しています。 

 

◇ イベントの共同開催 

・ ミズアオイの種まき会 

・ 倉敷川のミズアオイ観察会 

・ 自然観察会 

・ くらしき環境フェスティバル 

・ くらしき都市緑化フェア2018 

・ STOP温暖化くらしき 

・ エコライフチャレンジ 

・ エコアクション21普及啓発セミナー 

・ 省エネ・温暖化対策セミナーin岡山2018 

・ 全市一斉ごみ０キャンペーン 

 

◇ イベントの後援 

 ・ 小学生「環境・ゴミ・省エネルギー問題」絵画コンクール作品展： 倉敷商工会議所女

性会 

・ 第17回住みよい玉島・環境健康まつり： 倉敷市環境衛生協議会 玉島地区協議会 

・ 企業のための環境基礎講座「漏れなし！水と法律の再点検～水管理と環境リスクマネ

ジメント～： 公益財団法人岡山県環境保全事業団 

・ 児島蛍遊の水辺・由加ホタル観察会： 公益財団法人おかやま環境ネットワーク 

・ 倉敷美観地区ホタル観賞の夕べ： 蔵おこし湧々 

・ シンポジウム「“里海ｓａｔｏｕｍｉ”20周年の歩み～振り返りと将来展望～」： 公益財団法

人おかやま環境ネットワーク 

・ アースキーパーのつどい2018： 公益財団法人岡山県環境保全事業団環境学習セン

ター「アスエコ」 

・ おかやま環境フォーラム2019： 公益財団法人岡山県環境保全事業団環境学習センタ

ー「アスエコ」 
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・ 国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン： 国立公園・世界自然遺産

カーボン・オフセットキャンペーン実行委員会 

・ 岡山県地域中小企業等向け省エネ支援セミナー： 一般社団法人エコエネ技術士ネッ

ト 

・ 再生可能エネルギーの普及に向けた世界の動きと市民の役割： 一般社団法人おひさ

まネットワーク倉敷 

・ 楽しくペットボトルソーラーカーをつくろう： 一般社団法人おひさまネットワーク倉敷 

・ シンポジウム「岡山県の脱炭素社会を展望する－カーボンバジェットで地域活性化－」： 

認定特定非営利活動法人地球環境市民会議 

・ 倉敷天領夏祭りにおける「ひろえば街が好きになる運動」： 日本たばこ産業株式会社

岡山支店 

 

２ 子どもの環境教育 
２－１ 子どもの環境教育の充実 

これからの環境保全の担い手となるのは子どもたちへ質の良い環境学習・環境教育機会を多

く提供することで、子どもたちの環境に対する意識は良い方向へ向かい、自ら考え行動する大人

になると考えられます。このような機会を提供するため、次のような事業を行いました。 

 

（１）水辺教室、海辺教室 

◇ 水辺教室 

市民生活に密接なかかわりを持つ高梁川の生き物の観察を通して身のまわりの水辺の生き物

と水環境に関心を持っていただくため、高梁川河川敷（元水江の渡し付近）で「水辺教室」を開

催しています。平成30年度は、7月に発生した豪雨災害の影響により中止となりました。 

 

◇ 海辺教室 

身近な瀬戸内海にすむ生き物の観察を通じて、自然のすばらしさを体験していただき、海辺

の環境や水質保全について知っていただくために児島通生の浜で「海辺教室」を開催していま

す。平成30年度は、7月に発生した豪雨災害の影響により中止となりました。 
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（２）エコライフチャレンジ 

市内の小学生5、6年生を対象に、夏休みや冬

休み前に地球温暖化やエネルギーの大切さにつ

いて学び、休み中に各自が家庭で省エネ等、学

んだことを実践し、その成果を休み明けにグルー

プ討議をして発表するという出前講座、「エコライ

フチャレンジ」、「自然エネルギーキャラバン」を行

いました。 

認定ＮＰＯ法人おかやまエネルギーの未来を考える会と共同で実施し、平成30年度は1つの

小学校で、52人が参加しました。 

 

（３）エコサマースクール 

小学校の夏休み期間にあわせ、環境ＮＰＯ等と連携し、小学生親子を対象とした「環境」「エコ」

をテーマとした体験型の環境学習講座を行いました。平成30年度については，イオンモール倉

敷イベントホールでのキックオフイベント及びいくつかのエコサマースクール講座が、7月に発生

した豪雨災害の影響により中止となりました。 

期間：平成30年7月14日～8月25日  講座数：延べ24講座、820人受講 

 

○エコサマースクールinイオンモール倉敷 

平成30年度は、7月に発生した豪雨災害の影響により中止となりました。 

 

○エコサマースクール（実施24講座） 

「昆虫採集教室」、「夏休みハチの絵画教室」、「アリジゴク生態観察教室」、「ベティスミス工場見

学とジーンズ生地でバッグづくり」、「ビーチグラスアクセサリー作り」、「燃料電池車を作って走ら

せよう」、「銀粘土でつくる勾玉のチャーム」、「うちわの風で発電をしてみよう」、「エコタイルでフォ

トフレーム作り」、「夏休み野鳥画教室」、「昆虫標本作り教室」、「ソーラー扇風機作り」、「夏休み

★宿題応援団」（6講座）、「田んぼの生き物調べ」、「ふしぎできれいな万華鏡作り」、「水島コン

ビナート環境学習ツアー」、「エコカメラ作り」、「わくわく実験教室」、「八間川調査隊」 

 

 

  

小学校出前授業風景 
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第５章 基本目標５ 

○エコサマースクール（7月に発生した豪雨災害の影響により中止となった5講座）

「カヌー体験教室」、「海辺のエコ調べ」、「ネイチャーフォト講座ｉｎまきび公園」、「毛ばり作成＆

フライフィッシング教室（毛ばり作成編）」、「毛ばり作成＆フライフィッシング教室（渓流釣り編）」

銀粘土でつくる勾玉のチャーム 

夏休み野鳥画教室 

アリジゴク生態観察教室

昆虫標本づくり教室 
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第３部では主に、環境基本計画で掲げている13の分野別目標それぞれに設定されている

指標について、平成30年度の傾向を一覧表で示したのち、分野別目標毎に関係する事業

の詳細な内容、実績値を掲載しています。 



第３部 環境施策の進捗状況 

環境施策の進捗状況

１ 国における環境政策の動向

＜環境基本計画＞ 

 環境基本計画とは、環境基本法に基づき、国全体の環境保全に関する総合的かつ長期

的な施策の大綱などを定めるものです。 

現在、日本では、本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎えるとともに、地方から都市へ

若年層を中心とする流入超過が継続しており、人口の地域的な偏在が加速化しています。

そのため、農林業の担い手の減少により、耕作放棄地や手入れのできない森林が増加し、

生物多様性の低下や生態系サービスの劣化につながるなど、環境保全の取組みにも影響を

与えています。このように、日本が抱える環境・経済・社会の課題は相互に密接に関連し、複

雑化しています。また、世界では、地球規模の環境の危機を反映し、持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）を掲げる「持続可能な開発のための2030アジェンダ」や2℃目標達成のため21世紀

後半には温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す「パリ協定」が採択されるなど、国際的な合

意が立て続けになされています。このような日本の現状と国際的な潮流を踏まえ、平成30年4

月に策定されたのが第五次環境基本計画です。 

 この計画では、目指すべき持続可能な社会の姿と今後の環境政策の基本的な方向性が

示されています。持続可能な社会を実現するためには、先述の国際的な潮流を踏まえ、環

境・経済・社会を統合的に向上させる、つまり、これらをお互いに利益をもたらす関係にするこ

とで好循環を生み出すような仕組みが求められています。その具体的な施策として、分野横

断的な６つの「重点戦略」（経済、国土、地域、暮らし、技術、国際）を設定しています。 

① 持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築

② 国土のストックとしての価値の向上

③ 地域資源を活用した持続可能な地域づくり

④ 健康で心豊かな暮らしの実現

⑤ 持続可能性を支える技術の開発・普及

⑥ 国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と戦略的パートナーシップの構築

これらの重点戦略の展開にあたっては、より幅広い関係者との連携、パートナーシップが重要

とされています。 
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 また、各地域が自立・分散型の社

会を形成し、地域資源等を補完し

支 え合 う「地 域循 環 共 生圏」という

考え方が新たに提唱されました。都

市部だけでなく、農山 漁村の地 方

部の維持発展に焦点が当てられて

おり、「地域循環共生圏」を創造す

ることにより、環境対策で地域を元

気にすることを目指しています。 

 これらの取組みにあたって、国、地方公共団体、国民、事業者、民間団体といった主体ごと

に期待される役割が示されています。 

＜地球温暖化対策＞ 

地球温暖化対策に関しては、平成27(2015)年12月にフランスで開催された国連気候変動

枠組条 約 第21回締 約国会 議（COP21）において、米 国や中国、日本など196の条約 締 約

国・地域全てが参加する国際的な合意「パリ協定」が採択され、世界共通の長期目標として、

産業革命前からの平均気温の上昇を2℃未満とし、さらに1.5℃以内を努力目標としました。

COP21に先立ち、各国は、2020年以降の地球温暖化対策に関する目標として、約束草案を

気候変動枠組条約の事務局に提出し、日本においても、2030年度の温室効果ガス排出量

を2013年度比で26％削減することを掲げた「日本の約束草案」を平成27(2015)年7月17日に

閣議決定し、事務局に提出しました。また、国内での地球温暖化対策を総合的かつ計画的

に推進していくため、平成28（2016）年5月13日に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、

温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標に加えて、目標達成のために国や地方公共団体、

事 業 者 、国 民 等 の各 主 体 が講 ずべき施 策 が示 されました。パリ協 定 については、平 成 28

（2016）年11月4日に発効し、今世紀後半に世界の温室効果ガス排出量の実質排出ゼロを

目指していくことになります。 

さらに、平成30（2018）年12月1日に気候変動適応法が施行され、施行に先立ち、11月27

日に気候変動適応計画が閣議決定されました。温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と、

気候変動の影響による被害の回避・軽減対策（適応策）は車の両輪であり、法律によって適

応策を法的に位置づけ、関係者が一丸となって、適応策を強力に推進していくこととされまし

た。 
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＜循環型社会の構築＞ 

平成30年6月に「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されました。同計画

では、まず、持続可能な社会づくりとの統合的取組みについての将来像を描き、その上で多

種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化、ライフサイクル全体での徹底的な資源循

環、適正処理の更なる推進と環境再生、万全な災害廃棄物処理体制の構築、適正な国際

資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進を描きました。そして、これらを支える情

報、技術、人材等の基盤の将来像として、循環分野における基盤整備を描きました。この７

つの方向性ごとに、国、地方自治体、国民、NPO・NGO、大学等の学術・研究機関、事業者

等において、循環型社会の形成に向けた様々な取組みを推進していくことになります。 

東日本大震災の震災がれきの処理については、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理を図

るために、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」が平成23

年8月18日に公布され、同日施行されました。さらに同年12月16日に復興庁設置法が公布さ

れたのに伴い、同法も改正されました。平成26年4月には、震災廃棄物対策指針（平成10年

10月）、水害廃棄物対策指針（平成17年6月）を統合し、今後発生が予測される大規模地震

や津波及び水害による被害を抑止・軽減するための災害予防や、発生した災害廃棄物（避

難所ごみを含む）の処理を適正かつ迅速に行うための応急対策、復旧・復興対策等につい

て、「災害廃棄物対策指針」が策定されるとともに、廃棄物処理法や災害対策基本法の一部

が、平成27年8月に改正されました。 

また、本来の用途での使用が終了した電気電子機器等のうち、その一部が原材料として

相当程度の価値を有する物は、廃棄物処理法に基づく規制を受けないため、スクラップヤー

ド等で環境保全上不適切に取り扱われ、生活環境上の支障が生じる恐れがありました。この

ため、平成29年6月に廃棄物処理法の一部が改正され、これらの機器等を有害使用済機器

と位置づけ、事業者が保管又は処分を行うための届出制度を創設しました。 

 

＜公害防止政策＞ 

公害防止政策については、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法

律が平成22年5月に公布され、平成23年4月1日より施行されました。この改正では、一部の

企業における排出基準超過・データ改ざん等の不適正事案の発生を受け、事業者による記

録改ざん等への厳正な対応として、排出状況の測定結果の未記録および虚偽の記録等に

対し罰則（30万円以下の罰金）の創設等がされました。 

また、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等す
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る施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準

の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定が盛り込まれた水質汚濁防

止法の一部を改正する法律が、平成23年6月に公布され、平成24年6月から施行されました。 

平成25年10月に熊本市及び水俣市で開催された外交会議において、水銀に関する水俣

条約が採択されました。条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための

大気汚染防止法の一部を改正する法律が、平成27年6月に公布されました。 

 

＜化学物質管理政策＞ 

化学物質管理政策については、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の

改善の促進に関する法律」の政令が改正（平成20年11月21日公布）され、ＰＲＴＲ制度の対

象となる第一種指定化学物質が見直され大幅に増加されるとともに、対象業種に医療業が

追加されました。 

また、土壌汚染対策法が改正（平成21年4月24日公布）され、3,000㎡以上の土地の形質

の変更時には届出が義務化されました。土壌汚染が発見された区域については、要措置区

域（健康被害が生ずるおそれがある場合）若しくは形質変更時要届出区域（健康被害が生

ずるおそれがない場合）にそれぞれ指定することが定められました。 

 

＜生物多様性保全政策＞ 

生物多様性の保全については、平成20年6月に、野生生物や生息環境、生態系全体の

つながりを含めて保全する、初めての法律である生物多様性基本法が施行されました。同法

は、生物多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を定め、国、地方公共団

体、事業者、国民等の責務を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定めています。平

成23年10月には、生物多様性に関する動向と社会的関心の高まりを受け、地域における多

様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促進することによって、豊かな生物多様性

を保全することを目的として、生物多様性地域連携促進法が施行されています。 

平成24年9月には、自然共生社会のあり方を示した「生物多様性国家戦略2011-2020」が

閣議決定されました。 

また、希少野生動植物種の違法取引に関する罰則の大幅強化等を盛り込んだ「種の保

存法」の改正が行われ、平成25年6月に公布されました。 
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２ 実施計画の進行管理 
第二次環境基本計画に掲げられた環境目標の実現に向けて、個別の施策を計画的に実

施するために、主要な事業を盛り込んだ実施計画を作成しています。実施計画の進行管理

につきましては、毎年度の市民アンケート結果や各種実績値を用いて分野別目標毎の指標

値を算出し、基準値及び5年後、10年後の目標値「めざそう値」との関係性から、現在どのよ

うな状態であるか（めざそう値に近づいているのか、達成可能か等）の状況を把握していきま

す。 

平成30年度の市民アンケート結果等の指標値は、「目標値に順調に近づいている」ものが

34指標中7指標、「計画策定時より良好になっている」が同13指標、「目標から遠ざかってい

る」が同14指標となりました。今後、この結果や複数年の傾向を踏まえて、各々の下位計画や

事業を所管する課に情報提供することで、現状の把握を行い、今後の事業の展開について

検討することとしています。 

 110ページからは、平成30年度における全指標値を一覧で示し、基準値と5年後、10年後

の目標値である「めざそう値」から見た、平成30年度の傾向を「くらいふ」の表情で示していま

す。それ以降のページでは、分野別目標毎の平成30年度の傾向及び実施した事業の進捗

状況について詳細に記載しています。 
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◆「設定指標」進捗状況の評価について  

毎年の市民アンケート結果や事業実績値で得られる数値について、次のとおり評価を行

います。 

 「めざそう値」に順調に近づいている 

現況値が、計画策定時の値と目標値を結んだ直線（点線）に達し

ている 

 計画策定時より良好になっている 

現況値が、計画策定時の値より良好になっているが、計画策定時

の基準値と目標値を結んだ直線に達していない 

 
「めざそう値」から遠ざかっている 

現況値が計画策定時の値より悪くなっている 

 

◆評価方法のイメージ図  

基準値（H21） 現況値 目標値(10 年後) 目標値(5 年後) 

注） 

「大気環境の基準値(1日平均値)を超過している日数」、「家庭ごみの一人一日当たり排

出量」、「事業ごみの年間排出量」については、値が小さくなるほど目標値に近づくの

で、上の図とは反対になります。 

イメージ図での現

況値は点線を超過

しているので、

になります 
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5
1
.0

%
5
4
%

6
5
%

3
身

近
な

生
活

環
境

の
中

で
の

眺
め

（
景

観
）
に

満
足

し
て

い
る

人
の

割
合

5
1
.8

%
6
1
.6

%
5
7
%

6
2
%

1
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

２
１

認
証

・
登

録
事

業
所

の
数

1
9
件

3
3
件

3
5
件

5
0
件

2
地

産
地

消
を

心
が

け
て

い
る

人
の

割
合

3
2
.1

%
2
4
.4

%
4
1
%

5
0
%

3
企

業
の

新
増

設
に

お
け

る
事

前
協

議
に

係
る

環
境

に
配

慮
し

た
計

画
の

割
合

1
0
0
%

1
0
0
%

維
持

維
持

1
日

頃
か

ら
水

環
境

の
改

善
を

意
識

し
て

行
動

し
て

い
る

人
の

割
合

2
3
.9

%
2
1
.7

%
5
0
%

7
5
%

2
身

近
な

河
川

・
用

水
路

が
き

れ
い

で
流

れ
豊

か
な

水
辺

に
な

っ
て

い
る

と
感

じ
て

い
る

人
の

割
合

3
1
.2

%
3
0
.3

%
4
5
%

6
0
%

3
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

8
5
.5

%
9
2
.6

%
9
0
%

9
3
%

1
身

近
な

空
気

が
き

れ
い

に
保

た
れ

て
い

る
と

感
じ

る
人

の
割

合
4
0
.9

%
5
0
.4

%
5
5
%

7
0
%

2
大

気
環

境
の

基
準

値
（
１

日
平

均
値

）
を

超
過

し
て

い
る

日
数

2
2
日

0
日

1
5
日

1
0
日

3
通

勤
通

学
や

日
常

の
移

動
手

段
と

し
て

、
自

転
車

・
徒

歩
・
公

共
交

通
機

関
を

利
用

し
て

い
る

人
の

割
合

5
0
.3

%
4
7
.6

%
6
3
%

7
5
%

2

水 と 空 気 と 大 地 が き れ い で 、

安 心 し て く ら せ る ま ち

1
良

好
な

水
環

境
の

保
全

に
努

め
ま

す

2
ク

リ
ー

ン
な

大
気

環
境

の
保

全
に

努
め

ま
す

1

環 境 と 地 域 の 社 会 ・ 経 済 と の 調 和 が 保 た れ 、

豊 か な 自 然 と 魅 力 的 な 景 観 を 有 し て い る ま ち

1
多

様
な

自
然

環
境

を
保

全
し

、
自

然
と

の
ふ

れ
あ

い
を

推
進

し
ま

す

2
ま

ち
の

緑
化

を
推

進
し

、
う
る

お
い

と
安

ら
ぎ

の
あ

る
生

活
空

間
の

形
成

を
目

指
し

ま
す

3

瀬
戸

内
海

と
高

梁
川

の
恵

み
を

生
か

し
、

伝
統

に
根

づ
い

た
風

格
の

あ
る

美
し

い
倉

敷
の

景
観

づ
く
り

を
推

進
し

ま
す

4
環

境
と

経
済

の
好

循
環

の
創

出
に

よ
り

、
地

域
の

活
性

化
を

目
指

し
ま

す

平
　
成

　
３
　
０
　
年

　
度

　
指

　
標

　
・
　
め
　
ざ
　
そ
　
う
　
値

　
進

　
捗

　
状

　
況

N
o
.

基
本

目
標

分
野

別
目

標
設

定
指

標
平

成
３

０
年

度
実

績
傾

向
＊

め
ざ

そ
う
値
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基
準

値

平
成
2
1
年
度

5
年
後

1
0
年
後

N
o
.

基
本

目
標

分
野

別
目

標
設

定
指

標
平

成
３

０
年

度
実

績
傾

向
＊

め
ざ

そ
う
値

1
ご

み
が

無
く
ま

ち
が

き
れ

い
に

清
掃

さ
れ

て
い

る
と

感
じ

て
い

る
人

の
割

合
3
8
.4

%
4
9
.0

%
5
5
%

7
0
%

2
環

境
の

基
準

が
守

ら
れ

、
心

身
と

も
に

健
康

に
暮

ら
せ

て
い

る
と

思
っ

て
い

る
人

の
割

合
5
4
.4

%
6
2
.6

%
6
7
%

8
0
%

1
ご

み
の

発
生

抑
制

に
配

慮
し

た
行

動
を

し
て

い
る

人
の

割
合

3
0
.6

%
2
3
.3

%
4
0
%

6
0
%

2
家

庭
ご

み
の

一
人

一
日

当
た

り
排

出
量

（
資

源
ご

み
除

く
）

5
5
3
g

5
0
6
ｇ

4
9
5
g

4
7
3
g

3
事

業
ご

み
の

年
間

排
出

量
6
8
,1

4
0
ｔ

7
0
,1

6
8
 t

5
9
,8

7
1
ｔ

5
8
,0

9
6
ｔ

1
最

終
処

分
率

（
最

終
処

分
量

÷
ご

み
総

排
出

量
）

2
.4

%
2
.0

%
維

持
維

持

2
リ
サ

イ
ク

ル
率

4
7
.8

%
4
0
.9

%
5
2
%

5
4
%

1
家

庭
で

温
暖

化
対

策
「
グ

リ
ー

ン
く
ら

し
き

エ
コ

ア
ク

シ
ョ
ン

」
に

取
り

組
ん

で
い

る
人

の
割

合
2
4
.6

%
1
9
.4

%
3
9
%

5
3
%

2
温

暖
化

対
策

「
グ

リ
ー

ン
く
ら

し
き

エ
コ

ア
ク

シ
ョ
ン

」
に

取
り

組
ん

で
い

る
企

業
の

割
合

5
.5

%
－

－
5
0
%

8
0
%

3
市

全
域

か
ら

排
出

さ
れ

る
温

室
効

果
ガ

ス
（
Ｃ

Ｏ
２

）
の

削
減

割
合

（
２

０
０

７
年

度
比

）
3
9
,5

7
3
千

ｔ
【
Ｈ

1
9
】

1
8
.0

%
削

減
【
H

2
7
】

6
%
削

減
1
2
%
削

減

1
住

宅
用

太
陽

光
発

電
シ

ス
テ

ム
設

置
件

数
3
,8

5
2
件

1
7
,0

5
1
件

1
0
,0

0
0
件

2
8
,0

0
0
件

2
公

共
施

設
の

太
陽

光
発

電
シ

ス
テ

ム
設

置
ｋ
ｗ

数
9
0
ｋ
ｗ

7
3
4
.4

ｋ
ｗ

2
5
0
ｋ
ｗ

5
0
0
ｋ
ｗ

1
「
も

っ
た

い
な

い
」
意

識
を

共
有

し
て

い
る

社
会

が
出

来
て

い
る

と
思

う
人

の
割

合
6
.0

%
5
.9

%
1
2
%

3
0
%

2
環

境
学

習
等

で
学

ん
だ

こ
と

を
、

日
常

生
活

の
中

で
実

践
し

て
い

る
人

の
割

合
4
.0

%
3
.1

%
1
0
%

2
0
%

1
自

然
が

か
け

が
え

の
無

い
大

切
な

も
の

だ
と

感
じ

て
い

る
子

ど
も

の
割

合
7
1
.7

%
7
6
.6

%
8
0
%

9
5
%

2
「
も

っ
た

い
な

い
」
意

識
を

持
ち

、
物

を
大

切
に

し
て

い
る

子
ど

も
の

割
合

3
1
.4

%
4
8
.3

%
4
5
%

6
5
%

3
自

然
に

ふ
れ

る
活

動
に

参
加

し
て

い
る

子
ど

も
の

数
1
4
,5

3
7
人

1
2
,4

7
3
人

1
7
,5

0
0
人

1
9
,7

0
0
人

5

市 民 一 人 ひ と り が 、 環 境 意 識

を 持 ち 行 動 す る ま ち

1
環

境
教

育
・
環

境
学

習
を

推
進

し
、

環
境

意
識

を
持

ち
行

動
で

き
る

人
を

増
や

し
ま

す

2
次

世
代

を
担

う
子

ど
も

た
ち

へ
の

環
境

教
育

を
充

実
し

、
行

動
で

き
る

人
を

育
て

ま
す

4

地 球 温 暖 化 対 策 の 取 組 に よ

り 、 低 炭 素 社 会 が 形 成 さ れ た

ま ち

1
温

室
効

果
ガ

ス
削

減
の

取
組

を
推

進
し

ま
す

2

地
域

特
性

を
活

か
し

た
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
積

極
的

利
用

に
よ

り
、

資
源

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

循
環

型
の

社
会

を
目

指
し

ま
す

2

水 と 空 気 と

大 地 が き れ

い で 、

安 心 し て く

ら せ る ま ち

3
安

心
・
安

全
な

生
活

環
境

の
実

現
に

努
め

ま
す

3

３ R が 徹 底 さ れ 、 循 環 型 社 会

が 形 成 さ れ た ま ち

1
生

産
、

消
費

段
階

を
含

め
た

「
ご

み
」

そ
の

も
の

の
排

出
抑

制
を

推
進

し
ま

す

2
廃

棄
物

の
減

量
化

・
資

源
化

の
推

進
及

び
適

正
処

理
に

努
め

ま
す

＊
傾
向
の
見
方
：

め
ざ
そ
う
値

に
順

調
に

近
づ
い
て
い
る

計
画
策
定
時
よ
り
良

好
に
な
っ
て
い
る

め
ざ
そ
う
値

か
ら

遠
ざ
か

っ
て
い
る
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●
基

本
目

標
１
　
環

境
と
地

域
の

社
会

・
経

済
と
の

調
和

が
保

た
れ

、
豊

か
な
自

然
と
魅

力
的

な
景

観
を
有

し
て
い
る
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
１
：
多
様
な
自
然
環
境
を
保
全
し
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
を
促
進
し
ま
す
。

◆
目

標
と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

環
境
政
策
課

環
境
政
策
課

真
備
支
所

自
然
史
博
物
館

公
園
緑
地
課

基
準
値

H
2
1

3
2
.5
%

1
0
.9
%

6
件
/
H
2
1
年
度

H
2
9

3
1
.2
%

9
.5
%

3
1
件

基
準
値
か
ら

の
傾
向

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

Ｈ
３
０
年

度
実

績

【
基
本
方
針
】
：
身
近
な
自
然
環
境
の
保
全
・
再
生
に
努
め
、
地
域
の
自
然
環
境
を
豊
か
に
し
て
い
く
た
め
に
、
地
域
固
有
の
生
態
系
の
確
保
、
野
生
動
植
物
の
種
の

保
存
な
ど
生

物
多
様
性
の
確
保
を
図
り
、
地
域
の
特
性
に
合
わ
せ
て
、
森
林
・
農
地
・
水
辺
地
等
に
お
け
る
多
様
な
自
然
環
境
を
体
系
的
に
保
全
・
再
生
す
る
と
と
も
に
、
人
と
自

然
の
ふ
れ
あ
い

を
確
保
・
推
進
し
ま
す
。

H
2
7
年
度

4
5
％

1
5
％

4
0
件

Ｒ
2
年

度

5
6
％

2
0
％

1
0
0
件

め
ざ
そ
う
値

実
績
値

H
3
0

3
0
.2
%

8
.4
%

3
5
件

番
号 1 2 3

多
様
な
生
き
物
が
生
息
し
て
い
る
自
然
環
境
が
身
近
に
あ
る
と
感
じ
て
い
る
人

の
割
合

身
近
な
自
然
を
守
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
人
の
割
合

自
然

環
境

に
配

慮
し
た
工

法
に
よ
り
整

備
さ
れ
た
、
河

川
や

た
め
池

、
護
岸

等
の
工
事
件
数
（
H
2
3
～
H
3
2
年
度
の
積
上
げ
件
数
）

項
目

自
然
環
境
に
配
慮
し
た
公
共
工
事

を
推
進
す
る

●
貴

重
な

自
然

環
境

を
保

全
・
再
生
す
る

●
私

た
ち
が
憩

い
、
安

ら
げ
る

親
水

性
の
高

い
水

辺
空

間
の

保
全
・
整
備
を
進
め
る

●
公

共
工

事
を
実

施
す

る
際

は
、
野

生
動

植
物

の
生

息
状

況
に
配
慮
し
た
工
事
を
行
う

N
o
.1
1
1

身
近
な
自

然
と
水
辺

の
保

存

「
ま
び
水
辺
の
楽
校
」
維
持
管
理

（
空
き
缶
や
ご
み
の
回
収
、
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
毎
月
実
施
。
な
お
，
７
月
の
豪
雨
災
害
以
降
，
活
動
休
止
）

継
続

事
業
の
概
要

施
策
N
o
.

倉
敷

用
水

を
中

心
と
し
た
、
幅

約
２
２
m
、
往

復
約

６
０
０
m
の
緑

道
と
、
芝

生
広

場
を
備

え
た
緑

地
か
ら
な
る
約

２
.１
ｈ
aの

水
と
緑

豊
か
な

潤
い
と
憩
い
の
空
間
で
あ
る
「
倉
敷
み
ら
い
公
園
」
の
維
持
管
理
を
実
施
し
た
。

・
市
民
が
幅
広
く
参
加
で
き
る
自
然
観
察
会
、
講
座
等
を
開
催
し
た
。

（
総
数
１
３
件
）

・
「
自
然
史
博
物
館
友
の
会
」
に
よ
る
自
然
観
察
会
等
の
開
催
を
援
助
し
た
。
（
友
の
会
主
催
観
察
会
・
講
座
総
数
１
８
件
）

・
倉
敷
市
環
境
学
習
セ
ン
タ
ー
や
岡
山
県
の
観
察
会
等
の
開
催
を
援
助
し
た
。

地
区
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
る
近
隣
公
園
と
し
て
、
ま
た
海
と
港
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た
公
園
で
あ
る
「
玉
島
み
な
と

公
園
」
の
維
持
管
理
を
実
施
し
た
。

水
質
表
示
看
板
に
よ
る
溜
川
の
水
質
の
啓
発
及
び
ご
み
回
収
船
に
よ
る
清
掃
活
動
を
実
施
し
た
。

市
民
環
境
団
体
へ
の
支
援
を
通
じ

て
、
観
察
会
や
環
境
保
全
活
動
を

協
働
で
実
施
す
る

継
続

人
び
と
が
憩
い
安
ら
げ
る
、
自
然
環

境
・
水
辺
空
間
を
保
全
・
整
備
す
る

関
係
各
課

環
境
政
策
課

・
自
然
環
境
に
配
慮
し
た
公
共
工
事
実
施
（
４
件
）

・
市
土
木
職
員
を
対
象
に
環
境
配
慮
型
公
共
事
業
研
修
を
１
回
実
施

継
続
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

Ｈ
３
０
年

度
実

績
事
業
の
概
要

施
策
N
o
.

継
続

環
境
政
策
課

継
続

農
林
水
産
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

自
然
保
護
監
視
員
や
市
民
か
ら
の
情
報
を
も
と
に
、
巨
樹
・
老
樹
等
の
案
内
板
を
２
件
更
新
し
た
。

種
松
山
野
草
園
の
管
理
運
営

生
物
多
様
性
地
域
戦
略
推
進
の
た

め
の
啓
発
事
業
と
し
て
、
市
民
か
ら

市
内
の
生
き
物
の
情
報
収
集
を
す

る希
少
野
生
動
植
物
保
全
の
普
及

啓
発
及
び
地
域
住
民
と
協
働
し
て

の
環
境
保
全
活
動
の
実
施

生
物
多
様
性
戦
略
の
取
り
組
み

希
少
野
生
動
植
物
の
分
布
や
生

息
状
況
を
把
握
す
る

外
来
生
物
の
駆
除
対
策
等
を
実
施

す
る

自
然
保
護
監
視
員
の
委
嘱

環
境
政
策
課

【
再

掲
N
o
.1
1
2
】
生

物
多

様
性

地
域

戦
略

推
進

の
た
め
の
啓

発
事

業
と
し
て
富

士
通

株
式

会
社

の
支

援
を
受

け
、
携

帯
フ
ォ
ト
シ
ス
テ

ム
・
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
市
内
の
生
き
物
調
査
を
実
施
し
た
。
平

成
３
０
年

度
は
海

の
生

物
に
限

定
し
て
実

施
し
た
が
、
投
稿

は
な
か
っ
た
。

・
自
然
保
護
監
視
員
研
修
会
を
２
回
実
施
し
た
。

・
連
絡
会
議
や
定
期
的
な
報
告
書
に
よ
り
、
市
内
自
然
環
境
の
状
況
、
外
来
生
物
侵
入
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。

希
少
野
生
生
物
の
生
息
の
可
能
性
が
あ
る
地
域
の
公
共
工
事
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
環
境
省
や
専
門
家
と
協
力
し
て
、
配
慮
工

事
を
要
請
し
た
。
（
調
査
・
協
議
・
対
策
を
８
回
実
施
）

生
物
多
様
性
地
域
戦
略
推
進
の
た
め
の
啓
発
事
業
と
し
て
富
士
通
株
式
会
社
の
支
援
を
受
け
、
携
帯
フ
ォ
ト
シ
ス
テ
ム
・
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
市
内
の
生
き
物
調
査
を
実
施
し
た
。
平
成
３
０
年
度
は
海
の
生
物
に
限
定
し
て
実
施
し
た
が
、
投
稿
は
な
か
っ
た
。

ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
の
防

除
対

策
に
つ

い
て
、
Ｈ
Ｐ
や

広
報

紙
等

で
情

報
提

供
し
た
。

環
境
政
策
課

高
梁
川
河
原
及
び
磯
（
海
辺
）
で
水
性
生
物
調
査
な
ど
の
観
察
を
予
定
し
て
い
た
が
、
７
月
豪
雨
災
害
の
た
め
、
中
止
と
な
っ
た
。

水
辺
教
室
・
海
辺
教
室
等
の
水
生

生
物
調
査

継
続

生
物
多
様
性
審
議
会
（
委
員
１
２
人
）
を
設
置
し
、
会
議
を
２
回
実
施
し
た
。

高
梁
川
流
域
圏
域
に
お
い
て
、
生
物
多
様
性
エ
コ
ツ
ア
ー
を
推
進
す
る
た
め
、
エ
コ
ツ
ア
ー
の
開
催
に
関
心
の
あ
る
個
人
・
団
体
に
対

し
、
実
践
的
な
講
習
会
を
実
施
し
た
。

継
続

探
鳥
コ
ー
ス
・
巨
樹
の
維
持
管
理

野
草
園
の
維
持
管
理
を
実
施
し
た
。

N
o
.1
1
3

自
然
と
の

ふ
れ
あ
い

の
促

進

●
希
少
野
生
生
物
の
生
息
・

生
育
環
境
の
保
全
を
行
い
、

種
の
保
存
に
努
め
る

●
絶
滅
の
恐
れ
の
あ
る
野
生

動
植
物
の
分
布
や
生
息
状
況

な
ど
を
把
握
す
る

●
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
を

策
定
し
、
市
内
の
生
物
多
様

性
の
確
保
に
努
め
る

●
外
来
生
物
に
関
し
て
、
関

係
機
関
と
連
携
し
、
生
息
実

態
の
調
査
・
情
報
収
集
を
行

い
、
情
報
提
供
や
知
識
の
普

及
を
促
進
す
る

●
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
自
然
と

ふ
れ
あ
え
る
場
の
整
備
と
、
自

然
と
関
わ
る
機
会
の
提
供
に

努
め
る

●
地
域
の
生
き
物
と
の
ふ
れ

あ
い
や
自
然
体
験
を
支
え
て

い
く
人
材
の
充
実
に
努
め
る

N
o
.1
1
2

希
少
野
生

生
物

の
生

息
・
生
息
環

境
の
保

全

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

ミ
ズ
ア
オ
イ
群

生
地

の
保

全
活

動
：

ヌ
ー
ト
リ
ア
食
害
防
護
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
な
ど
、
ミ
ズ
ア
オ
イ
自
生
地
の
整
備
・
管
理
に
協
力
し
た
。
市
民
に
対
し
て
種
ま
き
会
等
の
啓
発

活
動
を
行
っ
た
。

ス
イ
ゲ
ン
ゼ
ニ
タ
ナ
ゴ
個
体
群
の
保
全
：

自
然
保
護
団
体
等
と
協
力
し
て
工
事
実
施
等
に
伴
い
、
保
全
に
関
す
る
協
議
・
保
護
移
動
を
実
施
し
た
。
（
１
１
件
）
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●

基
本

目
標

１
　
環

境
と
地

域
の

社
会

・
経

済
と
の

調
和

が
保

た
れ

、
豊

か
な
自

然
と
魅

力
的

な
景

観
を
有

し
て
い
る
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
２
：
ま
ち
の
緑
化
を
推
進
し
、
う
る
お
い
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
生
活
空
間
の
形
成
を
め
ざ
し
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

公
園
緑
地
課

継
続

公
園
緑
地
課

継
続

公
園
緑
地
課

継
続

公
園
緑
地
課

保
育
・
幼
稚
園
課

教
育
施
設
課

教
育
企
画
総
務
課

教
育
施
設
課

基
準
値
か
ら

の
傾
向

【
基
本
方
針
】
：
う
る
お
い
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
生
活
空
間
を
形
成
す
る
た
め
に
、
都
市
公
園
の
整
備
や
街
路
樹
の
設
置
な
ど
、
良
好
な
都
市
環
境
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ま
ち

の
緑
化
に
あ
た
っ
て
は
、
公
共
の
場
所
だ
け
で
な
く
、
遊
休
地
の
活
用
な
ど
民
有
地
の
緑
化
も
推
進
し
ま
す
。

多
様
な
機
能
を
持
つ
緑
地
を
維
持
・
創
出
し
て
い
く
た
め
に
、
市
民
・
事
業
者
・
行
政
が
連
携
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
緑
化
を
推
進
し
、
う
る
お
い
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
生

活
空

間
の

形
成
を
め
ざ
し
ま
す
。

め
ざ
そ
う
値

H
2
7
年
度

6
8
%

5
8
%

5
4
%

Ｒ
2
年

度

7
5
%

6
5
%

6
6
%

実
績
値

H
2
9

6
7
.3
%

4
2
.3
%

4
4
.5
%

H
3
0

6
5
.3
%

4
1
.0
%

4
3
.7
%

番
号 1 2 3

項
目

公
園
や
街
路
樹
な
ど
の
身
近
な
緑
に
満
足
し
て
い
る
人
の
割
合

庭
木
や
生
垣
な
ど
の
身
近
な
緑
化
に
努
め
て
い
る
人
の
割
合

身
近
に
く
つ
ろ
げ
る
緑
や
水
に
あ
ふ
れ
る
場
所
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
人
の
割
合

基
準
値

H
2
1

5
9
.8
%

5
0
.3
%

4
3
.6
%

Ｈ
３
０
年

度
実

績

街
路
樹
管
理
の
実
施
（
市
道
の
街
路
樹
や
緑
地
の
剪
定
・
害
虫
防
除
を
行
い
、
良
好
な
道
路
環
境
の
維
持
を
行
っ

た
。
１
４
２
路
線
）

公
共
施
設
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
生
垣
に
更
新
す
る

公
共
施
設
の
壁
面
緑
化
等
を
推
進
す
る

継
続

地
域
と
の
協
働
に
よ
り
緑
の
保
全
を
推
進
す
る

ふ
れ
あ
い
の
森
、
美
し
い
森
の
美
化
・
維
持
管
理
を
実
施
し
た
。

・
ふ
れ
あ
い
の
森
管
理
（
１
６
．
３
９
h
a）

・
倉
敷
美
し
い
森
管
理
（
１
．
８
７
h
a）

・
真
備
美
し
い
森
管
理
（
６
．
０
０
h
a）

・
愛
宕
山
公
園
管
理
（
３
．
６
０
h
a）

松
く
い
虫
予
防
対
策
と
し
て
、
薬
剤
散
布
や
被
害
木
の
伐
倒
を
実
施
（
薬
剤
散
布
１
３
h
a、

伐
倒
４
０
㎥
）

・
幼
稚
園
庭
の
芝
生
の
維
持
管
理
を
行
っ
た
。
（
Ｈ
３
０
末
現
在
：
累
計
３
園
）

・
小
中
学
校
庭
の
芝
生
化
（
菅
生
小
学
校
・
郷
内
小
学
校
・
庄
中
学
校
）
及
び
維
持
管
理
を
行
っ
た
。
（
Ｈ
３
０
末
現
在
：

累
計
２
０
校
）

N
o
.1
2
1

緑
の
保

全
不
要
樹
木
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る

●
ま
ち
の
緑
と
市
街
地
周
辺

の
森
林
・
農
用
地
、
河
川
・
海

浜
の
緑
を
保
全
す
る

●
個
人
や
法
人
が
所
有
す
る

樹
木

等
が
不

要
に
な
っ
た
場

合
は
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
よ
う
配

慮
す
る

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

・
学
校
・
園
の
壁
面
緑
化
（
市
立
学
校
・
幼
稚
園
計
１
３
７
校
園
で
実
施
）

不
要
樹
木
を
市
営
苗
圃
で
管
理
し
、
引
き
渡
し
を
実
施
（
２
９
６
本
）

地
元
団
体
等
と
協
力
し
て
、
国
立
公
園
の
管
理
を
行
っ
た
。
（
鷲
羽
山
、
王
子
が
岳
、
由
加
山
、
通
仙
園
の
園
地
清

掃
・
剪
定
等
を
実
施
）

大
高
小
学
校
の
生
垣
化
等
植
樹
の
実
施

街
路
緑
地
帯
等
の
適
正
管
理

事
業
の
概
要

森
林
等
の
緑
を
保
全
す
る
と
と
も
に
、
ふ
れ
あ
い
の

場
を
整
備
維
持
管
理
す
る

施
策
N
o
.

・
保
育
園
庭
の
芝
生
化
（
豊
洲
保
育
園
）
及
び
保
育
園
及
び
認
定
こ
ど
も
園
庭
の
芝
生
維
持
管
理
を
行
っ
た
。
（
Ｈ
３
０

末
現
在
：
累
計
１
４
園
）

農
林
水
産
課

継
続
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

Ｈ
３
０
年

度
実

績
事
業
の
概
要

施
策
N
o
.

継
続

公
園
緑
地
課

継
続

農
林
水
産
課

継
続

公
園
緑
地
課

継
続

公
園
緑
地
課

健
康
長
寿
課

市
民
（
地
域
）
と
の
協
働
に
よ
り
、
ま
ち
の
緑
化
を
推

進
す
る
（
緑
化
推
進
員
、
花
の
銀
行
、
地
区
花

い
っ
ぱ
い
団
体
）

緑
化
団
体
等
と
の
協
働
に
よ
り
、
啓
発
事
業
を
推

進
す
る

N
o
.1
2
3

都
市
公
園

等
の
整

備

●
公
園
緑
地
等
の
適
正
な
整

備
を
進
め
る

●
公
園
の
規
模
・
性
格
を
ふ

ま
え
、
計
画
的
な
整
備
及
び

適
正
な
管
理
を
行
う

都
市
公
園
の
適
正
な
管
理

緩
衝
緑
地
の
維
持
管
理

市
民
に
身
近
な
公
園
等
の
整
備
・
管
理
を
行
う

花
と
緑
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
事
業

・
フ
ラ
ワ
ー

ロ
ー

ド
事

業
（
倉

敷
中

央
通

り
、
鷲

羽
山

通
り
、
水

島
商

店
街

通
り
に
フ
ラ
ワ
ー

ボ
ッ
ク
ス
　
約

１
，
９
０
０
個

を
設
置
）

・
も
て
な
し
花

壇
事

業
（
公

共
施

設
、
JR
駅

等
に
フ
ラ
ワ
ー

ボ
ッ
ク
ス
約

２
，
０
０
０
個

を
設

置
）

・
地
区
花
い
っ
ぱ
い
事
業
（
事
業
に
申
込
の
あ
っ
た
団
体
に
花
苗
を
無
料
配
付
し
、
花
壇
の
維
持
管
理
等
の
活
動
を

実
施
：
団
体
数
１
１
８
団
体
）

・
花
の
銀
行
活
動
実
施
（
４
７
支
店
で
花
の
種
子
配
付
　
配
付
数
２
万
袋
）

・
緑
化
推
進
員
の
設
置
（
推
進
員
２
６
人
に
対
し
て
連
絡
会
を
開
催
し
、
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
緑
化
の
勉
強
会
等

を
実
施
し
知
識
向
上
を
図
っ
た
。
）

倉
敷
市
花
い
っ
ぱ
い
コ
ン
ク
ー
ル
実
施

　
家
庭
や
職
場
・
学
校
・
自
治
会
等
で
四
季
折
々
に
育
て
ら
れ
た
花
と
緑
の
優
秀
な
花
壇
を
顕
彰
し
、
普
及
啓
発
と
市

民
参
加
に
よ
る
都
市
緑
化
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
た
。
（
１
３
件
の
応
募
、
８
件
表
彰
）

N
o
.1
2
2

緑
化

の
推

進

●
公
共
施
設
の
屋
上
や
壁
面

等
の
緑
化
を
推
進
す
る

●
市
民
全
体
の
活
動
を
支
援

し
、
住
宅
等
民
有
地
や
工

場
、
事
業
所
、
遊
休
地
等
の

緑
化
を
図
る

●
緑
化
の
基
準
・
指
標
と
な
る

緑
化
率
の
設
定
を
行
う

市
民
等
の
緑
化
実
施
に
対
し
て
、
支
援
・
助
成
を

行
う

耕
作
放
棄
地
の
再
生
作
業
等
に
対
し
て
助
成
を

行
う

継
続

公
園
緑
地
課

公
園
緑
地
課

環
境
政
策
課

継
続

公
園
緑
地
課

継
続

く
ら
し
き
都
市
緑
化
フ
ェ
ア
等
を
実
施
（
１
０
月
に
講
演
会
、
緑
化
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
、
緑
化
相
談
、
花
の
種
子
及

び
苗

配
付

等
を
実

施
　
１
,６
０
０
人

参
加

）

・
再
整
備
（
児
島
駅
前
第
２
公
園
）

・
施
設
改
善
（
高
辻
公
園
ほ
か
３
箇
所
）

耕
作
放
棄
地
の
再
生
作
業
へ
の
助
成

国
の
交
付
金
で
対
応
で
き
な
い
農
地
に
対
す
る
再
生
利
用
活
動
に
対
し
補
助
金
を
交
付
（
再
生
作
業
、
土
壌
改
良

等
補
助
）

・
生
垣
補
助
（
補
助
件
数
２
件
）

・
記
念
樹
の
配
付
（
結
婚
及
び
誕
生
記
念
に
苗
木
配
付
９
５
８
本
）

・
花
の
苗
、
種
の
配
付
（
花
い
っ
ぱ
い
運
動
や
緑
化
フ
ェ
ア
や
環
境
イ
ベ
ン
ト
等
で
配
付
）

・
花
壇
設
置
補
助
（
補
助
件
数
０
件
）

高
齢
者
の
生
き
が
い
対
策
と
し
て
公
園
等
の
清
掃
管
理
委
託
実
施
（
２
７
２
箇
所
）

県
へ
の
維
持
管
理
費
負
担
金
（
水
島
緩
衝
緑
地
事
業
費
負
担
金
）

適
正
な
管
理
の
実
施

（
公
園
内
の
清
掃
、
草
取
り
、
樹
木
剪
定
・
防
除
な
ど
　
都
市
公
園
８
０
４
箇
所
・
遊
園
２
５
７
箇
所
）

３
５
公
園
５
４
施
設
更
新
、
３
０
公
園
７
０
施
設
修
繕
を
行
っ
た
。
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●

基
本

目
標

１
　
環

境
と
地

域
の

社
会

・
経

済
と
の

調
和

が
保

た
れ

、
豊

か
な
自

然
と
魅

力
的

な
景

観
を
有

し
て
い
る
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
３
：
瀬
戸
内
海
と
高
梁
川
の
恵
み
を
生
か
し
、
伝
統
に
根
づ
い
た
風
格
の
あ
る
美
し
い
倉
敷
の
景
観
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

6
2
%

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

N
o
.1
3
1

景
観
資
源

等
の
保
全
・

活
用
・
整
備

に
努
め
ま

す

●
景
観
に
関
す
る
普
及
啓
発

を
行
う

●
個
々
の
景
観
資
源
を
保

全
・
活
用
す
る
た
め
に
必
要
な

助
成
・
支
援
等
を
行
う
。

●
地
域
・
地
区
単
位
で
の
景

観
形
成
を
推
進
す
る

5
1
.8
%

5
9
.6
%

6
1
.6
%

5
7
%

景
観
形
成
重
点
候
補
リ
ス
ト
の
作
成
な
ど
景
観
形

成
に
係
る
情
報
の
整
備
を
行
う

市
民
へ
の
普
及
啓
発
を
推
進
す
る

Ｈ
３
０
年

度
実

績
施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

景
観
絵
画
を
「
私
の
大
好
き
な
町
の
景
観
」
を
題
材
と
し
て
募
集
し
、
小
学
校
か
ら
１
１
７
点
、
中
学
校
か
ら
７
７
点
の
応

募
が
あ
り
，
会
場
で
は
入
賞
作
品
を
中
心
に
展
示
し
た
。
（
展
示
期
間
１
１
月
２
６
日
～
１
１
月
３
０
日
）

・
魅
力
的
な
景
観
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
向
け
て
「
景
観
ま
ち
づ
く
り
教
育
」
に
つ
い
て
H
P
に
掲
載

景
観
に
係
る
情
報
整
備
の
実
施

4
5
%

5
0
%

4
5
.8
%

4
6
.8
%

5
1
.0
%

5
4
%

6
5
%

【
基
本
方
針
】
：
瀬
戸
内
の
温
暖
な
気
候
と
豊
富
な
水
量
に
恵
ま
れ
た
高
梁
川
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
自
然
と
、
伝
統
あ
る
歴
史
、
文
化

が
織

り
な
す
美
し
い
景
観
は
、
本
市
の
魅
力

で
あ

り
、
今
後
も
歴
史
的
資
産
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
自
然
環
境
と
調
和
し
た
都
市
美
を
保
全
・
創
出
し
て
行
き
ま
す
。

先
人
達
が
守
り
、
育
て
、
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
か
け
が
え
の
な
い
自
然
、
歴
史
・
文
化
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
人
び
と
の
五
感
、
記
憶
を
通
じ
て
、
ふ
る
さ
と
景
観

と
し
て
共
感
で
き
る

倉
敷
市
の
姿
と
し
て
将
来
に
伝
え
て
い
き
ま
す
。

地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
固
有
の
美
を
尊
重
し
た
生
活
環
境
の
創
造
を
目
指
し
、
風
格
の
あ
る
い
き
い
き
と
し
た
都
市
景
観
の
形
成
に
努
め
て
い
き
ま
す
。
都
市
景
観
の
形
成
に

お
い
て
も
、
将
来
に
環
境
負
荷
を
残
さ
な
い
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
よ
う
、
自
然
環
境
に
配
慮
し
つ
つ
、
う
る
お
い
の
あ
る
緑
豊
か
で
快
適
な
景
観
づ
く
り
を
進

め
て
い
き

ま
す
。

番
号 1

項
目

地
域
の
個
性
や
生
活
・
文
化
を
活
か
し
た
景
観
づ
く
り
が
で
き
て
い
る
と
思
う
人
の
割
合

基
準
値

実
績
値

基
準
値
か
ら

の
傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

Ｒ
2
年
度

4
4
.7
%

3
9
.9
%

2 3

歴
史
的
な
景
観
が
保
全
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
人
の
割
合

身
近
な
生
活
環
境
の
中
で
の
眺
め
（
景
観
）
に
満
足
し
て
い
る
人
の
割
合

3
8
.9
%

所
有
者
・
管
理
者
と
の
協
議
を
通
じ
て
、
個
々
の
景

観
資
源
の
保
全
活
用
等
に
関
す
る
計
画
を
作
成

す
る

・
市
民
と
の
協
働
や
市
民
か
ら
の
提
案
に
よ
り
、
景
観
資
源
の
実
態
調
査
を
実
施
し
、
景
観
資
源
を
発
掘

・
所
有
者
、
管
理
者
と
協
議
し
て
景
観
法
に
基
づ
く
景
観
重
要
建
造
物
・
景
観
重
要
樹
木
と
し
て
指
定
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

Ｈ
３
０
年

度
実

績
施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

文
化
財
保
護
課

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

継
続

都
市
計
画
課

N
o
.1
3
1

景
観
資
源

等
の
保
全
・

活
用
・
整
備

に
努
め
ま

す

●
景
観
に
関
す
る
普
及
啓
発

を
行
う

●
個
々
の
景
観
資
源
を
保

全
・
活
用
す
る
た
め
に
必
要
な

助
成
・
支
援
等
を
行
う
。

●
地
域
・
地
区
単
位
で
の
景

観
形
成
を
推
進
す
る
。

倉
敷
市
景
観
計
画
改
定
作
業
（
令
和
２
年
度
施
行
予
定
）
に
伴
い
、
景
観
形
成
重
点
区
域
に
お
け
る
「
景
観
形
成
基

準
」
の
改
定
検
討
や
建
築
物
等
の
形
態
意
匠
、
屋
上
工
作
物
等
に
関
す
る
基
準
、
建
築
物
等
の
最
高
高
さ
制
限
に

関
す

る
基

準
に
つ

い
て
検

討
し
た
。

景
観
形
成
重
点
地
区
候
補
地
に
お
い
て
地
区
整

備
計
画
を
策
定
す
る

・
届
出
制
度
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
周
知
を
実
施

・
届

出
件

数
　
建

築
物

５
２
件

（
+
事

前
協

議
２
８
件

）
、
工

作
物

１
２
７
件

・
都
市
景
観
審
議
会
定
例
会
を
５
回
（
全
体
会
議
は
０
回
）
開
催
し
、
大
規
模
な
建
築
物
の
新
築
１
３
件
に
つ
い
て
、
審

議
会

に
諮

問
し
た
。

美
観
地
区
周
辺
の
眺
望
を
保
全
す
る
た
め
、
景
観
計
画
に
眺
望
保
全
計
画
を
位
置
づ
け
、
特
定
届
出
対
象
行
為
と

し
て
変
更
命
令
等
が
行
え
る
制
度
の
充
実
を
図
る
。

平
成
２
７
年
度
よ
り
運
用
を
開
始
し
た
。
(平

成
３
０
年
度
対
象
建
築
物
案
件
１
０
件
）

倉
敷
市
屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
り
、
周
辺
の
景
観

を
阻
害
し
な
い
よ
う
、
か
つ
、
町
並
み
の
魅
力
を
高

め
る
よ
う
取
り
組
む

・
屋
外
広
告
物
の
手
引
き
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
周
知
を
実
施

・
違
反
広
告
物
の
実
態
調
査
を
実
施
し
、
屋
外
広
告
物
の
是
正
効
果
の
検
証
を
行
っ
た
。

・
簡
易
除
去
作
業
（
は
り
紙
１
８
件
、
立
看
板
０
件
）

N
o
.1
3
2

眺
望
を
保

全
す

る
た

め
の
施
策

の
強

化
・
充

実
化
を
図
り

ま
す

●
景
観
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
大
規
模
建
築
物
や
開
発

行
為
等
を
対
象
に
、
事
前
の

届
出
制
度
や
協
議
制
度
に
つ

い
て
充
実
を
図
る
。

●
風
景
や
町
並
み
に
大
き
な

影
響

を
及

ぼ
す

も
の
に
つ
い

て
、
建
築
物
の
高
さ
や
デ
ザ
イ

ン
、
色
彩
、
屋
外
広
告
物
等

に
つ
い
て
規
制
基
準
を
定

め
、
本
市
の
景
観
形
成
の
強

化
・
充
実
化
を
図
る
。

広
告
物
の
大
き
さ
、
量
、
設
置
箇
所
等
の
基
準
や

禁
止
地
域
等
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
見
直
し
を
検
討
す
る

広
告
物
の
大
き
さ
、
量
、
設
置
個
所
等
の
基
準
等
の
見
直
し
を
検
討
し
た
。
Ｌ
Ｅ
Ｄ
広
告
物
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
倉

敷
警

察
署

お
よ
び

景
観

審
議

会
に
お

い
て
協

議
し
た
。

よ
り
強
化
し
た
景
観
基
準
を
定
め
、
地
域
特
性
に

応
じ
た
景
観
形
成
を
推
進
す
る
た
め
の
規
制
誘
導

を
行
う

広
告
物
の
景
観
形
成
の
配
慮
指
針
を
定
め
る

倉
敷
市
景
観
条
例
に
基
づ
く
届
出
制
度
の
徹
底

を
図
る

配
慮
指
針
を
検
討

建
築
物
等
の
新
築
・
増
改
築
な
ど
歴
史
的
な
町
並

み
景
観
の
保
存
を
図
る
た
め
に
必
要
な
助
成
・
支

援
等
を
行
う

倉
敷
市
ま
ち
づ
く
り
基
金
事
業

古
く
な
っ
た
町
家
・
古
民
家
を
、
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
や
賑
わ
い
の
拠
点
等
と
し
て
再
生
整
備
す
る
事
業
に
対
し

て
、
ま
ち
づ
く
り
基
金
を
活
用
し
て
支
援
を
行
っ
た
。

町
家
・
古
民
家
の
再
生
整
備
に
対
す
る
補
助
（
１
８
件
）

倉
敷
川
畔
美
観
地
区
周
辺
眺
望
保
全
計
画
の
位

置
づ
け

伝
建
地
区
等
修
理
修
景
補
助

・
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
内
の
建
物
の
修
理
修
景
に
対
す
る
補
助
（
６
件
）

・
伝
統
美
観
地
区
内
の
建
物
の
修
理
修
景
に
対
す
る
補
助
（
１
件
）

・
下
津
井
町
並
み
保
存
地
区
内
の
建
物
の
修
理
修
景
に
対
す
る
補
助
（
１
件
）

旧
街
道
景
観
整
備
事
業
の
補
助
実
施
（
建
築
物
修
景
２
件
）

現
在
の
４
地
区
（
倉
敷
駅
周
辺
地
区
・
下
津
井
周
辺
地
区
・
旧
玉
島
港
周
辺
地
区
・
酒
津
地
区
）
の
候
補
地
に
つ
い

て
、
再

検
討

し
た
。
（
随

時
策

定
）

継
続
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●

基
本

目
標

１
　
環

境
と
地

域
の

社
会

・
経

済
と
の

調
和

が
保

た
れ

、
豊

か
な
自

然
と
魅

力
的

な
景

観
を
有

し
て
い
る
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
４
：
環
境
と
経
済
の
好
循
環
の
創
出
に
よ
り
、
地
域
の
活
性
化
を
目
指
し
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

環
境

政
策

課

環
境

政
策

課
関

係
各

課

環
境

政
策

課

観
光

課

商
工

課

市
民

活
動

推
進

課

環
境

政
策

課

中
央

図
書

館

環
境

政
策

課

環
境

政
策

課
子

育
て

支
援

課
（
児

童
ク

ラ
ブ

）

施
策
N
o
.

●
事

業
者

の
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

２
１

へ
の

積
極

的
な

取
組

の
促

進
を

行
う

●
倉

敷
市

地
球

温
暖

化
対

策
実

行
計

画
（
区

域
施

策
編

）
の

＜
ク

ー
ル

く
ら

し
き

8
0
＞

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
を

推
進

す
る

●
事

業
者

の
環

境
に

関
す

る
地

域
貢

献
活

動
の

促
進

を
図

る
●

グ
リ
ー

ン
購

入
や

地
産

地
消

の
普

及
啓

発
を

推
進

す
る

N
o
.1

4
1

事
業

者
の

環
境

対
策

や
環

境
関

連
も

の
づ

く
り

の
促

進

・
岡

山
県

エ
コ

ア
ク

シ
ョ
ン

２
１

地
域

事
務

局
（
岡

山
県

環
境

保
全

事
業

団
）
に

お
け

る
運

営
委

員
と

し
て

、
運

営
委

員
会

に
参

加
・
認

証
登

録
を

希
望

す
る

事
業

者
を

支
援

す
る

た
め

、
制

度
説

明
会

を
実

施
・
市

内
の

エ
コ

ア
ク

シ
ョ
ン

２
１

認
証

・
登

録
事

業
者

に
対

す
る

更
新

補
助

制
度

（
補

助
金

）
の

運
用

＜
８

社
に

補
助

＞

イ
オ

ン
と

の
地

域
貢

献
包

括
連

携
協

定
締

結
(H

２
３

.７
.１

９
)の

取
組

実
施

企
業

の
地

域
貢

献
活

動
へ

の
促

進
を

図
る

「
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

２
１

地
域

事
務

局
」
と

の
連

携
に

よ
る

、
取

り
組

み
の

推
進

「
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
２

：
中

小
事

業
者

の
環

境
経

営
支

援
」
の

計
画

的
な

推
進

・
中

小
事

業
者

向
け

、
く

ら
し

き
省

エ
ネ

セ
ミ
ナ

ー
を

開
催

（
参

加
者

数
２

９
人

）
・
倉

敷
市

環
境

保
全

協
定

等
を

活
用

し
た

省
エ

ネ
、

省
Ｃ

Ｏ
2
対

策
な

ど

中
小

企
業

者
の

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

設
備

等
の

導
入

に
対

し
、

６
件

の
補

助
を

実
施

し
た

継
続

Ｈ
3
0
年
度
実
績

緑
の

カ
ー

テ
ン

推
進

の
た

め
、

市
民

、
企

業
に

ゴ
ー

ヤ
の

種
、

苗
を

配
布

公
共

施
設

等
の

屋
根

及
び

土
地

貸
し

に
よ

る
太

陽
光

発
電

シ
ス

テ
ム

導
入

　
　

計
４

施
設

　
発

電
能

力
合

計
４

５
kＷ

【
基
本
方
針
】
：
技
術
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
低
炭
素
型
へ
の
構
造
転
換
な
ど
の
事
業
者
の
取
り
組
み
と
、
そ
の
後
押
し
を
担
う
行
政
の
施
策
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
、

環
境
保
全
と
産
業
・
経
済
の
持
続
的
な
発
展
を
目
指
し
、
雇
用
の
維
持
創
出
・
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
環
境
保
全
を
企
業
の
社
会
的
責
任
と
位
置

付
け
、
環
境

関
連
技
術
の
開
発
・
向
上
や
環
境
投
資
に
よ
る
環
境
配
慮
型
経
営
を
促
進
し
ま
す
。
地
域
と
産
業
と
が
連
携
・
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
と
地
域
の
社
会
・
経
済

と
の
調
和
が
保
た

れ
た
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

継
続

倉
敷

市
地

球
温

暖
化

対
策

実
行

計
画

（
区

域
施

策
編

）
の

＜
ク

ー
ル

く
ら

し
き

8
0
＞

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
を

計
画

的
に

推
進

す
る

中
央

図
書

館
２

階
の

ビ
ジ

ネ
ス

サ
ポ

ー
ト
コ

ー
ナ

ー
に

、
企

業
の

Ｃ
Ｓ

Ｒ
報

告
書

を
置

き
、

閲
覧

・
貸

出
用

に
提

供

ア
ダ

プ
ト
・
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
ア

ダ
プ

ト
・
サ

イ
ン

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
保

険
へ

の
加

入
、

ほ
う

き
や

ご
み

袋
等

を
支

給
：
活

動
企

業
 三

菱
自

動
車

ロ
ジ

テ
ク

ノ
㈱

、
伊

澤
洋

行
㈱

、
パ

ソ
ナ

岡
山

倉
敷

支
店

な
ど

）

・
環

境
学

習
セ

ン
タ

ー
エ

コ
ギ

ャ
ラ

リ
ー

に
お

い
て

、
水

島
地

域
、

企
業

の
取

組
を

パ
ネ

ル
展

示
等

に
よ

り
紹

介
・
環

境
関

連
の

イ
ベ

ン
ト
で

企
業

出
展

ブ
ー

ス
を

設
け

る
こ

と
で

企
業

の
環

境
保

全
活

動
へ

の
促

進
を

図
っ

た
。

事
業
の
概
要

大
規

模
小

売
店

舗
届

出
店

舗
に

対
し

て
、

環
境

配
慮

に
よ

る
地

域
貢

献
を

促
進

2
4
.4

%
4
1
%

5
0
%

番
号

項
目

基
準
値

実
績
値

基
準
値
か
ら

の
傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

Ｒ
2
年
度

維
持

（
1
0
0
%
）

維
持

（
1
0
0
%
）

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

1
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

２
１

認
証

・
登

録
事

業
所

の
数

1
9
件

3
3
件

3
3
件

3
5
件

5
0
件

2
地

産
池

消
を

心
が

け
て

い
る

人
の

割
合

3
2
.1

%
3
2
.3

%

3
企

業
の

新
増

設
に

お
け

る
事

前
協

議
に

係
る

環
境

に
配

慮
し

た
計

画
の

割
合

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

施
策
N
o
.

Ｈ
3
0
年
度
実
績

事
業
の
概
要

継
続

関
係

各
課

農
林

水
産

課

健
康

づ
く

り
課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

商
工

課

継
続

商
工

課

継
続

商
工

課

継
続

農
林

水
産

課

観
光

課

商
工

課

環
境

政
策

課

継
続

グ
リ
ー

ン
購

入
に

関
す

る
情

報
の

提
供

Ｈ
Ｐ

等
に

よ
り

グ
リ
ー

ン
購

入
に

関
す

る
情

報
提

供

補
助

金
交

付
（
交

付
実

績
　

研
究

開
発

５
件

、
農

林
水

産
物

３
件

、
産

業
財

産
権

取
得

件
７

件
、

人
材

育
成

４
４

件
、

販
路

開
拓

５
３

件
、

事
業

承
継

・
M

＆
A

０
件

、
女

性
起

業
家

支
援

１
件

、
人

材
確

保
４

件
　

計
７

３
件

）

●
環

境
分

野
に

お
け

る
産

官
学

の
情

報
交

換
や

有
用

技
術

の
共

有
を

促
進

す
る

●
新

た
な

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

や
リ
サ

イ
ク

ル
等

の
環

境
関

連
技

術
や

、
環

境
配

慮
型

製
品

の
研

究
・
開

発
、

環
境

保
全

・
改

善
の

た
め

の
設

備
投

資
を

支
援

す
る

●
新

た
な

環
境

産
業

の
積

極
的

な
誘

致
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
低

炭
素

型
・
環

境
調

和
型

へ
の

転
換

・
移

行
が

行
い

や
す

い
環

境
を

整
備

す
る

【
再

掲
N

o
.1

4
1
】

・
く

ら
し

き
農

業
ま

つ
り

（
採

れ
た

て
新

鮮
野

菜
の

即
売

や
共

進
会

開
催

な
ど

）
・
真

備
・
船

穂
地

産
地

消
＆

ふ
れ

あ
い

祭
り

(マ
ス

カ
ッ

ト
、

ピ
オ

ー
ネ

の
販

売
な

ど
)

両
イ

ベ
ン

ト
に

つ
い

て
発

災
に

よ
り

未
実

施
。

・
地

産
地

消
イ

ベ
ン

ト
・
共

進
会

に
よ

る
農

産
品

の
Ｐ

Ｒ
を

行
っ

た
。

・
Ｈ

Ｐ
（
地

産
地

消
ニ

ュ
ー

ス
）
や

メ
ル

マ
ガ

に
よ

る
地

産
地

消
イ

ベ
ン

ト
等

の
Ｐ

Ｒ

・
Ｈ

Ｐ
に

よ
る

地
場

産
物

レ
シ

ピ
な

ど
の

紹
介

・
市

内
の

ＪＡ
直

売
所

に
お

い
て

、
地

場
産

物
を

活
用

し
た

レ
シ

ピ
を

設
置

し
、

野
菜

摂
取

の
大

切
さ

な
ど

に
つ

い
て

啓
発

し
た

。
・
こ

ど
も

の
た

め
の

食
育

フ
ェ

ア
で

の
啓

発
予

定
だ

っ
た

が
豪

雨
災

害
の

た
め

中
止

。
（
マ

ス
カ

ッ
ト
種

飛
ば

し
大

会
や

倉
敷

の
農

産
物

を
使

っ
た

料
理

の
試

食
、

朝
水

揚
げ

さ
れ

た
ば

か
り

魚
を

触
っ

て
の

命
の

体
験

、
倉

敷
市

特
産

物
の

販
売

な
ど

を
通

じ
て

地
産

地
消

の
啓

発
を

行
う

予
定

だ
っ

た
）

（
第

二
次

倉
敷

市
食

育
推

進
計

画
の

推
進

）

【
再

掲
N

o
.1

1
2
】
高

梁
川

流
域

圏
域

に
お

い
て

、
生

物
多

様
性

エ
コ

ツ
ア

ー
を

推
進

す
る

た
め

、
エ

コ
ツ

ア
ー

の
開

催
に

関
心

の
あ

る
個

人
・
団

体
に

対
し

、
実

践
的

な
講

習
会

を
実

施
し

た
。

・
企

業
立

地
促

進
奨

励
金

（
交

付
実

績
７

件
）

  
(う

ち
、

企
業

誘
致

促
進

奨
励

金
対

象
２

件
を

含
む

）
・
設

備
投

資
促

進
奨

励
金

（
交

付
実

績
５

５
件

）
 （

環
境

配
慮

企
業

に
対

す
る

優
遇

措
置

あ
り

）

環
境

対
策

事
業

に
関

す
る

助
成

（
助

成
実

績
１

件
）

「
く

ら
し

き
「
個

性
と

魅
力

」
発

信
事

業
」
に

お
い

て
、

く
ら

し
き

地
域

資
源

（
特

産
品

・
Ｅ

Ｖ
等

）
を

Ｐ
Ｒ

産
業

観
光

バ
ス

ツ
ア

ー
(地

場
企

業
な

ど
を

バ
ス

で
見

学
す

る
ツ

ア
ー

を
、

計
６

回
実

施
。

参
加

者
延

べ
１

８
８

名
)

・
く

ら
し

き
農

業
ま

つ
り

（
採

れ
た

て
新

鮮
野

菜
の

即
売

や
共

進
会

開
催

な
ど

）
　

※
７

月
豪

雨
災

害
に

よ
り

未
実

施
・
真

備
・
船

穂
地

産
地

消
＆

ふ
れ

あ
い

祭
り

(マ
ス

カ
ッ

ト
、

ピ
オ

ー
ネ

の
販

売
な

ど
) 
※

７
月

豪
雨

災
害

に
よ

り
未

実
施

・
地

産
地

消
イ

ベ
ン

ト
・
共

進
会

に
よ

る
農

産
品

の
Ｐ

Ｒ
を

行
っ

た
。

・
Ｈ

Ｐ
（
地

産
地

消
ニ

ュ
ー

ス
）
や

メ
ル

マ
ガ

に
よ

る
地

産
地

消
イ

ベ
ン

ト
等

の
Ｐ

Ｒ

本
市

の
「
個

性
と

魅
力

」
を

情
報

発
信

し
、

地
場

産
業

等
を

観
光

資
源

と
し

て
活

か
す

ツ
ア

ー
を

実
施

す
る

地
元

産
品

、
特

産
品

の
消

費
推

進
を

行
う

中
小

企
業

が
実

施
す

る
研

究
開

発
・
販

路
開

拓
・
産

業
財

産
権

所
得

・
人

材
育

成
な

ど
に

対
し

て
助

成
を

行
う

商
店

街
団

体
等

が
実

施
す

る
各

種
事

業
に

対
し

て
助

成
を

行
う

N
o
.1

4
2

環
境

分
野

の
研

究
・
開

発
、

事
業

展
開

の
促

進 N
o
.1

4
3

地
域

資
源

を
活

用
し

た
持

続
的

な
経

済
活

動
の

促
進

●
す

べ
て

の
地

域
資

源
を

有
効

に
活

用
し

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

も
含

め
た

地
産

池
消

の
推

進
を

行
う

●
本

市
の

「
個

性
と

魅
力

」
の

積
極

的
な

情
報

発
信

に
よ

り
、

エ
コ

ツ
ー

リ
ズ

ム
・
エ

コ
ツ

ア
ー

の
促

進
を

図
る

立
地

企
業

に
対

す
る

助
成

及
び

設
備

投
資

に
対

し
て

助
成

を
行

う

環
境

保
全

協
定

に
基

づ
き

、
施

設
の

新
増

設
を

行
う

際
に

は
、

事
前

に
協

議
を

行
い

、
施

設
の

改
善

、
揮

発
性

化
合

物
の

削
減

対
策

に
つ

い
て

指
導

す
る

施
設

の
新

増
設

等
を

行
う

際
、

事
前

に
協

議
を

実
施

し
、

環
境

保
全

対
策

の
徹

底
を

図
る

よ
う

指
導

し
た

。
（
協

議
件

数
６

５
件

）

継
続

地
産

地
消

を
推

進
す

る
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●

基
本

目
標

２
　
水

と
空

気
と
大

地
が

き
れ

い
で
、
安

心
し
て
暮

ら
せ

る
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
１
：
良
好
な
水
環
境
の
保
全
に
努
め
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

下
水
経
営
計
画
課

継
続

下
水
建
設
課

下
水
経
営
計
画
課

継
続

合
併
浄
化
槽

　
　
　
設
置
推
進
室

下
水
経
営
計
画
課

下
水
普
及
課

継
続

下
水
経
営
計
画
課

下
水
普
及
課

3
汚
水
処
理
人
口
普
及
率

8
5
.5
%

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

Ｈ
３
０
年

度
実

績

既
存
の
管
き
ょ
、
処
理
場
、
ポ
ン
プ
場
に
つ
い
て
、

予
防
保
全
型
へ
の
転
換
と
維
持
管
理
費
・
工
事
費

の
最
適
化
や
長
寿
命
化
支
援
事
業
の
活
用
に
よ
り

コ
ス
ト
縮
減
を
図
る

施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

・
下
水
道
展
開
催
（
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
等
で
、
「
紙
の
と
け
方
実
験
」
「
下
水
道
ク
イ
ズ
」
「
下
水
道
ア
ン
ケ
ー
ト
」
等
を

実
施
）

・
ポ
ス
タ
ー
、
標
語
募
集
及
び
表
彰

　
（
ポ
ス
タ
ー
・
標

語
表

彰
者

数
１
５
名
）

・
小

学
４
年

生
を
対

象
と
し
た
下

水
道

出
前

授
業

の
実

施
（
出

前
授

業
実

施
校

１
３
校

　
受

講
生

徒
９
１
９
人

）
・
水

洗
化

普
及

指
導

員
に
よ
る
戸

別
訪

問
で
の
下

水
道

接
続

指
導

の
実

施
（
訪

問
数

５
，
０
９
１
件

）

管
き
ょ
：
約
９
．
０
km

整
備

・
浄

化
槽

設
置

に
対

す
る
助

成
措

置
を
実

施
（
２
９
１
基

)
・
民
間
住
宅
団
地
の
汚
水
処
理
施
設
の
改
善
経
費
へ
の
助
成
措
置
を
実
施
（
２
件
）

・
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
新
設
又
は
改
造
に
要
す
る
経
費
の
助
成
を
実
施
（
２
４
基
）

・
既

存
家

屋
の
下

水
接

続
の
た
め
の
助

成
措

置
を
実

施
（
水

洗
便

所
改

造
補

助
金

等
５
０
８
件

、
利

子
補

給
１
３
件

）

9
2
.0
%

9
2
.6
%

9
0
%

9
3
%

5
0
%

7
5
%

2
身
近
な
河
川
・
用
水
路
が
き
れ
い
で
流
れ
豊
か
な
水
辺
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
人
の
割

合
3
1
.2
%

3
4
.0
%

3
0
.3
%

4
5
%

6
0
%

1
日
頃
か
ら
水
環
境
の
改
善
を
意
識
し
て
行
動
し
て
い
る
人
の
割
合

2
3
.9
%

2
1
.5
%

2
1
.7
%

【
基
本
方
針
】
：
私
た
ち
が
健
康
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、
河
川
や
海
域
な
ど
の
公
共
用
水
域
や
地
下
水
の
水
質
に
つ
い
て
、
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の

達
成
を
目
指

し
、
良
好
な
水
環
境
の
整
備
に
取
り
組
み
ま
す
。
土
地
利
用
に
お
い
て
、
健
全
な
土
壌
環
境
を
維
持
す
る
た
め
、
土
壌
汚
染
対
策
法
や
岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減

に
関

す
る

条
例
等
の
適
正
な
運
用
を
図
り
ま
す
。

番
号

項
目

基
準
値

実
績
値

基
準
値
か
ら

の
傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

Ｒ
2
年
度

●
計
画
に
基
づ
く
公
共
下
水

道
の
整
備
と
あ
わ
せ
て
、
農
業

集
落
排
水
処
理
施
設
や
浄
化

槽
の
効
率
的
な
整
備
を
行
う

●
各
種
イ
ベ
ン
ト
や
環
境
学

習
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な

ど
、
生
活
排
水
対
策
の
啓
発

活
動
を
行
う

下
水
道
の
日
（
９
月
１
０
日
）
及
び
市
の
催
事
に
併

せ
、
市
民
に
下
水
道
普
及
及
び
意
識
の
高
揚
と
啓

発
活
動
を
行
う

倉
敷
市
下
水
道
事
業
経
営
戦
略
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ

き
、
計
画
的
に
下
水
道
整
備
を
推
進
し
ま
す

計
画
的
維
持
管
理

・
管
き
ょ
、
マ
ン
ホ
ー
ル
等
の
維
持
管
理

（
管

き
ょ
清

掃
及

び
マ
ン
ホ
ー

ル
、
取

付
管

等
の
修

繕
、
管

路
内

面
補

修
等

を
実

施
：
維

持
補

修
件

数
１
５
３
件

）
・
水
島
ほ
か
３
下
水
処
理
場
、
１
６
ポ
ン
プ
場
の
維
持
管
理
等

（
主
な
も
の
：
阿
津
ポ
ン
プ
場
雨
水
ポ
ン
プ
機
械
設
備
工
事
）

・
倉
敷
雨
水
貯
留
セ
ン
タ
ー
、
流
域
関
連
7
ポ
ン
プ
場
の
維
持
管
理
等

倉
敷
市
下
水
道
全
体
計
画
（
H
２
９
～
）
の
区
域
設

定
に
基
づ
き
、
浄
化
槽
の
設
置
促
進
を
行
う
と
と
も

に
、
下
水
が
使
え
る
区
域
は
公
共
下
水
道
へ
の
接

続
切
替
の
促
進
を
行
う
。

N
o
.2
1
1

生
活
排
水

処
理
対
策

の
総

合
的

な
推

進
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

Ｈ
３
０
年

度
実

績
施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

環
境
施
設
室

産
業
廃
棄
物
対
策
課

下
水
普
及
課

合
併
浄
化
槽

　
　
　
設
置
推
進
室

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

N
o
.2
1
1

生
活
排
水

処
理
対
策

の
総

合
的

な
推

進

●
計
画
に
基
づ
く
公
共
下
水

道
の
整
備
と
あ
わ
せ
て
、
農
業

集
落
排
水
処
理
施
設
や
浄
化

槽
の
効
率
的
な
整
備
を
行
う

●
各
種
イ
ベ
ン
ト
や
環
境
学

習
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な

ど
、
生
活
排
水
対
策
の
啓
発

活
動
を
行
う

児
島
湖
流
域
環
境
保
全
推
進
協
議
会
の
事
業
計

画
に
基
づ
き
、
生
活
排
水
対
策
に
関
す
る
啓
発
を

行
う

第
２
期
倉
敷
市
生
活
排
水
対
策
推
進
計
画
に
基

づ
き
、
生
活
排
水
対
策
に
関
す
る
啓
発
を
行
う

・
生
活
排
水
対
策
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

・
小
中
学
校
等
で
出
前
講
座
実
施
（
４
件
）

継
続

小
規
模
工
場
・
事
業
場
な
ど
に
対
し
て
も
、
市
民
か

ら
の
苦
情
・
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
は
、
調
査
・
水

質
検
査
・
改
善
指
導
等
を
行
う

・
小
規
模
事
業
場
に
対
し
て
、
調
査
・
改
善
指
導
等
を
実
施

・
公
共
下
水
道
へ
の
排
水
水
質
検
査
（
４
８
事
業
場
）

環
境
情
報
管
理
統
合
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
よ
り
、
効
果
的
な
事
業
者
指
導
を
実
施
し
た
。

最
終
処
分
場
(東

部
最
終
処
分
場
、
西
部
最
終
処
分
場
、
井
津
井
最
終
処
分
場
、
真
菰
谷
最
終
処
分
場
等
）
の
放
流

水
や
井
戸
水
に
つ
い
て
水
質
検
査
を
毎
月
実
施
し
た
。

産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
等
下
流
の
河
川
、
池
及
び
地
下
水
に
つ
い
て
、
年
２
回
８
地
点
で
水
質
調
査
を
実
施
し
、

周
辺
環
境
の
保
全
を
図
っ
た
。

・
児
島
湖
流
域
清
掃
大
作
戦
は
７
月
豪
雨
災
害
の
た
め
未
実
施

・
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
展
示
（
応
募
数
１
１
１
点
）

・
水
質
保
全
基
金
の
手
続
き
（
助
成
団
体
数
４
団
体
）

１
３
４
事

業
場

（
３
７
９
検

体
）
に
対

し
て
立

入
調

査
を
実

施
し
、
排

出
水

の
水

質
調

査
を
実

施
し
、
違

反
事

業
場

に
対

し
て
、
水
質
改
善
の
指
導
等
を
実
施
し
た
。

環
境
政
策
課

継
続

継
続

N
o
.2
1
2

排
水
規
制

に
よ
る
公

共
用
水
域
な

ど
の
水
質

汚
濁
防
止

市
民
か
ら
の
苦
情
及
び
魚
斃
死
及
び
油
流
出
等

の
水
質
事
故
に
係
る
調
査
を
随
時
実
施
す
る

大
規
模
開
発
前
の
土
壌
調
査
等
の
指
導
を
実
施
（
土
壌
汚
染
対
策
法
第
４
条
に
基
づ
く
一
定
規
模
以
上
の
土
地
の

形
質
の
変
更
届
出
書
の
受
理
（
４
１
件
）
）

最
終
処
分
場
（
埋
立
処
分
場
）
の
放
流
水
、
河
川

等
の
周
辺
環
境
の
水
質
検
査
を
行
う

倉
敷
市
公
共
用
水
域
等
水
質
測
定
計
画
に
基
づ

き
、
水
質
の
測
定
・
監
視
を
実
施
す
る

河
川
１
８
地
点
、
海
域
２
１
地
点
、
地
下
水
２
６
地
点
に
つ
い
て
、
水
質
の
測
定
・
監
視
を
実
施
し
た
。

土
壌
汚
染
状
況
を
調
査
し
、
潜
在
化
す
る
土
壌
汚

染
地
域
を
早
期
発
見
す
る
こ
と
で
、
健
康
被
害
の

防
止
に
努
め
る

特
定
事
業
場
か
ら
公
共
下
水
道
へ
の
排
水
及
び

浄
化
槽
の
水
質
検
査
を
実
施
す
る

●
河
川
、
海
域
及
び
地
下
水

の
水
質
監
視
を
行
う

●
工
場
・
事
業
場
に
対
し
て
、

水
質
汚
濁
防
止
法
や
瀬
戸
内

海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
等

に
基
づ
き
、
立
入
検
査
を
行
う

な
ど
、
排
水
規
制
基
準
の
遵

守
を
指
導
す
る

●
排
水
規
制
基
準
が
適
用
さ

れ
な
い
小
規
模
工
場
・
事
業

場
に
対
し
て
、
排
水
処
理
の

適
正
化
な
ど
に
よ
る
汚
濁
負

荷
の
削
減
に
つ
い
て
、
指
導

を
行
う

●
土
壌
汚
染
対
策
法
な
ど
に

基
づ
き
、
汚
染
土
壌
の
拡
散

防
止
及
び
汚
染
状
況
の
把
握

等
に
よ
り
健
全
な
土
壌
環
境

の
維
持
を
図
る

た
め
池
等
で
の
魚
の
斃
死
、
水
路
等
へ
の
油
類
の
流
出
や
高
汚
濁
排
水
の
流
出
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、
事
業

所
に
対
し
て
再
発
防
止
を
指
導
し
た
。

・
浄
化
槽
（
不
適
正
浄
化
槽
等
）
の
水
質
検
査
実
施
（
該
当
な
し
）

工
場
等
の
発
生
源
監
視
を
行
う
と
と
も
に
、
排
出
水

の
規
制
・
指
導
を
実
施
す
る
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●

基
本

目
標

２
　
水

と
空

気
と
大

地
が

き
れ

い
で
、
安

心
し
て
暮

ら
せ

る
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
２
：
ク
リ
ー
ン
な
大
気
環
境
の
保
全
に
努
め
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

環
境
政
策
課

環
境
政
策
課

交
通
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

観
光
課

継
続

環
境
政
策
課

環
境
政
策
課

継
続

【
再

掲
N
o
.2
1
2
】
環

境
情

報
管

理
統

合
シ
ス
テ
ム
の
運

用
実

施

工
場
や
事
業
場
に
立
入
調
査
を
実
施
し
、
施
設
の

届
出
状
況
や
自
主
測
定
結
果
の
確
認
、
施
設
の

排
ガ
ス
中
の
ば
い
煙
測
定
な
ど
を
実
施
す
る

継
続

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

施
策
N
o
.

・
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
啓
発
活
動
を
実
施
し
た
。

・
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
届
出
時
に
啓
発
看
板
を
掲
げ
る
指
導
を
実
施
し
た
。

【
基
本
方
針
】
：
私
た
ち
の
健
や
か
な
暮
ら
し
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
大
気
汚
染
に
係
る
環
境
基
準
が
未
達
成
な
地
域
は
そ
の
速
や
か
な
達
成
を
、
既

に
達
成
し
て
い
る

地
域
は
良
好
な
水
準
を
目
指
す
と
と
も
に
、
健
康
被
害
防
止
の
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
大
気
汚
染
防
止
に
取
り
組
む
。

N
o
.2
2
1

大
気
汚
染

物
質
発
生

源
に
対

す
る
規
制
・
指

導

●
工
場
・
事
業
場
に
立
入
検

査
を
実
施
し
、
排
出
基
準
や

総
量
規
制
基
準
の
遵
守
の
徹

底
を
促
す

●
使
用
す
る
燃
料
・
原
料
改

善
、
排
出
ガ
ス
等
を
処
理
す
る

施
設
の
改
善
、
揮
発
性
有
機

化
合
物
の
削
減
対
策
に
つ
い

て
の
指
導
を
徹
底
す
る

●
自
動
車
公
害
対
策
と
し
て
、

市
民
や
事
業
者
に
対
し
て
、

マ
イ
カ
ー

利
用

の
抑

制
、
ア
イ

ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
、
エ
コ
ド
ラ
イ

ブ
な
ど
の
啓
発
に
努
め
る

●
市
も
率
先
し
て
自
動
車
使

用
の
自
粛
を
進
め
る
と
と
も

に
、
次
世
代
型
エ
コ
カ
ー
の

普
及
促
進
に
努
め
る

美
観
地
区
周
辺
の
渋
滞
対
策

観
光
客
対
策
と
し
て
、
倉
敷
市
役
所
の
駐
車
場
を
解
放
し
、
市
役
所
と
美
観
地
区
を
往
復
す
る
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
運
行
し
た
。

電
気

自
動

車
等

（
１
５
０
台

）
へ

の
補

助
を
実

施
し
た
。

次
世
代
エ
コ
カ
ー
の
普
及
促
進

市
民
や
事
業
者
に
対
し
て
、
マ
イ
カ
ー
利
用
の
抑

制
の
た
め
の
啓
発
を
行
う

ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
・
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
な
ど
の
啓

発
を
行
う

庁
内
で
ノ
ー
マ
イ
カ
ー
デ
ー
を
年
1
回
実
施
（
５
月
取
組
率
:８
３
．
９
%
）

・
ス
マ
ー
ト
通
勤
岡
山
へ
の
参
加
（
１
０
月
）

・
市

職
員

チ
ャ
レ
ン
ジ
・
エ
コ
通

勤
実

施
　
参

加
者

９
人

・
バ
ス
利
用
の
意
識
啓
発
（
バ
ス
の
乗
り
方
や
マ
ナ
ー
、
運
賃
の
支
払
い
方
法
等
に
つ
い
て
、
小
学
生
に
バ
ス
教
室
を
実
施

小
学

校
７
校

、
５
１
５
人

参
加

）

施
設
の
届
出
状
況
や
自
主
測
定
結
果
の
確
認
、
立
入
調
査
等
を
実
施
し
た
。
（
立
入
調
査
１
０
６
件
、
排
出
ガ
ス
測
定
２
９
施

設
等
）

Ｈ
３
０
年

度
実

績

【
再

掲
N
o
.1
4
1
】
施

設
の
新

増
設

等
を
行

う
際

、
事

前
に
協

議
を
実

施
し
、
環

境
保

全
対

策
の
徹

底
を
図

る
よ
う
指

導
し
た
。

（
協
議
件
数
６
５
件
）

事
業
の
概
要

環
境
保
全
協
定
に
基
づ
き
、
施
設
の
新
増
設
を
行

う
際
に
は
、
事
前
に
協
議
を
行
い
、
施
設
の
改
善
、

揮
発
性
化
合
物
の
削
減
対
策
に
つ
い
て
指
導
す

る

7
0
%

2
大
気
環
境
の
基
準
値
（
1
日
平
均
値
）
を
超
過
し
て
い
る
日
数

2
2
日

0
日

0
日

1
5
日

1
0
日

4
0
.9
%

4
9
.6
%

5
0
.4
%

5
5
%

6
3
%

7
5
%

番
号

項
目

基
準
値

実
績
値

基
準
値
か
ら

の
傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

R
2
年
度

1
身
近
な
空
気
が
き
れ
い
に
保
た
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
人
の
割
合

3
通
勤
通
学
や
日
常
の
異
動
手
段
と
し
て
、
自
転
車
・
徒
歩
・
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
い
る

人
の
割
合

5
0
.3
%

4
4
.3
%

4
7
.6
%
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

施
策
N
o
.

Ｈ
３
０
年

度
実

績
事
業
の
概
要

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

医
療
給
付
課

・
夏
期
対
策
期
間
は
休
日
を
含
め
た
監
視
体
制
を
と
り
、
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
濃
度
が
上
昇
し
た
場
合
に
情
報
・
注
意
報

を
発
令
し
、
F
M
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
配
信
、
広
報
車
等
に
よ
る
周
知
を
実
施

ま
た
、
水
島
地
区
の
主
要
工
場
に
窒
素
酸
化
物
等
の
排
出
削
減
を
要
請
し
た
。

発
生
源
の
特
定
に
向
け
た
降
下
ば
い
じ
ん
の
分
析

調
査
を
行
う

市
内
に
配
置
さ
れ
た
測
定
局
と
移
動
測
定
車
に
よ

り
、
大
気
汚
染
物
質
の
常
時
監
視
を
実
施
す
る

市
内
２
４
ヵ
所
の
大
気
測
定
局
と
大
気
環
境
測
定
車
に
よ
り
常
時
監
視
を
実
施
し
た
。

※
真
備
測
定
局
舎
は
７
月
豪
雨
災
害
に
よ
り
被
災
。
一
時
使
用
不
能
で
あ
っ
た
。

事
業
場
及
び
測
定
局
に
お
い
て
、
降
下
ば
い
じ
ん
の
分
析
調
査
を
実
施
し
た
。

有
害
大
気
汚
染
物
質
の
排
出
状
況
を
把
握
す
る

た
め
の
調
査
を
実
施
す
る

市
内
７
か
所
(美

和
・
松
江
・
塩
生
・
春
日
・
乙
島
・
監
視
セ
ン
タ
ー
・
呼
松
)で

毎
月
調
査
実
施
し
た
。

県
と
の
協
力
の
も
と
、
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
が
高
濃
度
に

な
り
や
す
い
時
期
を
「
大
気
汚
染
防
止
夏
期
対
策

期
間
」
と
し
、
休
日
を
含
め
た
監
視
体
制
を
と
り
、
光

化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
濃
度
の
常
時
監
視
を
強
化
す

る

・
１
０
測
定
局
で
常
時
監
視
を
実
施
し
た
。

・
Ｐ
Ｍ
２
.５
の
１
時
間
値
と
日
平
均
値
の
状
況
等
を
速
報
値
と
し
て
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
で
公
開
し
た
。

微
小

粒
子

状
物

質
（
P
M
２
.５
）
の
大

気
中

濃
度

の
常
時
監
視
を
実
施
す
る

N
o
.2
2
2

大
気
汚
染

状
況

の
常

時
監
視
に

よ
る
、
市
民

の
健

康
被

害
発
生
の

防
止

発
生
源
で
あ
る
工
場
や
事
業
場
へ
の
立
入
や
、
排

出
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
や
規
制
及
び

指
導
を
実
施
す
る

●
大
気
測
定
局
に
よ
る
大
気

環
境
の
測
定
・
監
視
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
測
定
結
果
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
情

報
提
供
を
行
う

●
大
気
汚
染
状
況
の
変
化
に

対
応
す
る
た
め
、
測
定
局
の

適
正
配
置
の
見
直
し
を
行
う

●
夏
期
を
中
心
に
大
気
汚
染

防
止
対
策
期
間
と
し
て
、
光
化

学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
汚
染
の
防
止

に
重
点
を
置
い
た
総
合
的
な

対
策
を
実
施
す
る

●
有
害
大
気
汚
染
物
質
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
汚
染
状
況

を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を

実
施
し
、
基
準
を
超
過
す
る

場
合
は
、
工
場
・
事
業
場
へ

の
状
況
確
認
を
実
施
し
、
該

当
施
設
改
善
、
排
出
削
減
に

つ
い
て
指
導
を
行
う

・
水
泳
教
室
（
公
害
健
康
被
害
予
防
対
策
事
業
）

基
礎
体
力
の
増
進
と
健
康
の
回
復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
市
内
居
住
の
気
管
支
ぜ
ん
息
児
童
・
生
徒
を
対
象
に
全
１
０

回
の
水
泳
訓
練
教
室
を
行
っ
た
。
（
延
参
加
者
数
：
１
３
３
人
）

・
健
康
相
談
事
業
（
公
害
健
康
被
害
予
防
対
策
事
業
）

一
般
市
民
を
対
象
に
、
医
師
・
栄
養
士
・
保
健
師
が
呼
吸
器
疾
患
（
ぜ
ん
息
等
）
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
呼
吸
器
の
健
康

相
談
を
行
っ
た
。
（
全
１
１
回
、
延
参
加
者
数
：
１
５
人
）

大
気
汚
染
の
影
響
に
よ
る
健
康
被
害
を
予
防
し
、

市
民
の
健
康
保
持
及
び
増
進
を
図
る

【
再

掲
N
o
.2
2
1
】
施

設
の
届

出
状

況
や

自
主

測
定

結
果

の
確

認
、
立

入
調

査
等

を
実

施
し
た
。
（
立

入
調

査
１
０
６
件

、
排
出

ガ
ス
測
定
２
９
施
設
等
）
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●

基
本

目
標

２
　
水

と
空

気
と
大

地
が

き
れ

い
で
、
安

心
し
て
暮

ら
せ

る
ま
ち

◆
分

野
別

目
標

３
：
安

心
・
安

全
な
生

活
環

境
の

実
現

に
努

め
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要

な
施

策
の

内
容

区
分

担
当

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

生
活

衛
生

課

施
策

N
o
.

事
業

の
概

要

悪
臭

防
止

法
に
基

づ
き
、
発

生
源

へ
の
規

制
や

指
導

を
実

施
す

る

悪
臭

物
質

発
生

工
場

で
の
調

査
測

定
を
実

施
、
ま
た
、
市

民
か
ら
の
悪

臭
苦

情
に
対

す
る

調
査

測
定

を
実

施
す

る
工

場
・
事

業
場

で
の
敷

地
境

界
・
排

出
水

の
特

定
悪

臭
物

質
測

定
を
環

境
監

視
セ
ン
タ
ー

で
実

施
（
延

べ
１
６
回

）

騒
音

規
制

法
、
振

動
規

制
法

に
基

づ
き
、
環

境
騒

音
、
交

通
騒

音
、
交

通
振

動
の
実

態
把

握
を
行

う

騒
音

規
制

法
、
振

動
規

制
法

に
基

づ
き
、
発

生
源

へ
の
立

入
調

査
を
実

施
す

る

・
苦

情
が
寄

せ
ら
れ
た
工

場
等

に
対

し
て
立

入
を
実

施
し
、
発

生
原

因
を
調

査
し
、
防

音
・
防

振
対

策
に
つ

い
て
指

導
を
実

施
・
法

に
基

づ
く
届

出
が
提

出
さ
れ
た
際

、
届

出
者

に
防

音
・
防
振
に
つ
い
て
指
導
を
実
施
（
騒
音
届
出
１
４
０
件
・
振

動
届

出
８
７
件

）

工
場

や
事

業
場

へ
の
立

入
調

査

Ｈ
３
０
年

度
実

績

・
環

境
騒

音
測

定
５
地

点
、
幹

線
自

動
車

騒
音

２
地

点
・
道

路
に
面

す
る
地

域
の
面

的
・
点

的
評

価
１
３
区

間
・
新

幹
線

騒
音

及
び

振
動

３
地

点
・
瀬

戸
大

橋
騒

音
４
地

点

●
居

住
区

域
に
お

け
る
騒

音
測

定
、
自

動
車

や
鉄

道
の
騒

音
・
振

動
の
測

定
と
合

わ
せ

て
、
騒

音
や

振
動

に
関

す
る
関

係
法

令
に
基

づ
き
、
工

場
・
事

業
場

、
建

設
作

業
等

に
対

し
て
の
監

視
・
指

導
を

実
施

す
る

●
悪

臭
防

止
法

に
基

づ
き
規

制
・

指
導

を
行

い
、
快

適
な
生

活
環

境
の
確

保
に
努

め
る

●
日

常
生

活
か
ら
発

生
す

る
生

活
騒

音
等

に
対

し
て
は
、
出

前
講

座
や

リ
ー

フ
レ
ッ
ト
の
配

布
な
ど
啓

発
活

動
を
積

極
的

に
行

い
、
市

民
一

人
ひ

と
り
の
マ
ナ
ー

や
モ
ラ
ル
の

向
上

を
図

る

N
o
.2
3
1

悪
臭

・
騒

音
・
振

動
の

規
制

な
ど

に
よ
る
、
市

民
生

活
環

境
の
改

善
及

び
保

全

出
前

講
座

や
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
の
配

布
等

、
啓

発
活

動
を
実

施
す

る

・
養

成
研

修
未

実
施

・
サ
ポ
ー
タ
ー
数
１
５
３
人
（
Ｈ
３
０
年
度
末
現
在
）

・
環

境
イ
ベ

ン
ト
等

で
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
の
配

布
を
実

施
・
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

届
出

時
に
早

朝
や

夜
間

に
係

る
騒

音
・
振

動
へ

の
配

慮
を
指

導
し
た
。

犬
ね

こ
等

適
正

飼
育

啓
発

員
を
養

成
す

る

6
7
%

8
0
%

【
基

本
方

針
】
：
安

心
・
安

全
な
生

活
環

境
を
確

保
す
る
た
め
に
、
騒

音
規

制
法

、
振

動
規

制
法

や
悪

臭
防

止
法

等
に
基

づ
き
、
継

続
し
て
対

策
を
行

い
ま
す
。

事
業

者
等

が
適

正
に
化

学
物

質
の

管
理

・
使

用
を
行

う
よ
う
に
指

導
す
る
と
と
も
に
、
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
制

度
に
基

づ
き
、
使

用
実

態
等

の
情

報
に
つ
い
て
管

理
・
提

供
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
化

学
物

質
に
対

す
る
不

安
解

消
の

た
め
に
、
化

学
物

質
に
関

す
る
正

確
な
情

報
を
わ

か
り
易

く
説

明
・
提

供
す
る
よ
う
努

め
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
環

境
衛

生
意

識
の

向
上

を
図

る
た
め
に
、
広

報
等

に
よ
る
普

及
啓

発
や

環
境

美
化

活
動

を
支

援
し
、
ポ
イ
捨

て
や

不
法

投
棄

の
な
い
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

番
号

項
目

基
準

値
実

績
値

基
準

値
か

ら
の

傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年

度
R
2
年

度

主
要

な
施

策
に
基

づ
く
主

な
事

業
　
　
年

度
別

計
画

1
ご
み

が
無

く
ま
ち
が
き
れ
い
に
清

掃
さ
れ
て
い
る
と
感

じ
て
い
る
人

の
割

合
3
8
.4
%

5
0
.5
%

4
9
.0
%

5
5
%

7
0
%

2
環

境
の
基

準
が
守

ら
れ
、
心

身
と
も
に
健

康
に
暮

ら
せ

て
い
る
と
思

っ
て
い
る
人

の
割

合
5
4
.4
%

6
3
.2
%

6
2
.6
%
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主
要

な
施

策
の

内
容

区
分

担
当

課
施

策
N
o
.

事
業

の
概

要
Ｈ
３
０
年

度
実

績

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

環
境

政
策

課

企
画

経
営

室

生
涯

学
習

課

継
続

環
境

衛
生

課

継
続

環
境

衛
生

課

継
続

環
境

衛
生

課

・
不

法
投

棄
で
お

困
り
の
市

民
を
対

象
に
、
不

法
投

棄
禁

止
を
啓
発
す
る
看
板
を
配
布
し
た
。
（
看
板
１
８
０
枚
）

・
倉

敷
市

シ
ル
バ
ー

人
材

セ
ン
タ
ー

に
不

法
投

棄
多

発
箇

所
の
パ
ト
ロ
ー

ル
を
委

託
し
た
。
（
委

託
箇

所
　
児

島
由

加
、

児
島

唐
琴

町
、
児

島
稗

田
町

）
・
移

動
式

監
視

カ
メ
ラ
を
、
不

法
投

棄
が
多

発
し
て
い
る
７
箇

所
に
一

定
期

間
設

置
し
た
。

・
不
法
投
棄
の
情
報
を
早
朝
・
夜
間
・
休
日
で
も
受
け
付
け
ら
れ
る
よ
う
、
「
不
法
投
棄
１
１
０
番
」
を
設
置
し
た
。

高
梁

川
流

域
ク
リ
ー

ン
一

斉
行

動
事

業
　
高

梁
川

流
域

圏
域

の
市

町
で
清

掃
活

動
を
実

施
し
た
。

※
平

成
3
0
年

豪
雨

災
害

の
関

係
で
、
倉

敷
市

で
は
中

止
し
た
。

年
２
回

地
区

清
掃

を
実

施
す

る
と
と
も
に
、
全

市
一

斉
ご
み

０
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
な
ど
を
実

施
す

る

倉
敷

市
環

境
衛

生
協

議
会

事
業

運
営

へ
の
補

助
な
ど
、
地

域
の
主

体
的

な
取

組
を
支

援
す

る

・
倉
敷
市
環
境
衛
生
改
善
地
区
が
行
う
事
業
の
う
ち
、
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
整
備
（
１
０
９
件
）
、
水
道
設
備
の
新
設
（
２
件
）

又
は
器
具
等
の
購
入
（
１
１
２
件
）
に
必
要
な
経

費
に
対

し
て
補

助
金

を
交

付
し
た
。

・
環

境
衛

生
改

善
の
普

及
を
図

る
た
め
、
倉

敷
市

環
境

衛
生

協
議

会
事

業
の
運

営
補

助
を
行

っ
た
。

・
地

域
の
環

境
美

化
活

動
を
支

援
す

る
た
め
、
花

壇
等

へ
の
花

の
苗

の
購

入
費

や
除

草
作

業
な
ど
の
費

用
に
対

し
て

補
助

を
行

っ
た
。
（
２
９
支

部
）

広
報

や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

に
よ
る
普

及
啓

発
に
よ

り
環

境
美

化
意

識
の
向

上
を
図

る

・
飼

い
犬

ふ
ん
害

対
策

「
イ
エ
ロ
ー

カ
ー

ド
作

戦
」
を
実

施
し
、
必

要
な
資

材
を
２
０
団

体
に
提

供
し
た
。

・
飼

い
犬
の
ふ

ん
害
で
お
困
り
の
市
民
に
、
犬
の
ふ

ん
放
置
禁
止
を
啓
発
す
る
看
板
を
配
布
し
た
。
（
看
板
４
４
７
枚
）

・
狂

犬
病

予
防

注
射

会
場

の
う
ち
６
７
会

場
に
お

い
て
、
倉

敷
市

環
境

衛
生

協
議

会
と
協

働
し
、
飼

い
主

へ
直

接
、
犬

の
ふ

ん
持

ち
帰

り
を
呼

び
か
け
る
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
チ
ラ
シ
の
配

布
を
行

っ
た
。

・
倉

敷
市

ポ
イ
捨

て
の
防

止
及

び
路

上
喫

煙
の
制

限
に
関

す
る
条

例
の
内

容
を
周

知
す

る
た
め
、
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ

の
配

布
な
ど
啓

発
活

動
を
行

っ
た
。

沙
美
海
水
浴
場
の
海
開
き
前
に
、
地
元
住
民
、
学
校
、
企
業
等
と
連
携
し
、
海
岸
清
掃
活
動
を
実
施
（
約
１
，
０
０
０
人

参
加

、
ご
み

収
集

量
約

１
ｔ）

不
法

投
棄

の
防

止
と
早

期
発

見
の
体

制
強

化
を
図

る

地
区

住
民

の
奉

仕
清

掃
作

業
に
よ
り
搬

出
さ
れ
た
雑

草
及

び
土

砂
等

の
処

理
を
業

者
に
委

託
し
（
一

部
直

営
）
、
清

掃
を
実
施
し
た
。
(実

施
件
数
７
８
４
件
、
土
砂
等
処
理
量
９
１
４
．
６
㎥
、
草
処
理
量
３
５
９
．
４
ｔ)

・
本

市
と
倉

敷
市

環
境

衛
生

協
議

会
と
の
共

催
で
、
全

市
一

斉
ご
み

０
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
実

施
し
て
い
る
が
、
平

成
３
０

年
度

は
７
月

豪
雨

災
害

に
よ
り
中

止
と
な
っ
た
。

・
各

地
区

環
境

衛
生

協
議

会
が
実

施
す

る
一

斉
清

掃
の
支

援
を
行

っ
た
。
（
実

施
地

区
　
児

島
・
玉

島
・
船

穂
・
真

備
）

【
再

掲
№

2
1
1
】

（
児

島
湖

流
域

清
掃

大
作

戦
は
平

成
３
０
年

７
月

豪
雨

災
害

の
た
め
未

実
施

）
・
啓

発
ポ
ス
タ
ー

の
展

示
（
応

募
数

１
１
１
点

）
・
水

質
保

全
基

金
の
手

続
き
（
助

成
団

体
数

４
団

体
）

新
た
に
健

康
影

響
が
懸

念
さ
れ
る
化

学
物

質
に
つ

い
て
情

報
の
収

集
や

提
供

を
行

う
・
関

係
機

関
か
ら
の
情

報
収

集
（
県

や
環

境
省

・
経

済
産

業
省

）
・
収

集
し
た
情

報
の
提

供
（
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
市

民
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
閲

覧
・
配

布
等

）

継
続

N
o
.2
3
2

化
学

物
質

に
よ
る
汚

染
状

況
の
把

握
、
排

出
事

業
者

規
制
に
よ
る
、

生
活

環
境

の
保

全

N
o
.2
3
3

地
域

の
環

境
美

化
の

推
進

●
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

に
つ

い
て
、

大
気

や
水

、
土

壌
の
環

境
調

査
を

継
続

し
て
行

う
と
と
も
に
、
発

生
源

事
業

者
に
対

し
て
必

要
な
規

制
・

指
導

、
監

視
等

に
努

め
る

●
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
制

度
の
運

用
に
よ
り
、

事
業

者
に
よ
る
化

学
物

質
の
適

正
な
管

理
体

制
を
構

築
・
運

用
さ
せ

る
と
と
も
に
、
市

民
・
事

業
者

・
行

政
が
情

報
の
共

有
と
相

互
理

解
を

深
め
、
化

学
物

質
に
よ
る
環

境
汚

染
を
低

減
す

る
取

り
組

み
を
推

進
す

る

●
全

市
一

斉
ご
み

ゼ
ロ
キ
ャ
ン

ペ
ー

ン
な
ど
、
市

民
や

民
間

団
体

、
事

業
者

な
ど
に
よ
る
自

主
的

な
美

化
・
清

掃
活

動
を
支

援
す

る
と
と
も
に
、
散

乱
ご
み

対
策

を
進

め
、
地

域
の
環

境
美

化
を
推

進
す

る ●
倉

敷
市

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
不

法
投

棄
監

視
員

な
ど
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー

ル
の
強

化
や

、
市

民
へ

の
啓

発
・

指
導

を
通

じ
、
不

法
投

棄
や

ポ
イ

捨
て
に
つ

い
て
の
監

視
を
強

化
し
、
不

法
投

棄
の
防

止
と
早

期
発

見
の
体

制
強

化
を
図

る

Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
制

度
に
基

づ
い
て
事

業
所

か
ら
の
化

学
物

質
の
排

出
量

の
届

出
の
集

計
を
行

い
、

結
果

の
公

表
を
行

う
届
出
受
理
及
び
届
出
結
果
公
表
（
届
出
件
数
１
５
３
事
業
所
）

・
排

ガ
ス
中
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
調
査
（
５
施
設
）

・
排

水
中

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
発

生
源

調
査

(２
事

業
所

)
・
公

共
用

水
域

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

調
査

（
１
４
地

点
）

・
大

気
環

境
調

査
（
２
地

点
）

・
土

壌
中

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

調
査

（
８
地

点
）

・
地

下
水

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

調
査

（
３
地

点
）

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

対
策

特
別

措
置

法
に
基

づ
き
、
発

生
源

に
対

す
る
監

視
や

指
導

と
あ
わ
せ

て
、
環

境
中

等
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

調
査

を
実

施
す

る

環
境

衛
生

課
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●
基
本
目
標
３
　
リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
が
徹
底
さ
れ
、
循
環
型
社
会
が
形
成
さ
れ
た
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
１
：
生
産
、
消
費
段
階
を
含
め
た
「
ご
み
」
そ
の
も
の
の
排
出
抑
制
を
推
進
し
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要

な
施

策
の

内
容

区
分

担
当
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

災
害

廃
棄

物
処

理
計

画
の
策

定
市

民
へ

の
計

画
内

容
の
周

知
や

関
係

事
業

者
団

体
等

と
の
災

害
支

援
協

定
締

結
な
ど
に
よ
り
協

力
体

制
の
構

築
を

図
っ
た
。

5
9
,8
7
1
ｔ

5
8
,0
9
6
ｔ

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

3
事
業
ご
み
の
年
間
排
出
量

6
8
,1
4
0
ｔ

7
0
,1
2
2
ｔ

7
0
,1
6
8
ｔ

施
策

Ｎ
ｏ
.

事
業

の
概

要
Ｈ
３
０
年

度
実

績

N
o
.3
1
1

ご
み
と
な
る

可
能
性
の

あ
る
全

て
の

排
出

の
抑

制

●
従

来
の
５
Ｒ
（
リ
フ
ュ
ー

ズ
・
リ

デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク

ル
・
リ
ジ
ェ
ネ
レ
イ
ト
）
を
推

進
し
、
特
に
２
Ｒ
（
リ
デ
ュ
ー
ス
・
リ

ユ
ー
ス
）
に
対

し
て
重
点
的
に

取
り
組
む

●
排
出
段
階
だ
け
で
な
く
、
生

産
・
消

費
段

階
を
含

め
た
「
ご

み
」
そ
の
も
の
の
発

生
・
排

出
抑

止
を
目

指
す

。
環

境
問

題
に
対

し
て
「
知
っ
て
い
る
」
だ
け

で
な
く
市
民
の
自
主
的
な
行

動
を
促
す
施
策
に
取
り
組
む

4
0
%

6
0
%

2
家
庭
ご
み
の
一
人
一
日
当
た
り
の
排
出
量
（
資
源
ご
み
除
く
）

5
5
3
ｇ

5
1
1
ｇ

5
0
6
ｇ

4
9
5
ｇ

4
7
3
ｇ

1
ご
み
の
排
出
世
空
清
に
配
慮
し
た
行
動
を
し
て
い
る
人
の
割
合

3
0
.6
%

2
5
.3
%

2
3
.3
%

【
基

本
方

針
】
：
市

民
・
事

業
者

・
行

政
が

そ
れ

ぞ
れ

役
割

を
理

解
し
、
廃

棄
物

の
減

量
化

・
資

源
化

を
推

進
す
る
た
め
、
５
Ｒ
（
R
e
fu
se
,R
e
du

c
e
,R
e
u
se
,R
e
c
yc
le
,R
e
ge
n
e
ra
te
）
の

実
践

が
な
さ
れ

て
い
る
社

会
の

形
成

を
目

指
し
ま
す
。
排

出
段

階
で
は

も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
生

産
・
消

費
段

階
に
お
い
て
も
、
資

源
の

浪
費

を
抑

え
、
ご
み

と
な
る
可

能
性

の
あ
る
も

の
全

て
の

排
出

抑
制

を
推

進
し
て
い
き
ま
す
。

番
号

項
目

基
準

値
実

績
値

基
準

値
か

ら
の

傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

R
2
年
度

市
民
の
リ
サ
イ
ク
ル
意
識
の
向
上
、
分
別
の
徹
底
、

ご
み
の
減
量
・
適
正
処
理
に
つ
い
て
の
意
識
啓
発

を
図

る

・
リ
サ
イ
ク
ル
フ
ェ
ア
の
開

催
（
１
０
月

１
日

）
を
開

催
予

定
で
あ
っ
た
が
，
７
月

豪
雨

災
害

の
た
め
中

止
。

・
暮

ら
し
と
ご
み

展
の
開

催
（
本

庁
舎

・
各

支
所

で
小

中
学

生
か
ら
募

集
し
た
ポ
ス
タ
ー

・
標

語
の
展

示
や

啓
発

用
パ
ネ

ル
の
掲

示
を
行

っ
た
。
応

募
作

品
４
９
４
点

）
・
家
庭
ご
み
の
出
し
方
（
Ａ
３
版
）
を
作
成
し
た
。
（
広
報
く
ら
し
き
７
月
号
で
配
布
）

・
家
庭
ご
み
の
出
し
方
（
ベ
ト
ナ
ム
語
版
）
を
改

定
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
「
ご
み
分
別
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
配
信
を
し
た
。

家
庭
で
の
ご
み
減
量
の
推
進

船
穂
地
区
で
生
ご
み
収
集
・
堆
肥
化
事
業
を
実
施
（
３
４
２
世
帯
１
５
０
ｔ）

・
地
区
町
内
会
等
で
の
出
前
講
座
推
進

・
生

ご
み

水
切

り
の
推

進
（
環

境
イ
ベ

ン
ト
、
出

前
講

座
等

な
ど
の
啓

発
活

動
）

・
マ
イ
バ
ッ
ク
・
マ
イ
箸
運
動
の
推
進
（
県
下
統
一
ノ
ー
レ
ジ
袋
デ
ー
(毎

月
１
０
日
)に

ス
ー
パ
ー

の
店
頭
で
市
民
団
体
と

協
働
で
啓
発
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
、
全
４
回
）

・
家
庭
ご
み
減
量
チ
ャ
レ
ン
ジ
冊
子
及
び
雑
が
み
回
収
用
紙
袋
を
小
学
４
年
生
に
配
付
し
、
夏
休
み
に
各
家
庭
で
ご
み

減
量

の
取

り
組

み
を
進

め
た
。
（
５
５
校

参
加

　
５
，
０
８
６
部

配
付

）
・
小

学
５
・
６
年

生
を
対

象
に
「
５
Ｒ
か
る
た
」
の
読

み
札

を
公

募
し
，
作

成
後

各
小

学
校

等
に
配

布
し
た
。

倉
敷
市
マ
イ
バ
ッ
グ
・
マ
イ
箸
運
動
推
進
協
力
店
認
定
制
度
に
よ
り
、
認
定
店
舗
に
、
認
定
証
の
交
付
、
ポ
ス
タ
ー
・
の

ぼ
り
な
ど
の
広
報
物
品
を
貸
与
し
た
。
（
マ
イ
バ
ッ
グ
協
力
店
数
：
１
３
事
業
者
５
４
店
舗
、
マ
イ
箸
協
力
店
数
:３
事
業
者
８

店
舗

）

倉
敷
市
マ
イ
バ
ッ
ク
・
マ
イ
箸
運
動
推
進
協
力
店
認

定
制

度
の
推

進

生
ご
み
資
源
化
事
業
の
推
進
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主
要

な
施

策
の

内
容

区
分

担
当
課

施
策

Ｎ
ｏ
.

事
業

の
概

要
Ｈ
３
０
年

度
実

績

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

農
林

水
産

課

継
続

農
林

水
産

課
収

集
物

運
搬

処
理

（
処

理
量

約
１
３
ｔ）

・
堆

肥
化

容
器

購
入

助
成

（
補

助
基

数
１
３
６
基

）
・
生
ご
み
処
理
機
購
入
助
成
（
補
助
基
数
１
０
３
基
）

子
ど
も
会

や
町

内
会

な
ど
に
報

奨
金

を
交

付
（
実

施
団

体
数

１
，
０
０
３
団

体
・
回

収
重

量
１
１
，
８
８
０
ｔ）

堆
肥

セ
ン
タ
ー

で
、
有

機
堆

肥
の
生

産
（
約

1
5
0
tの

農
業

残
さ
や

家
庭

生
ご
み

か
ら
約

１
２
５
ｔの

有
機

堆
肥

を
生

産
）

●
市

民
・
事

業
者

が
、
基

本
理

念
や
行
動
原
則
を
自
ら
考
え
、

ご
み
の
排
出
抑
制
や
再
資
源

化
に
取
り
組
む
こ
と
を
促
進
す

る

N
o
.3
1
2

市
民
・
事
業

者
の
自

主
的

な
活

動
の
促

進

家
庭

か
ら
の
資

源
物

に
つ

い
て
、
集

団
回

収
を
実

施
す
る
ご
み
減
量
化
協
力
団
体
へ
報
奨
金
を
交
付

す
る

家
庭
か
ら
の
生
ご
み
を
生
ご
み
堆
肥
セ
ン
タ
ー
で

有
機
堆
肥
に
し
再
利
用
す
る

生
ご
み

処
理

容
器

（
コ
ン
ポ
ス
ト
・
ボ
カ
シ
容

器
・
生

ご
み
処
理
機
）
を
購
入
す
る
世
帯
に
助
成
を
行
う

漁
業
団
体
が
収
集
し
た
ゴ
ミ
の
運
搬
処
理
を
行
う
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●

基
本

目
標

３
　
リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ

イ
ク
ル

が
徹

底
さ
れ

、
循

環
型

社
会

が
形

成
さ
れ

た
ま
ち

◆
分

野
別

目
標

２
：
廃

棄
物

の
減

量
化

・
資

源
化

の
推

進
及

び
適

正
処

理
に
努

め
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要

な
施

策
の

内
容

区
分

担
当

課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

産
業

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

環
境

衛
生

課

【
基

本
方

針
】
：
排

出
さ
れ

る
廃

棄
物

は
、
再

生
利

用
に
努

め
、
再

生
利

用
が

不
可

能
な
も
の

に
つ
い
て
は

、
焼

却
に
よ
る
熱

回
収

を
行

っ
た
う
え
で
の

減
容

化
や

最
終

処
分

な
ど
の

適
正

処
理

を
実

施
し
、
廃

棄
物

が
環

境
に
与

え
る
負

荷
を
可

能
な
限

り
抑

え
ま
す
。
ま
た
、
効

率
的

に
廃

棄
物

を
処

理
す
る
こ
と
で
、
ご
み

処
理

経
費

の
節

減
に
努

め
ま
す
。
不

法
投

棄
に
よ
る
環

境
破

壊
を
防

止
す
る
た
め
、
違

法
行

為
に
は

厳
正

に
対

処
す
る
と
と
も
に
、
事

業
者

等
の

意
識

の
向

上
に
努

め
ま
す
。

●
市

民
向

け
に

生
ご

み
減

量
や

、
マ

イ
バ

ッ
ク

・
マ

イ
箸

運
動

の
推

進
等

を
行

う
と

と
も

に
、

事
業

者
向

け
に

、
大

型
生

ご
み

処
理

機
の

導
入

補
助

制
度

の
推

進
や

一
般

廃
棄

物
減

量
資

源
化

計
画

書
の

提
出

の
指

導
等

に
よ

り
排

出
抑

制
に

努
め

る
●

分
別

徹
底

の
推

進
、

ご
み

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

で
の

指
導

実
施

等
の

普
及

啓
発

を
行

う
●

空
き

缶
つ

ぶ
し

機
の

貸
出

の
拡

大
、

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

回
収

の
充

実
や

常
設

リ
サ

イ
ク

ル
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

設
置

の
検

討
等

の
回

収
体

制
の

整
備

を
行

う

N
o
.3

2
1

廃
棄

物
の

再
生

利
用

の
促

進

1
最

終
処

分
率

（
最

終
処

分
量

÷
ご

み
総

排
出

量
）

2
.4

%
1
.9

%
2
.0

%
維

持
（
2
.4

%
）

維
持

（
2
.4

%
）

2
リ

サ
イ

ク
ル

率
（
総

合
計

画
指

標
）

4
7
.8

%
4
3
.0

%
4
0
.9

%
5
2
%

5
4
%

番
号

項
目

基
準

値
実

績
値

基
準

値
か

ら
の

傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年

度
R
2
年

度

施
策

N
o
.

事
業

の
概

要
Ｈ
３
０
年

度
実

績

循
環

型
社

会
の

形
成

を
推

進
す

る
と

認
め

ら
れ

る
先

進
的

な
リ

サ
イ

ク
ル

関
係

施
設

等
の

整
備

等
に

つ
い

て
経

費
の

一
部

を
助

成
す

る

一
般

廃
棄

物
減

量
資

源
化

計
画

書
の

提
出

指
導

の
実

施
・
７

月
豪

雨
災

害
の

影
響

に
よ

り
、

大
規

模
事

業
主

に
対

す
る

計
画

書
の

提
出

依
頼

を
未

実
施

・
事

業
所

に
対

し
て

、
個

別
訪

問
を

実
施

し
、

分
別

指
導

を
行

っ
た

。
（
事

業
所

数
５

７
件

）

廃
食

用
油

を
回

収
し

本
市

の
リ

サ
イ

ク
ル

モ
デ

ル
事

業
で

あ
る

廃
食

用
油

の
バ

イ
オ

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
化

事
業

を
行

う

リ
サ

イ
ク

ル
推

進
セ

ン
タ

ー
を

拠
点

と
し

て
、

木
製

家
具

・
古

着
・
古

本
等

の
リ

ユ
ー

ス
事

業
や

リ
サ

イ
ク

ル
に

関
す

る
各

種
講

座
の

開
催

を
行

う

・
マ

イ
は

し
作

り
体

験
（
県

市
等

が
実

施
す

る
環

境
イ

ベ
ン

ト
で

実
施

）
・
啓

発
用

テ
ィ

ッ
シ

ュ
の

配
布

・
【
再

掲
3
1
1
】
倉

敷
市

マ
イ

バ
ッ

グ
・
マ

イ
箸

運
動

推
進

協
力

店
認

定
制

度
に

よ
り

、
認

定
店

舗
に

、
認

定
証

の
交

付
、

ポ
ス

タ
ー

・
の

ぼ
り

な
ど

の
広

報
物

品
を

貸
与

し
た

。
（
マ

イ
バ

ッ
グ

協
力

店
数

：
１

３
事

業
者

５
４

店
舗

、
マ

イ
箸

協
力

店
数

:３
事

業
者

８
店

舗
）

【
再

掲
N

o
.3

1
2
】
生

ご
み

処
理

容
器

（
コ

ン
ポ

ス
ト
・
ボ

カ
シ

容
器

・
生

ご
み

処
理

機
）
を

購
入

す
る

世
帯

に
助

成
を

行
う

・
堆

肥
化

容
器

購
入

助
成

（
補

助
基

数
１

３
６

基
）

・
生

ご
み

処
理

機
購

入
助

成
（
補

助
基

数
１

０
３

基
）

マ
イ

バ
ッ

ク
・
マ

イ
箸

運
動

を
推

進
す

る

「
地

域
美

化
推

進
員

制
度

」
に

よ
る

、
地

域
の

ご
み

の
減

量
・
資

源
化

を
推

進
す

る
倉

敷
市

地
域

美
化

推
進

員
制

度
の

活
用

に
よ

る
ご

み
の

減
量

化
及

び
資

源
化

の
推

進
指

導
を

実
施

し
た

。

主
要

な
施

策
に
基

づ
く
主

な
事

業
　
　
年

度
別

計
画

廃
食

用
油

を
回

収
し

、
バ

イ
オ

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
を

精
製

し
、

公
用

車
に

使
用

平
成

３
０

年
度

は
２

０
，

８
３

０
Ｌ

回
収

し
、

１
２

，
２

４
０

Ｌ
作

成

リ
サ

イ
ク

ル
推

進
セ

ン
タ

ー
（
ク

ル
ク

ル
セ

ン
タ

ー
）
で

、
木

製
家

具
の

修
理

再
生

及
び

販
売

、
古

本
・
古

着
の

無
償

提
供

、
リ

サ
イ

ク
ル

の
研

修
・
体

験
講

座
な

ど
を

実
施

し
た

。
（
来

館
者

数
２

３
，

９
５

８
人

、
リ

サ
イ

ク
ル

体
験

者
数

９
２

５
人

、
再

生
木

材
家

具
・
衣

類
・
書

類
引

渡
し

数
１

７
，

３
８

５
点

）

先
進

的
な

リ
サ

イ
ク

ル
事

業
の

施
設

整
備

事
業

経
費

の
一

部
を

補
助

を
実

施
H

３
０

年
度

実
績

：
１

件
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主
要

な
施

策
の

内
容

区
分

担
当

課
施

策
N
o
.

事
業

の
概

要
Ｈ
３
０
年

度
実

績

継
続

環
境

施
設

室

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

一
般

廃
棄

物
対

策
課

一
般

廃
棄

物
対

策
課

産
業

廃
棄

物
対

策
課

継
続

産
業

廃
棄

物
対

策
課

継
続

産
業

廃
棄

物
対

策
課

継
続

産
業

廃
棄

物
対

策
課

●
市

民
向

け
に

生
ご

み
減

量
や

、
マ

イ
バ

ッ
ク

・
マ

イ
箸

運
動

の
推

進
等

を
行

う
と

と
も

に
、

事
業

者
向

け
に

、
大

型
生

ご
み

処
理

機
の

導
入

補
助

制
度

の
推

進
や

一
般

廃
棄

物
減

量
資

源
化

計
画

書
の

提
出

の
指

導
等

に
よ

り
排

出
抑

制
に

努
め

る
●

分
別

徹
底

の
推

進
、

ご
み

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

で
の

指
導

実
施

等
の

普
及

啓
発

を
行

う
●

空
き

缶
つ

ぶ
し

機
の

貸
出

の
拡

大
、

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

回
収

の
充

実
や

常
設

リ
サ

イ
ク

ル
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

設
置

の
検

討
等

の
回

収
体

制
の

整
備

を
行

う

N
o
.3

2
1

廃
棄

物
の

再
生

利
用

の
促

進

家
庭

ご
み

の
組

成
分

析
調

査
を

実
施

す
る

処
理

施
設

に
搬

入
さ

れ
た

び
ん

を
、

リ
タ

ー
ナ

ブ
ル

び
ん

、
カ

レ
ッ

ト
等

に
選

別
し

、
再

資
源

化
す

る

警
察

Ｏ
Ｂ

4
名

を
監

視
指

導
員

と
し

て
採

用
し

、
産

業
廃

棄
物

の
不

適
正

処
理

や
不

法
投

棄
等

に
対

す
る

監
視

・
指

導
を

実
施

（
立

入
、

指
導

件
数

年
2
5
4
9
件

）

●
医

薬
系

廃
棄

物
等

の
人

体
や

環
境

に
深

刻
な

影
響

を
及

ぼ
す

恐
れ

の
あ

る
廃

棄
物

や
、

ブ
ロ

ッ
ク

タ
イ

ヤ
を

は
じ

め
と

す
る

適
正

な
処

理
が

困
難

な
廃

棄
物

に
つ

い
て

、
確

実
に

専
門

処
理

業
者

に
よ

る
処

理
を

行
う

よ
う

、
適

正
な

処
理

方
法

に
つ

い
て

の
周

知
徹

底
を

図
る

●
不

法
投

棄
を

監
視

す
る

パ
ト
ロ

ー
ル

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、

違
法

行
為

に
は

厳
正

に
対

応
す

る
●

広
報

や
事

業
者

向
け

パ
ン

フ
レ

ッ
ト
で

適
正

な
処

理
に

つ
い

て
協

力
を

呼
び

か
け

、
市

民
や

事
業

者
の

意
識

の
向

上
を

図
る

と
と

も
に

、
産

業
廃

棄
物

管
理

票
（マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
）シ

ス
テ

ム
の

推
進

と
合

わ
せ

て
不

法
投

棄
の

防
止

に
努

め
る

・び
ん

搬
入

量
  
  
　

　
　

  
  
２

,２
７

８
．

１
１

ｔ
・生

き
び

ん
排

出
量

　
  
  
  
 　

  
  
６

３
．

５
０

ｔ
・カ

レ
ッ

ト
排

出
量

　
 　

  
  
 ２

,１
９

９
．

４
１

ｔ

航
空

機
に

よ
る

上
空

監
視

、
休

日
夜

間
の

パ
ト
ロ

ー
ル

、
不

法
投

棄
防

止
用

監
視

カ
メ

ラ
の

活
用

等
に

よ
り

、
不

法
投

棄
を

防
止

す
る

焼
却

場
、

処
分

場
な

ど
の

ご
み

処
理

施
設

を
適

正
に

運
営

す
る

警
察

O
B

を
監

視
指

導
員

と
し

て
採

用
し

、
不

法
投

棄
の

防
止

や
事

業
者

の
指

導
等

を
行

う

水
島

清
掃

工
場

の
第

２
期

長
期

包
括

管
理

委
託

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
監

視
を

行
い

、
安

全
で

安
定

し
た

ご
み

の
処

理
を

実
施

し
た

。

・
産

業
廃

棄
物

処
理

業
等

許
可

件
数

３
６

４
件

(収
集

運
搬

業
１

４
４

件
、

処
分

業
８

５
件

、
処

理
施

設
１

３
５

件
)

・
自

動
車

リ
サ

イ
ク

ル
法

(引
取

業
９

０
件

、
フ

ロ
ン

類
回

収
業

４
４

件
の

登
録

、
解

体
業

２
１

件
、

破
砕

業
１

２
件

の
許

可
）

・
産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

等
へ

の
立

入
調

査
、

焼
却

炉
等

の
適

正
な

維
持

管
理

に
つ

い
て

指
導

、
運

搬
車

輌
検

査
を

実
施

・
多

量
に

産
業

廃
棄

物
を

排
出

す
る

事
業

者
に

対
し

、
減

量
・
再

生
利

用
等

を
盛

り
込

ん
だ

処
理

計
画

を
作

成
し

、
実

行
す

る
よ

う
指

導
し

た
。

（
指

導
事

業
者

数
：
１

１
６

事
業

所
）
）

・
一

般
廃

棄
物

処
理

業
許

可
件

数
１

２
８

件
(収

集
運

搬
業

１
１

９
件

、
処

分
業

６
件

、
処

理
施

設
設

置
３

件
)

・
不

法
に

投
棄

さ
れ

た
廃

家
電

を
適

正
に

処
理

す
る

・
市

の
施

設
で

は
処

理
が

困
難

な
廃

棄
物

は
、

専
門

業
者

に
よ

り
適

正
に

処
理

を
行

う

リ
サ

イ
ク

ル
協

力
店

及
び

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

か
ら

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

を
回

収
し

、
再

商
品

化
事

業
者

に
引

き
渡

す

回
収

体
制

の
整

備
・
充

実

継
続

使
用

済
み

小
型

家
電

リ
サ

イ
ク

ル
を

実
施

す
る

業
者

へ
の

助
成

実
施

（
処

理
量

５
１

８
ｔ）

粗
大

ご
み

と
し

て
回

収
さ

れ
た

も
の

の
中

か
ら

、
２

８
分

類
全

品
目

を
ピ

ッ
ク

ア
ッ

プ
方

式
に

よ
り

回
収

し
た

。
（
回

収
量

６
２

３
ｔ)

減
量

化
・
資

源
化

を
推

進
す

る
た

め
の

基
礎

資
料

と
す

る
た

め
、

家
庭

か
ら

排
出

さ
れ

る
ご

み
の

組
成

調
査

を
実

施
し

た
。

廃
棄

物
処

理
法

、
自

動
車

リ
サ

イ
ク

ル
法

に
基

づ
き

、
事

業
者

へ
の

許
可

、
指

導
、

立
入

調
査

を
行

う

・
不

法
投

棄
家

電
の

適
正

処
理

（
２

２
０

台
）

・
乾

電
池

・
古

タ
イ

ヤ
・
モ

ー
タ

ー
バ

イ
ク

等
を

処
理

委
託

（
処

理
量

：
乾

電
池

約
９

６
t、

モ
ー

タ
ー

バ
イ

ク
約

６
ｔ）

・
リ

サ
イ

ク
ル

協
力

店
か

ら
の

回
収

実
施

（
１

０
３

店
舗

、
回

収
量

３
７

８
ｔ）

・
地

区
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

回
収

実
施

（
回

収
量

２
２

８
ｔ）

事
業

系
び

ん
を

再
資

源
化

す
る

業
者

へ
助

成
を

行
う

・
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

収
集

(倉
敷

、
水

島
、

児
島

、
玉

島
、

船
穂

、
真

備
地

区
　

合
計

約
５

，
４

８
０

箇
所

)
・
各

地
区

環
境

セ
ン

タ
ー

等
で

の
ご

み
受

入
れ

・
使

用
済

み
食

用
油

を
倉

敷
市

環
境

衛
生

協
議

会
が

回
収

拠
点

を
設

け
、

月
１

回
回

収
を

実
施

・
電

話
等

で
の

事
前

申
込

に
よ

る
粗

大
ご

み
の

個
別

収
集

実
施

N
o
.3

2
2

廃
棄

物
の

適
正

処
理

に
よ

る
環

境
負

荷
の

抑
制

・
民

間
警

備
会

社
に

委
託

し
、

平
日

夜
間

及
び

休
日

の
パ

ト
ロ

ー
ル

を
実

施
（
年

１
６

1
回

）
・
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
に

よ
る

上
空

監
視

（
年

4
回

）
及

び
セ

ス
ナ

機
に

よ
る

啓
発

広
報

（
年

１
回

）
を

実
施

・
不

法
投

棄
防

止
用

カ
メ

ラ
に

よ
る

監
視

活
動

を
実

施

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
（
焼

却
処

理
場

・
資

源
循

環
型

廃
棄

物
処

理
施

設
、

粗
大

ご
み

処
理

施
設

、
最

終
処

分
場

等
）
の

適
正

な
運

営
（
維

持
管

理
）
を

行
っ

た
。

（
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

の
維

持
管

理
情

報
（
処

分
量

、
排

ガ
ス

測
定

結
果

、
処

理
水

測
定

結
果

等
）

は
、

毎
月

Ｈ
Ｐ

で
公

表
）

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト
シ

ス
テ

ム
の

徹
底

、
啓

発
活

動
の

推
進

等
に

よ
り

、
不

法
投

棄
等

の
不

適
正

処
理

な
ど

を
未

然
に

防
止

す
る

継
続

・
民

間
主

催
の

講
習

会
に

講
師

と
し

て
出

席
し

、
産

業
廃

棄
物

の
排

出
事

業
者

や
処

理
業

者
等

に
対

し
て

啓
発

し
た

。
・
Ｈ

Ｐ
、

チ
ラ

シ
等

を
活

用
し

て
産

業
廃

棄
物

に
関

す
る

情
報

を
提

供
し

た
。

一
般

廃
棄

物
対

策
課

継
続

環
境

施
設

室

白
楽

町
ご

み
焼

却
処

理
場

及
び

下
水

処
理

施
設

の
一

部
を

安
全

か
つ

安
心

に
解

体
撤

去
を

行
い

、
ス

ト
ッ

ク
ヤ

ー
ド

等
の

集
約

整
備

の
設

計
を

行
っ

た
。

［
実

績
額

]　
　

　
　

６
，

８
７

４
，

３
０

８
円

：
解

体
・
整

備
工

事
施

工
監

理
業

務
委

託
　

　
　

　
　

　
　

　
５

０
４

，
７

４
２

，
２

５
８

円
：
解

体
・
整

備
工

事

（
仮

称
）
倉

敷
西

部
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
の

基
本

計
画

と
基

本
設

計
の

策
定

，
環

境
影

響
評

価
を

実
施

し
た

。
［
実

績
額

]　
　

　
９

４
，

３
９

２
，

０
０

０
円

：
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

基
本

計
画

等
業

務
委

託
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

，
７

８
０

，
０

０
０

円
：
事

業
者

選
定

支
援

業
務

委
託

汚
泥

再
生

処
理

セ
ン

タ
ー

整
備

事
業

に
つ

い
て

、
生

活
環

境
影

響
調

査
を

実
施

し
た

。
［
実

績
額

]　
　

４
，

１
６

８
，

８
０

０
円

：
基

本
計

画
等

業
務

委
託

市
内

在
住

の
要

介
護

者
や

障
が

い
者

の
み

の
世

帯
の

う
ち

、
独

力
で

ご
み

出
し

困
難

な
世

帯
を

対
象

に
戸

別
収

集
（
ふ

れ
あ

い
収

集
）
を

実
施

し
た

。
（
実

施
世

帯
数

：
１

２
６

世
帯

）
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●
基
本
目
標
４
　
地
球
温
暖
化
対
策
の
取
組
に
よ
り
、
低
炭
素
社
会
が
形
成
さ
れ
た
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
１
：
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
の
取
組
を
推
進
し
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

「
倉

敷
市

地
球

温
暖

化
対

策
審

議
会

」
を

設
置

し
、

計
画

の
改

定
等

に
つ

い
て

協
議

し
た

。
（
１

回
実

施
）

Ｈ
３
０
度

実
績

・
区

域
施

策
編

「
ク

ー
ル

く
ら

し
き

ア
ク

シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
」
の

概
要

版
を

市
民

や
事

業
者

に
配

布
し

た
。

・
【
再

掲
N

o
.1

4
1
】
中

小
事

業
者

向
け

、
く

ら
し

き
省

エ
ネ

セ
ミ

ナ
ー

を
開

催
し

、
ク

ー
ル

く
ら

し
き

ア
ク

シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
の

周
知

を
図

っ
た

。
（
参

加
者

数
２

９
人

）

「
く

ら
し

き
グ

リ
ー

ン
メ

イ
ト
（
緑

の
カ

ー
テ

ン
推

進
員

）
」
と

と
も

に
緑

の
カ

ー
テ

ン
を

普
及

促
進

す
る

・
グ

リ
ー

ン
メ

イ
ト
の

登
録

呼
び

か
け

（
登

録
者

数
２

０
６

人
）

・
緑

の
カ

ー
テ

ン
コ

ン
テ

ス
ト
実

施
（
市

民
、

事
業

者
合

計
；
４

６
作

品
）

・
市

民
に

ゴ
ー

ヤ
の

種
を

５
，

０
０

０
袋

、
苗

６
０

０
本

配
布

平
成

２
２

年
度

に
策

定
し

た
「
倉

敷
市

地
球

温
暖

化
対

策
実

行
計

画
（
区

域
施

策
編

）
」
を

、
市

民
・

事
業

者
に

対
し

て
周

知
・
徹

底
を

図
る

市
民

、
事

業
者

、
行

政
等

の
協

働
に

よ
り

「
倉

敷
市

地
球

温
暖

化
対

策
実

行
計

画
（
区

域
施

策
編

）
」

の
進

行
管

理
を

実
施

す
る

Ｇ
－

Ｋ
Ｅ

Ａ
改

訂
版

を
各

種
環

境
イ

ベ
ン

ト
で

広
く

配
布

し
、

普
及

啓
発

を
実

施
し

た
。

ま
た

、
Ｇ

－
Ｋ

Ｅ
Ａ

の
内

容
を

市
民

に
周

知
し

た
。

「
グ

リ
ー

ン
く

ら
し

き
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

」
（
Ｇ

－
Ｋ

Ｅ
Ａ

）
の

普
及

定
着

に
よ

る
、

低
炭

素
型

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル
へ

の
転

換
を

図
る

【
基
本
方
針
】
：
低
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
て
は
、
す
べ
て
の
主
体
が
地
球
温
暖
化
問
題
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、
実
際
に
行
動
す
る
こ
と
が
、
大
き
な
推
進
力
に
な
り
ま
す
。

限
り
あ
る
資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
切
に
し
、
自
然
環
境
と
の
調
和
を
図
る
、
環
境
に
や
さ
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
普
及
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

低
炭
素
社
会
の
形
成
を
目
指
し
、
す
べ
て
の
市
民
・
事
業
者
・
行
政
が
自
ら
率
先
し
て
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
徹
底
や
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
少
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
シ
フ
ト
を
心

が
け
、
市
全
体
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
削
減
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

番
号

項
目

基
準
値

実
績
値

基
準
値
か
ら

の
傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

R
2
年
度

3
9
%

5
3
%

2
温

暖
化

対
策

「
グ

リ
ー

ン
く

ら
し

き
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

」
に

取
り

組
ん

で
い

る
企

業
の

割
合

（
隔

年
調

査
）

5
.5

%
8
.0

%
－

－
5
0
%

8
0
%

1
家

庭
で

温
暖

化
対

策
「
グ

リ
ー

ン
く

ら
し

き
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

」
に

取
り

組
ん

で
い

る
人

の
割

合
2
4
.6

%
1
6
.2

%
1
9
.4

%

【
H

2
4
年

度
】

6
.0

％
削

減
1
2
.0

％
削

減

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

●
「
グ

リ
ー

ン
く

ら
し

き
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

」
の

普
及

に
よ

る
、

暮
ら

し
の

中
で

の
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
へ

の
取

り
組

み
を

推
進

す
る

●
公

共
交

通
機

関
や

徒
歩

・
自

転
車

に
よ

る
エ

コ
移

動
等

の
推

進
を

通
じ

て
、

無
駄

の
な

い
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

を
心

が
け

る
こ

と
に

よ
り

、
家

庭
か

ら
の

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
抑

制
を

推
進

す
る

N
o
.4

1
1

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル
の

見
直

し
に

よ
る

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
抑

制

3
市

全
域

か
ら

排
出

さ
れ

る
温

室
効

果
ガ

ス
（
Ｃ

Ｏ
２

）
の

削
減

割
合

（
２

０
０

７
年

度
比

）
【
H

1
9
年

度
】

3
9
,5

7
3
千

ｔ
【
Ｈ

2
6
年

度
】

1
4
.2

%
削

減
【
Ｈ

2
7
年

度
】

1
8
.0

%
削

減

施
策
N
o
.

事
業
の
概
要
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

Ｈ
３
０
度

実
績

施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

継
続

環
境

政
策

課

継
続

交
通

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

交
通

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

N
o
.4

1
1

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル
の

見
直

し
に

よ
る

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
抑

制

N
o
.4

1
2

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

設
備

等
の

導
入

に
よ

る
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

抑
制

●
「
グ

リ
ー

ン
く

ら
し

き
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

」
の

普
及

に
よ

る
、

暮
ら

し
の

中
で

の
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
へ

の
取

り
組

み
を

推
進

す
る

●
公

共
交

通
機

関
や

徒
歩

・
自

転
車

に
よ

る
エ

コ
移

動
等

の
推

進
を

通
じ

て
、

無
駄

の
な

い
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

を
心

が
け

る
こ

と
に

よ
り

、
家

庭
か

ら
の

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
抑

制
を

推
進

す
る

・
【
再

掲
N

o
.2

2
1
】
ス

マ
ー

ト
通

勤
岡

山
へ

の
参

加
（
１

０
月

）
・
【
再

掲
N

o
.2

2
1
】
市

職
員

チ
ャ

レ
ン

ジ
・
エ

コ
通

勤
（
正

式
実

施
）
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

参
加

者
９

名

・
地

球
温

暖
化

対
策

に
係

る
出

前
講

座
実

施
（
４

件
）

・
伊

東
家

の
省

エ
ネ

体
験

（
イ

オ
ン

モ
ー

ル
倉

敷
で

実
施

）
（
１

１
回

）
・
こ

ど
も

エ
コ

ラ
イ

フ
チ

ャ
レ

ン
ジ

の
実

施
（
小

学
校

１
校

実
施

）

運
輸

・
民

生
部

門
の

省
エ

ネ
、

省
Ｃ

Ｏ
２

対
策

を
推

進
す

る
た

め
、

市
民

へ
の

設
備

等
の

購
入

に
対

し
て

助
成

を
行

う

市
民

や
事

業
者

に
対

し
て

、
マ

イ
カ

ー
利

用
の

抑
制

の
た

め
の

啓
発

を
行

う

倉
敷

市
公

共
施

設
低

炭
素

配
慮

指
針

の
運

用
（
指

針
の

周
知

、
新

エ
ネ

や
省

エ
ネ

機
器

の
導

入
実

績
の

情
報

共
有

や
勉

強
会

を
目

的
に

倉
敷

市
公

共
施

設
低

炭
素

化
検

討
委

員
会

を
１

回
開

催
）

●
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
機

器
・
設

備
の

積
極

的
な

導
入

や
エ

ネ
ル

ギ
ー

源
の

シ
フ

ト
等

を
推

進
し

、
市

全
体

で
の

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
抑

制
に

努
め

る

倉
敷

市
公

共
施

設
低

炭
素

配
慮

指
針

に
基

づ
き

、
公

共
施

設
の

低
炭

素
化

を
推

進
す

る

Ｃ
Ｏ

２
削

減
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
診

断
事

業
委

託
実

施
（
１

カ
所

）
 ※

国
の

１
０

０
％

補
助

事
業

電
気

自
動

車
充

電
設

備
の

整
備

を
推

進
す

る

継
続

充
電

設
備

設
置

へ
の

補
助

を
実

施
し

た
（
２

基
）

市
が

所
有

す
る

電
気

自
動

車
等

を
活

用
し

て
、

市
民

へ
電

気
自

動
車

の
普

及
啓

発
を

行
う

・
環

境
イ

ベ
ン

ト
等

で
電

気
自

動
車

を
展

示
及

び
電

源
と

し
て

活
用

・
環

境
交

流
ス

ク
エ

ア
に

設
置

す
る

簡
易

水
素

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

及
び

市
が

導
入

し
た

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

普
及

啓
発

を
実

施

【
再

掲
N

o
.2

2
1
】
電

気
自

動
車

等
（
１

５
０

台
）
へ

の
補

助
を

実
施

し
た

。

公
共

交
通

機
関

や
徒

歩
・
自

転
車

に
よ

る
エ

コ
移

動
を

推
進

す
る

【
再

掲
N

o
.2

2
1
】
庁

内
で

ノ
ー

マ
イ

カ
ー

デ
ー

を
年

１
回

実
施

（
５

月
取

組
率

:８
３

．
９

%
）

環
境

政
策

課

【
再

掲
N

o
.2

2
1
】
バ

ス
利

用
の

意
識

啓
発

（
バ

ス
の

乗
り

方
や

マ
ナ

ー
、

運
賃

の
支

払
い

方
法

等
に

つ
い

て
、

小
学

生
に

バ
ス

教
室

を
実

施
　

小
学

校
７

校
、

５
１

５
人

参
加

）

Ｎ
Ｐ

Ｏ
等

と
の

連
携

に
よ

る
イ

ベ
ン

ト
開

催
な

ど
、

市
民

へ
の

啓
発

と
温

室
効

果
ガ

ス
削

減
の

取
組

を
推

進
す

る
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●
基
本
目
標
４
　
地
球
温
暖
化
対
策
の
取
組
に
よ
り
、
低
炭
素
社
会
が
形
成
さ
れ
た
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
２
：
地
域
特
性
を
活
か
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
積
極
的
利
用
に
よ
り
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
循
環
型
の
社
会
を
目
指
し
ま
す

　
◆
目
標
と
す
る
指
標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

環
境

政
策

課

番
号

項
目

基
準
値

実
績
値

基
準
値
か
ら

の
傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

R
2
年
度

倉
敷

市
が

定
め

る
認

定
基

準
に

適
合

す
る

低
炭

素
住

宅
「
次

世
代

エ
コ

ハ
ウ

ス
」
に

対
す

る
助

成
を

行
う

2
5
0
ｋ
Ｗ

5
0
0
ｋ
Ｗ

1
住

宅
用

太
陽

光
発

電
シ

ス
テ

ム
設

置
件

数
3
,8

5
2
件

1
6
,2

7
1
件

1
7
,0

5
1
件

【
基
本
方
針
】
：
「
晴
れ
の
国
お
か
や
ま
」
と
い
う
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
有
利
な
気
象
条
件
や
、
電
気
自
動
車
の
生
産
地
で
あ
る
等
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
鍵
と
な
る
特
性
を

有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
特
性
を
活
か
し
た
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
循
環
型
の
社
会
を
目
指
し
ま
す
。

N
o
.4

2
2

公
共

施
設

へ
の

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
の

率
先

導
入

●
市

の
事

務
事

業
活

動
か

ら
排

出
さ

れ
る

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
削

減
を

目
指

す
●

公
共

施
設

に
太

陽
光

発
電

シ
ス

テ
ム

を
始

め
と

し
た

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

設
備

を
率

先
し

て
導

入
し

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
普

及
啓

発
に

努
め

る
公

共
施

設
の

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

を
実

施
す

る

Ｇ
－

Ｋ
Ｅ

Ａ
改

訂
版

を
各

種
環

境
イ

ベ
ン

ト
で

広
く

配
付

し
、

普
及

啓
発

を
実

施
し

た
。

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
の

把
握

・
省

エ
ネ

中
長

期
投

資
計

画
の

策
定

・
施

設
設

備
機

器
台

帳
、

管
理

標
準

の
作

成
･更

新
・
再

生
可

能
・
未

利
用

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

検
討

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

規
定

の
運

用
・
電

気
需

要
平

準
化

の
対

策

Ｓ
Ｔ

Ｏ
Ｐ

温
暖

化
く

ら
し

き
実

行
委

員
会

構
成

団
体

に
よ

り
、

各
種

イ
ベ

ン
ト
へ

出
展

し
普

及
啓

発
を

実
施

し
た

。

く
ら

し
き

サ
ン

サ
ン

倶
楽

部
３

，
１

２
１

世
帯

分
２

，
７

０
８

ｔの
ク

レ
ジ

ッ
ト
を

創
出

（
売

却
実

績
７

１
９

ｔ）

1
0
,0

0
0
件

2
8
,0

0
0
件

2
公

共
施

設
の

太
陽

光
発

電
シ

ス
テ

ム
設

置
k
w
数

９
０

ｋ
Ｗ

6
8
9
.4

ｋ
ｗ

7
3
4
.4

ｋ
ｗ

「
節

電
く

ら
し

き
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
を

配
布

し
、

全
庁

で
節

電
を

実
施

市
の

事
業

活
動

に
伴

う
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
省

エ
ネ

中
長

期
投

資
計

画
を

策
定

す
る

。

N
o
.4

2
1

家
庭

へ
の

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
の

導
入

促
進

既
築

住
宅

に
対

し
、

２
４

８
件

の
設

置
補

助
を

実
施

し
た

。

住
宅

用
燃

料
電

池
シ

ス
テ

ム
を

設
置

し
た

家
庭

に
助

成
を

行
う

６
０

件
の

補
助

を
実

施
し

た
。

●
民

生
家

庭
部

門
か

ら
の

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
削

減
を

図
る

た
め

、
支

援
制

度
や

普
及

啓
発

な
ど

を
通

じ
て

、
積

極
的

に
住

宅
用

太
陽

光
発

電
シ

ス
テ

ム
の

導
入

を
推

進
し

て
い

く
●

そ
の

他
の

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
に

つ
い

て
も

、
市

民
生

活
に

適
し

た
設

備
の

導
入

が
進

む
よ

う
に

普
及

啓
発

等
を

行
っ

て
い

く

補
助

事
業

者
の

排
出

削
減

分
を

ク
レ

ジ
ッ

ト
化

し
、

「
Ｊ－

ク
レ

ジ
ッ

ト
制

度
」
を

活
用

し
た

温
室

効
果

ガ
ス

削
減

事
業

を
実

施
す

る

倉
敷

市
地

球
温

暖
化

対
策

実
行

計
画

（
事

務
事

業
編

）
の

推
進

【
再

掲
N

o
.4

1
1
】
「
グ

リ
ー

ン
く

ら
し

き
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

（
Ｇ

－
Ｋ

Ｅ
Ａ

）
」
の

普
及

定
着

に
よ

る
、

低
炭

素
型

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル
へ

の
転

換
を

図
る

継
続

環
境

政
策

課
関

係
各

課

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

倉
敷

市
地

球
温

暖
化

対
策

実
行

計
画

(事
務

事
業

編
)に

基
づ

く
省

エ
ネ

・
温

暖
化

対
策

の
推

進

施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

Ｈ
３
０
年
度
実
績

１
６

件
の

補
助

を
実

施
し

た
。

住
宅

用
太

陽
光

利
用

シ
ス

テ
ム

を
設

置
し

た
家

庭
に

助
成

を
行

う

住
宅

用
太

陽
熱

温
水

器
を

設
置

し
た

家
庭

に
助

成
を

行
う

２
５

件
の

補
助

を
実

施
し

た
。

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
（
太

陽
光

発
電

シ
ス

テ
ム

以
外

）
設

備
の

導
入

が
進

む
よ

う
普

及
啓

発
を

行
う

定
置

型
リ
チ

ウ
ム

イ
オ

ン
蓄

電
池

を
設

置
し

た
家

庭
に

助
成

を
行

う
１

０
０

件
の

補
助

を
実

施
し

た
。
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

Ｈ
３
０
年
度
実
績

継
続

公
有

財
産

活
用

室

保
育

・
幼

稚
園

課

教
育

企
画

総
務

課

公
園

緑
地

課

教
育

施
設

課

環
境

政
策

課

継
続

下
水

経
営

計
画

課 下
水

施
設

課

教
育

施
設

課

継
続

継
続

環
境

政
策

課
【
再

掲
N

o
.4

1
2
】
倉

敷
市

公
共

施
設

低
炭

素
配

慮
指

針
に

基
づ

き
、

公
共

施
設

の
低

炭
素

化
を

推
進

す
る

【
市

立
学

校
へ

の
太

陽
光

発
電

設
備

導
入

】
・
南

中
学

校
（
１

０
k
Ｗ

）
完

成
・
東

陽
中

学
校

（
１

０
k
Ｗ

）
完

成
・
茶

屋
町

小
学

校
・
茶

屋
町

東
幼

稚
園

（
１

０
ｋ
W

）
着

工

【
再

掲
N

o
.1

4
1
】
公

共
施

設
等

の
屋

根
及

び
土

地
貸

し
に

よ
る

太
陽

光
発

電
シ

ス
テ

ム
導

入
　

　
計

６
施

設

倉
敷

市
公

共
施

設
低

炭
素

配
慮

指
針

の
運

用
（
指

針
の

周
知

、
新

エ
ネ

や
省

エ
ネ

機
器

の
導

入
実

績
の

情
報

共
有

や
勉

強
会

を
目

的
に

倉
敷

市
公

共
施

設
低

炭
素

化
検

討
委

員
会

を
１

回
開

催
）

・
児

島
下

水
処

理
場

消
化

ガ
ス

発
電

事
業

（
７

５
k
Ｗ

)を
平

成
２

７
年

度
よ

り
開

始
し

、
平

成
２

８
年

度
５

０
K

W
を

追
加

し
合

計
１

２
５

K
W

の
発

電
し

た
。

電
力

は
自

家
消

費
す

る
と

と
も

に
引

き
続

き
Ｃ

Ｏ
2
の

排
出

量
を

削
減

す
る

。
・
Ｊク

レ
ジ

ッ
ト
の

創
出

公
共

施
設

へ
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

設
備

を
導

入
す

る

大
高

小
学

校
の

生
垣

化
等

植
樹

の
実

施
N

o
.4

2
2

公
共

施
設

へ
の

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
の

率
先

導
入

●
市

の
事

務
事

業
活

動
か

ら
排

出
さ

れ
る

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
削

減
を

目
指

す
●

公
共

施
設

に
太

陽
光

発
電

シ
ス

テ
ム

を
始

め
と

し
た

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

設
備

を
率

先
し

て
導

入
し

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
普

及
啓

発
に

努
め

る

Ｃ
Ｏ

２
削

減
ポ

テ
ン

シ
ャ

ル
診

断
事

業
委

託
実

施
（
１

カ
所

）
 ※

国
の

１
０

０
％

補
助

事
業

・
ラ

イ
フ

パ
ー

ク
倉

敷
、

消
防

局
倉

敷
消

防
署

合
同

庁
舎

、
児

島
消

防
署

、
児

島
支

所
、

玉
島

支
所

、
真

備
支

所
の

６
施

設
を

継
続

し
た

。
・
芸

文
館

の
Ｅ

Ｓ
Ｃ

Ｏ
サ

ー
ビ

ス
を

開
始

し
た

。
・
倉

敷
公

民
館

、
玉

島
図

書
館

の
優

先
交

渉
権

者
を

決
定

し
た

。
・
倉

敷
市

民
会

館
の

提
案

募
集

を
開

始
し

た
。

・
他

施
設

の
導

入
可

能
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

。

・
小

中
学

校
庭

の
芝

生
化

（
菅

生
小

学
校

・
郷

内
小

学
校

・
庄

中
学

校
）
及

び
維

持
管

理
を

行
っ

た
。

（
Ｈ

３
０

末
現

在
：
累

計
２

０
校

）

（
く

ら
し

き
流

E
S
C

O
事

業
）
公

共
施

設
の

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

を
実

施
す

る

・
保

育
園

庭
の

芝
生

化
（
豊

洲
保

育
園

）
及

び
保

育
園

及
び

認
定

こ
ど

も
園

庭
の

芝
生

維
持

管
理

を
行

っ
た

。
（
Ｈ

３
０

末
現

在
：
累

計
１

４
園

）

継
続

・
学

校
・
園

の
壁

面
緑

化
（
全

て
の

市
立

学
校

・
幼

稚
園

計
１

３
７

校
園

で
実

施
）

・
幼

稚
園

庭
の

芝
生

の
維

持
管

理
（
Ｈ

３
０

度
現

在
：
累

計
３

園
）

【
再

掲
N

o
.1

2
1
】
公

共
施

設
の

壁
面

緑
化

等
を

推
進

す
る
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●
基
本
目
標
５
　
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
環
境
意
識
を
持
ち
行
動
す
る
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
１
：
環
境
教
育
・
環
境
学
習
を
推
進
し
、
環
境
意
識
を
持
ち
行
動
で
き
る
人
を
増
や
し
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

環
境

政
策

課

継
続

市
民

学
習

セ
ン

タ
ー

環
境

政
策

課

環
境

交
流

ス
ク

エ
ア

西
棟

４
階

の
「
環

境
学

習
セ

ン
タ

ー
」
を

環
境

学
習

の
拠

点
施

設
と

し
て

活
用

（
エ

コ
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
・
エ

コ
ギ

ャ
ラ

リ
ー

・
環

境
学

習
教

室
の

施
設

利
用

実
績

６
,０

３
０

人
、

イ
ベ

ン
ト
・
講

座
等

参
加

者
数

１
０

,２
８

２
人

）
環

境
学

習
セ

ン
タ

ー
で

の
環

境
学

習
・
講

座
等

の
充

実
を

図
る

流
域

連
携

事
業

と
し

て
、

各
学

校
の

平
成

３
１

年
度

の
学

習
計

画
策

定
に

間
に

合
う

よ
う

、
平

成
３

１
年

１
月

に
関

係
市

町
の

教
育

委
員

会
、

小
中

学
校

へ
「
倉

敷
市

環
境

学
習

セ
ン

タ
ー

」
の

利
用

案
内

を
送

付
し

た
。

市
民

学
習

セ
ン

タ
ー

や
公

民
館

で
の

環
境

学
習

講
座

の
充

実
を

図
る

市
民

学
習

セ
ン

タ
ー

や
公

民
館

で
、

環
境

政
策

課
と

連
携

し
た

く
ら

し
き

市
民

講
座

「
家

計
と

地
球

に
や

さ
し

い
☆

省
エ

ネ
を

取
り

入
れ

た
暮

ら
し

」
、

「
ス

ー
パ

ー
サ

イ
エ

ン
ス

な
高

校
生

と
考

え
る

自
然

環
境

」
な

ど
環

境
を

テ
ー

マ
に

し
た

さ
ま

ざ
ま

な
講

座
を

実
施

。
市

民
学

習
セ

ン
タ

ー
で

は
６

講
座

実
施

し
、

９
３

名
の

方
が

受
講

し
た

。

継
続

【
基
本
方
針
】
：
こ
れ
ま
で
の
環
境
学
習
の
機
会
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
環
境
学
習
・
環
境
活
動
を
支
え
る
人
材
（
地
域
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
の
育
成
を
図
る
こ
と
で
、
人
間
と
環
境
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
も
ち
、
自
ら
が
責
任
を
も
っ
て
、
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
に
主
体
的
に
参
加
で
き
る
人
を
増
や
す
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

番
号

項
目

基
準
値

実
績
値

基
準
値
か
ら

の
傾
向

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

R
2
年
度

2
0
%

1
「
も

っ
た

い
な

い
」
意

識
を

共
有

し
て

い
る

社
会

が
出

来
て

い
る

と
思

う
人

の
割

合
6
.0

%
6
.7

%
5
.9

%

4
.0

%
2
.8

%
3
.1

%
1
0
%

N
o
.5

1
1

環
境

学
習

の
機

会
の

提
供

1
2
%

Ｈ
３
０
年

度
実

績
施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

●
子

ど
も

か
ら

大
人

ま
で

多
く

の
市

民
が

身
近

な
と

こ
ろ

で
、

環
境

学
習

や
実

践
活

動
の

場
や

機
会

が
多

様
な

形
で

存
在

す
る

よ
う

、
こ

れ
ま

で
の

、
講

演
会

、
環

境
イ

ベ
ン

ト
、

自
然

観
察

会
、

出
前

講
座

の
拡

充
を

図
る

●
公

民
館

等
の

社
会

教
育

施
設

を
地

域
で

の
環

境
教

育
の

場
と

し
て

、
よ

り
一

層
の

充
実

を
図

る
こ

と
で

、
幅

広
い

環
境

学
習

の
場

の
提

供
に

努
め

る
●

環
境

監
視

セ
ン

タ
ー

、
ク

ル
ク

ル
セ

ン
タ

ー
、

自
然

史
博

物
館

な
ど

の
環

境
学

習
施

設
の

整
備

・
充

実
を

図
る

●
市

民
・
市

民
公

益
活

動
団

体
、

事
業

者
、

行
政

等
の

各
主

体
が

連
携

し
て

、
地

域
等

で
自

主
的

な
環

境
教

育
が

実
施

で
き

る
よ

う
に

、
環

境
に

関
す

る
必

要
な

情
報

の
収

集
及

び
提

供
に

努
め

る

講
演

会
、

環
境

イ
ベ

ン
ト
等

へ
の

出
展

、
自

然
観

察
会

、
出

前
講

座
、

環
境

学
習

講
座

等
の

充
実

を
図

る

・
６

／
２

，
６

／
９

環
境

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
（
体

験
型

環
境

学
習

、
エ

コ
フ

ー
ド

コ
ー

ナ
ー

,環
境

講
演

会
な

ど
の

イ
ベ

ン
ト

を
実

施
：
約

５
,１

４
０

人
参

加
）

・
【
再

掲
N

o
.1

1
3
】
水

辺
教

室
（
高

梁
川

河
川

敷
 水

江
の

渡
し

）
＜

７
月

豪
雨

災
害

の
た

め
中

止
＞

・
【
再

掲
N

o
.1

1
3
】
海

辺
教

室
（
児

島
通

生
の

海
岸

）
＜

７
月

豪
雨

災
害

の
た

め
中

止
＞

・
エ

コ
サ

マ
ー

ス
ク

ー
ル

や
各

種
環

境
学

習
講

座
の

実
施

（
２

２
件

８
２

０
人

参
加

）
・
各

種
出

前
講

座
の

実
施

（
１

３
件

４
１

８
人

参
加

）
・
【
再

掲
N

o
.1

4
1
】
省

エ
ネ

セ
ミ

ナ
ー

（
講

演
会

：
２

９
人

参
加

）

3
0
%

2
環

境
学

習
等

で
学

ん
だ

こ
と

を
、

日
常

生
活

の
中

で
実

践
し

て
い

る
人

の
割

合
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主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

Ｈ
３
０
年

度
実

績
施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

継
続

自
然

史
博

物
館

継
続

環
境

政
策

課

継
続

企
画

経
営

室

継
続

環
境

政
策

課

N
o
.5

1
2

環
境

学
習

や
環

境
活

動
を

支
え

る
人

（
地

域
・

Ｎ
Ｐ

Ｏ
）
の

育
成

●
地

域
に

お
け

る
環

境
活

動
を

先
導

す
る

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

や
、

環
境

学
習

を
推

進
す

る
指

導
者

の
育

成
や

活
動

支
援

に
努

め
る ●

市
か

ら
の

情
報

提
供

を
充

実
さ

せ
る

と
と

も
に

、
地

域
や

事
業

者
が

環
境

に
関

す
る

取
り

組
み

や
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

が
で

き
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形
成

を
目

指
す

・
第

２
７

回
特

別
展

「
岡

山
の

野
鳥

た
ち

～
む

か
し

・
い

ま
・
み

ら
い

～
」
を

開
催

　
（
来

場
者

数
１

０
,０

１
５

人
）

・
特

別
陳

列
「
冨

山
哲

夫
チ

ョ
ウ

類
コ

レ
ク

シ
ョ
ン

」
「
折

り
紙

昆
虫

展
」
「
新

着
資

料
展

（
総

合
）
」
「
第

2
6
 回

し
ぜ

ん
し

く
ら

し
き

賞
作

品
展

」
「
新

着
資

料
展

（
昆

虫
）
」
を

開
催

・
「
倉

敷
ま

ち
か

ど
博

物
館

」
の

貸
出

設
置

（
１

１
施

設
に

４
０

台
）

・
「
倉

敷
市

立
自

然
史

博
物

館
研

究
報

告
」
の

発
行

（
６

０
０

部
）

・
専

門
分

野
の

寄
稿

・
講

演
（
１

０
４

件
）

・
自

然
史

資
料

の
収

集
（
標

本
約

８
１

，
９

０
２

点
、

文
献

１
,７

３
２

点
）

・
市

民
が

幅
広

く
参

加
で

き
る

自
然

観
察

会
、

講
座

等
を

開
催

（
１

３
件

）
・
「
友

の
会

」
に

よ
る

自
然

観
察

会
等

の
開

催
を

援
助

（
１

８
件

）
・
自

然
に

関
す

る
問

い
合

わ
せ

対
応

（
９

９
０

件
）

・
外

部
へ

の
講

師
派

遣
（
２

２
件

）
・
「
１

１
月

３
日

は
自

然
史

博
物

館
ま

つ
り

」
を

開
催

（
参

加
者

８
,８

２
５

人
）
  
な

ど

行
政

、
企

業
、

市
民

団
体

等
が

情
報

共
有

や
取

組
を

共
有

で
き

る
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
形

成
を

め
ざ

す高
梁

川
流

域
７

市
３

町
の

大
学

・
企

業
・
各

種
団

体
等

に
よ

る
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

組
織

に
よ

っ
て

，
流

域
の

自
然

，
歴

史
・
文

化
，

産
業

，
町

並
み

等
を

テ
ー

マ
と

し
た

学
校

教
育

の
補

完
や

企
業

研
修

等
を

実
施

、
圏

域
の

将
来

を
担

う
人

材
育

成
と

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

意
識

向
上

を
図

る
。

・
Ｓ

Ｔ
Ｏ

Ｐ
温

暖
化

く
ら

し
き

実
行

委
員

会
（
事

務
局

：
環

境
学

習
セ

ン
タ

ー
）

・
【
再

掲
N

o
.4

1
1
】
倉

敷
市

地
球

温
暖

化
対

策
審

議
会

（
事

務
局

：
地

球
温

暖
化

対
策

室
）

・
環

境
学

習
を

通
じ

た
人

材
育

成
・
ま

ち
づ

く
り

を
考

え
る

協
議

会
（
事

務
局

：
公

益
財

団
法

人
　

水
島

地
域

環
境

再
生

財
団

）
へ

の
参

画
　

な
ど

倉
敷

市
を

含
む

高
梁

川
流

域
圏

域
に

お
い

て
計

１
３

事
業

を
実

施
し

、
延

約
１

，
０

６
８

人
が

参
加

し
た

。
主

な
取

組
と

し
て

、
備

中
の

伝
統

文
化

の
発

信
と

人
材

育
成

、
後

世
へ

の
継

承
を

目
的

と
し

た
「
備

中
志

塾
」
の

ほ
か

，
風

土
ツ

ー
リ

ズ
ム

の
開

発
等

を
行

う
「
高

梁
川

ト
レ

イ
ル

」
、

希
少

種
生

物
の

保
護

及
び

自
然

生
命

の
循

環
を

学
習

す
る

「
Ｓ

Ａ
Ｖ

Ｅ
Ｊ

Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
」
な

ど
を

実
施

し
た

。

地
域

の
環

境
学

習
活

動
を

推
進

す
る

た
め

の
市

民
パ

ー
ト
ナ

ー
の

養
成

や
活

動
支

援
に

努
め

、
市

域
全

体
の

環
境

保
全

活
動

の
活

性
化

を
図

る

・
環

境
学

習
セ

ン
タ

ー
登

録
団

体
連

携
事

業
（
夏

休
み

宿
題

応
援

団
、

八
間

川
調

査
隊

等
を

実
施

）
・
環

境
学

習
セ

ン
タ

ー
登

録
団

体
に

よ
る

会
議

室
や

展
示

室
の

無
料

使
用

（
実

績
延

べ
２

４
件

）
・
環

境
学

習
セ

ン
タ

ー
登

録
団

体
又

は
エ

コ
ラ

イ
ブ

ラ
リ
ー

利
用

登
録

者
に

環
境

学
習

用
器

材
（
ワ

ッ
ト
チ

ェ
ッ

カ
ー

、
燃

費
計

、
小

型
顕

微
鏡

等
）
の

無
料

貸
出

・
【
再

掲
N

o
.4

1
1
】
グ

リ
ー

ン
メ

イ
ト
の

登
録

呼
び

か
け

（
登

録
者

数
：
２

０
６

人
）

・
市

内
高

校
生

を
環

境
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

運
営

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
受

入
（
５

０
人

）

環
境

に
関

す
る

情
報

の
収

集
及

び
適

切
な

情
報

の
提

供
を

行
う

・
Ｈ

Ｐ
の

充
実

・
広

報
紙

掲
載

（
広

報
く

ら
し

き
、

パ
ワ

フ
ル

キ
ッ

ズ
等

）
・
記

者
ク

ラ
ブ

、
小

中
学

校
等

へ
の

情
報

提
供

・
環

境
関

連
の

講
座

や
イ

ベ
ン

ト
情

報
の

メ
ー

ル
マ

ガ
ジ

ン
配

信

自
然

史
博

物
館

事
業

の
推

進

継
続

環
境

政
策

課

関
係

各
課

●
子

ど
も

か
ら

大
人

ま
で

多
く

の
市

民
が

身
近

な
と

こ
ろ

で
、

環
境

学
習

や
実

践
活

動
の

場
や

機
会

が
多

様
な

形
で

存
在

す
る

よ
う

、
こ

れ
ま

で
の

、
講

演
会

、
環

境
イ

ベ
ン

ト
、

自
然

観
察

会
、

出
前

講
座

の
拡

充
を

図
る

●
公

民
館

等
の

社
会

教
育

施
設

を
地

域
で

の
環

境
教

育
の

場
と

し
て

、
よ

り
一

層
の

充
実

を
図

る
こ

と
で

、
幅

広
い

環
境

学
習

の
場

の
提

供
に

努
め

る
●

環
境

監
視

セ
ン

タ
ー

、
ク

ル
ク

ル
セ

ン
タ

ー
、

自
然

史
博

物
館

な
ど

の
環

境
学

習
施

設
の

整
備

・
充

実
を

図
る

●
市

民
・
市

民
公

益
活

動
団

体
、

事
業

者
、

行
政

等
の

各
主

体
が

連
携

し
て

、
地

域
等

で
自

主
的

な
環

境
教

育
が

実
施

で
き

る
よ

う
に

、
環

境
に

関
す

る
必

要
な

情
報

の
収

集
及

び
提

供
に

努
め

る

N
o
.5

1
1

環
境

学
習

の
機

会
の

提
供
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●
基
本
目
標
５
　
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
環
境
意
識
を
持
ち
行
動
す
る
ま
ち

◆
分
野
別
目
標
２
：
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
の
環
境
教
育
を
充
実
し
、
行
動
で
き
る
人
を
育
て
ま
す

　
◆

目
標

と
す
る
指

標

主
要
な
施
策
の
内
容

区
分

担
当
課

継
続

環
境
政
策
課

継
続

教
委
・
指
導
課

継
続

環
境
政
策
課

環
境
政
策
課

農
林
水
産
課

少
年
自
然
の
家

継
続

環
境
政
策
課

継
続

環
境
政
策
課

【
基
本
方
針
】
：
家
庭
、
学
校
、
地
域
な
ど
多
様
な
場
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
環
境
教
育
を
推
進
し
、
ま
た
、
家
庭
、
学
校
、
地
域
、
事
業
者
が
相
互

に
連
携
し
た
取

組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
環
境
に
配
慮
し
た
行
動
の
よ
き
実
践
者
と
な
る
よ
う
に
、
環
境
教
育
・
環
境
学
習
の
推
進
を
目
指
し
ま
す
。

主
要
な
施
策
に
基
づ
く
主
な
事
業
　
　
年
度
別
計
画

3
自
然
に
ふ
れ
る
活
動
に
参
加
し
て
い
る
子
ど
も
の
数

1
4
,5
3
7
人

1
3
,1
7
1
人

1
2
,4
7
3
人

8
0
%

9
5
%

2
「
も
っ
た
い
な
い
」
意
識
を
も
ち
、
物
を
大
切
に
し
て
い
る
子
ど
も
の
割
合

3
1
.4
%

4
5
.3
%

4
8
.3
%

4
5
%

6
5
%

1
自
然
が
か
け
が
え
の
無
い
大
切
な
も
の
だ
と
感
じ
て
い
る
子
ど
も
の
割
合

7
1
.7
%

7
6
.9
%

7
6
.6
%

め
ざ
そ
う
値

H
2
1

H
2
9

H
3
0

H
2
7
年
度

R
2
年
度

番
号

項
目

基
準
値

実
績
値

基
準
値
か
ら

の
傾
向

1
7
,5
0
0
人

1
9
,7
0
0
人

発
達
段
階
に
応
じ
た
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り

企
業
、
市
民
団
体
等
と
連
携
し
た
、
環
境
教
育
を

推
進
す
る

各
学
校
が
計
画
的
に
教
科
学
習
や
体
験
的
な
学

習
に
取
り
組
み
、
環
境
教
育
を
充
実
す
る

・
「
自
然
保
護
」
「
水
質
・
大
気
」
「
地
球
温
暖
化
対
策
」
と
い
っ
た
３
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
講

座
を
実
施
し
た
。

・
【
再

掲
5
1
1
】
子

ど
も
向

け
に
夏

休
み

講
座

と
し
て
「
エ
コ
サ
マ
ー
ス
ク
ー

ル
」
を
実

施
。
地

元
企

業
と
の
連

携
講

座
も

含
め
拡

大
し
て
実

施
し
た
。

全
小
・
中
学
校
で
、
環
境
教
育
全
体
計
画
、
指
導
計
画
に
基
づ
き
、
教
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
中
心
に
環
境

教
育
に
取
り
組
ん
だ
。

N
o
.5
2
1

こ
れ
か
ら
の

時
代
を
担
う

子
供
た
ち

の
環

境
教

育
の
充

実

●
環
境
を
大
切
に
し
、
よ
り
良

い
環
境
づ
く
り
や
環
境
の
保

全
に
配
慮
し
た
望
ま
し
い
行

動
が
と
れ
る
実
践
力
を
育
成

す
る
た
め
、
学
校
、
家
庭
、
地

域
、
事
業
者
と
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
環
境
教
育
の
充
実
に

努
め
る

●
子

ど
も
の
発

達
段

階
に
応

じ
た
環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ

く
り
や
本
市
の
山
、
川
、
海
の

自
然
環
境
を
活
か
し
た
体
験

型
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
を

進
め
、
継
続
的
に
環
境
教
育

を
推
進
で
き
る
よ
う
努
め
る

●
小
中
学
校
を
対
象
と
し
た

出
前
講
座
な
ど
に
よ
り
、
学
校

で
の
環
境
教
育
を
支
援
す
る

施
策
N
o
.

事
業
の
概
要

・
【
再

掲
4
1
1
】
こ
ど
も
エ
コ
ラ
イ
フ
チ
ャ
レ
ン
ジ
（
市

内
1
小

学
校

で
実

施
）

・
【
再

掲
5
1
1
】
小

中
学

生
に
対

す
る
環

境
学

習
（
子

ど
も
向

け
夏

休
み

講
座

、
出

前
講

座
、
体

験
学

習
な
ど
）

Ｈ
３
０
年

度
実

績

市
民
団
体
等
と
連
携
し
て
、
出
前
講
座
を
実
施
す

る山
、
川
、
海
の
自
然
環
境
を
活
か
し
た
体
験
型
学

習
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り

広
報
、
事
務
局
の
支
援
等
を
通
じ
、
「
こ
ど
も
エ
コ
ク

ラ
ブ
活
動
」
の
支
援
を
実
施
す
る

広
報
、
会
員
登
録
受
付
、
環
境
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
を
行
っ
た
。

継
続

【
再

掲
4
1
1
】
こ
ど
も
エ
コ
ラ
イ
フ
チ
ャ
レ
ン
ジ
（
市

内
小

学
校

で
１
校

実
施

）

漁
業
体
験
学
習
（
小
学
生
・
保
護
者
な
ど
）
　
７
月
豪
雨
災
害
に
よ
り
未
実
施

・
少
年
自
然
の
家
で
、
小
中
学
校
の
山
の
学
習
、
自
然
教
室
な
ど
９
６
校
の
学
校
行
事
の
受
入
れ
を
実
施
し
、
自
然
の

中
で
仲
間
と
遊
び
、
自
然
に
親
し
ん
だ
。
（
テ
ン
ト
設
営
、
野
外
炊
事
等
）

・
倉

敷
市

少
年

自
然

の
家

主
催

事
業

と
し
て
「
由

加
わ
い
わ
い
キ
ャ
ン
プ
」
「
親

子
で
秋

の
思

い
出

づ
く
り
」
「
早

春
の
つ

ど
い
」
な
ど
８
回
の
自
主
事
業
を
開
催
し
た
。

・
【
再

掲
1
1
3
】
水

辺
教

室
（
水

江
の
渡

し
）
＜

７
月

豪
雨

災
害

の
た
め
中

止
＞

・
【
再

掲
1
1
3
】
海

辺
教

室
（
児

島
通

生
の
海

岸
）
＜

７
月

豪
雨

災
害

の
た
め
中

止
＞
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用語の解説 

用語の解説 

[あ] 

ＩＰＣＣ 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の項目

を参照のこと。 

赤潮 

主として植物プランクトンの異常増殖により、海水

が赤褐色になる現象。養殖魚類などに被害を発生さ

せることがあり、富栄養化が原因の一つである。 

アスベスト

石綿（アスベスト）は、天然に産する繊維状けい酸

塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれ、その繊維

が極めて細いため、飛散しやすい吹付け石綿などの

除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛

散して人が吸入してしまうおそれがある。以前はビル

等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を

吹き付ける作業が行われていたが、現在では、原則

として製造等が禁止されている。 

 [い] 

硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

二酸化硫黄（ＳＯ２）や三酸化硫黄（ＳＯ３）などの硫

黄の酸化物の総称。硫黄を含む燃料などを燃やすこ

とにより発生する。人の健康に悪影響を与えたり、酸

性雨の発生原因として生活環境に被害を及ぼす。大

気汚染防止法の規制対象物質となっている。 

維管束植物 

維管束とよばれる、物質を通す管状組織を有する

植物の総称。シダ植物及び種子植物（裸子植物、被

子植物）のこと。 

一酸化炭素 

一酸化炭素（ＣＯ）は、無色無臭の空気よりやや軽

い気体である。ものが燃えるときに、不完全燃焼をす

ることで発生する。 

一酸化炭素は呼吸で体内に取り込まれると、血液

中で酸素を運搬するヘモグロビンと強力に結びつき、

酸素の運搬を阻害してしまう。そのため、酸欠状態に

なり死亡することもある。主な発生源は自動車であり、

環境基準が定められている。 

一般環境大気測定局 

大気汚染防止法に基づき、大気の汚染の状況を

常時監視するために設置される測定局のうち、住宅

地などの一般的な生活空間における大気汚染の状

況を把握するものを一般環境大気測定局という。 

[う] 

上乗せ排水基準 

都道府県が水質汚濁防止法で定める全国一律の

排水基準では十分でないと判断した場合に定める更

に厳しい基準のこと。 

[え] 

栄養塩類 

窒素やリンなどを主成分とした生物の栄養として必

要な塩類のこと。 

[お] 

温室効果ガス 

太陽により暖められた熱を吸収・再放射し、地球表

面の温度を高めているガス。このような働きが温室に

似ているため温室効果ガスと呼ばれている。 

[か] 

カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において避けることができな

い CO2 等の温室効果ガスの排出について、まずは

できるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうし

ても排出される温室効果ガスについて、排出量に見

合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等に

より、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという

考え方。 

外来生物法 

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農

林水産業への被害を防止しすることを目的とする法

律で、正式名称は「特定外来生物による生態系等に

係る被害の防止に関する法律」。 

もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系

などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定

し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを

原則として禁止する。国外からの特定外来生物の侵

入防止、国内の特定外来生物の拡散防止を図る。 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

水中の被酸化物質（主として有機物）を酸化剤で

酸化する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換
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用語の解説 

算したもの。水質の代表的な指標の一つであり、数

値が高いと汚れていることになる。 

合併処理浄化槽 

家庭や事業場などに取り付ける汚水処理装置のこ

とで、トイレの汚水（し尿）と風呂や台所の汚水（生活

雑排水）を併せて処理を行う。なお、トイレの汚水の

みを処理する装置のことを単独処理浄化槽と呼んで

いたが、浄化槽法の改正により、単独処理浄化槽は

浄化槽として認められなくなった。 

家電リサイクル法 

一般家庭から排出された特定の家電製品（エアコ

ン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）をリサイクルするための

法律で、正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。

家電小売店が「製品の収集・運搬」を、家電メーカー

が「製品のリサイクル」を、消費者が「費用負担」を行う。

平成 13 年 4 月 1 日から本格施行された。 

環境基準適合率（水質） 

水質生活環境項目に係る環境基準の適合率は環

境基準があてはめられている水域ごとに以下の方法

で算定する。 

◇ＢＯＤ及びＣＯＤ

環境基準適合率（％）

＝75％値が環境基準に適合した地点数／

測定地点数×100 

◇全窒素及び全リン

環境基準適合率（％）

＝年間平均値が環境基準に適合した地点数／測

定地点数×100 

注）75％値とは、年間の日平均値のデータを小さい

ものから順に並べ、（0.75×データ数）番目のデ

ータをいう。 

環境騒音 

環境騒音とは、主に交通騒音、生活騒音等、私た

ちが生活する場所から発生する複合した騒音の総称

である。評価は測定場所等により、一般的地域(道路

に面する地域以外の地域)及び道路に面する地域に

2 分類される。 

環境保全協定（公害防止協定） 

公害防止のひとつの手段として地方自治体や住

民等が企業との間で締結する協定をいう。企業の責

務内容を法令より厳しく定め、企業が自主的に公害

防止に努めるもの。 

環境マネジメントシステム 

企業等が環境方針、目標等を設定し、その達成に

向けた取り組みを行うための体制やプロセスのこと。

国際的な環境マネジメントシステム規格の一つが

ISO14001。 

[き] 

企業の社会的責任（ＣＳＲ） 

企業は社会的な存在であるため、法令を遵守する

だけではなく、利害関係者である消費者・投資家及

び社会全体からの要請に応え、より高い次元の社会

貢献や配慮を自主的に行うべきであるという考え。 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

地球温暖化について科学者等が科学的知見の集

約・評価を行う政府間の国際的な機構である。 

揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

常温で揮発しやすい化合物のことで、ＶＯＣとは、

Volatile Organic Compoundsの略。吸入による頭痛や

めまい、腎障害などの有害性や発ガン性などの可能

性が指摘されている。有害大気汚染物質及び水質

汚濁に係る健康項目として、トリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレン、ベンゼンなどが指定されている。

[け] 

健康項目（水質） 

環境基本法の人の健康の保護に関する環境基準

に指定されている項目を指す。カドミウム、全シアン

などの 27 項目が指定されている。これらの物質は高

濃度で急性毒性があるだけでなく、低濃度で慢性毒

性や発ガン性などを有するものもある。 

[こ] 

光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物（ＮＯｘ）と炭化水素（ＨＣ）が

太陽光線の中に含まれる紫外線を受けて、光化学反

応をおこし、生成するオゾン、アセトアルデヒドなどを

まとめて光化学オキシダントという。主成分はオゾン。

大気中で雲や霧のようなスモッグ状になることを光化

学スモッグという。 

高濃度になった場合には、人の目やのどを刺激し

たり、植物にも影響を与えるといわれている。大気汚

染防止法では、光化学オキシダント濃度が 0.12ppm

以上になった場合、注意報等の発令を行い、人体被
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害の未然防止に努めることとしている。 

降下ばいじん 

「降下ばいじん」とは、大気中に排出されたばいじ

んや地表より舞い上がったちり、ほこりなどの粒子状

物質のうち比較的大きいものが、重力や雨によって

地上に降下したものをいう。 

[し] 

ＣＯ２排出係数 

CO2 排出係数とは、電気を 1kWh 供給するにあ

たり、どれだけの CO2（二酸化炭素）を排出してい

るかを示す数値。各電力会社から国に報告され、

確認後公表される。 

ＣＯＤ 

化学的酸素要求量の項目を参照のこと。 

ジクロロメタン 

発がん性が疑われている甘い芳香臭のある無色

の液体で、塗料等の溶剤、ウレタン発泡助剤、エアロ

ゾルの噴射剤、金属洗浄剤、冷媒等に使用されてい

る。 

自動車排出ガス測定局 

大気汚染防止法に基づき、大気の汚染の状況を

常時監視するために設置される測定局のうち、渋滞

などにより著しい汚染が生じるおそれがある区域にお

いて、大気中の自動車排出ガスの状況を把握するた

めに、道路周辺に配置されたものを自動車排出ガス

測定局という。 

自動車リサイクル法 

正式な法律名は「使用済自動車の再資源化等に

関する法律」。使用済自動車（廃車）を解体する際に

発生するシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類

を適正に処理し、かつ、有用資源のリサイクルを促進

するために制定された。リサイクルに必要となる費用

については、自動車ユーザーの負担となっている。 

重金属類（水質） 

水質測定の項目であり、健康項目としてはカドミウ

ム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、セ

レンがある。また、特殊項目として、鉄、亜鉛、銅、マ

ンガン、クロムがある。

種の保存法 

国内外の絶滅のおそれのある野生生物の保護を

図ることにより良好な自然環境を保全するための法

律で、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律」という。 

国内外の絶滅のおそれのある動植物種を国内希

少野生動植物種、国際希少動植物種として指定し、

譲渡し等を原則として禁止している。 

循環型社会 

循環型社会とは、循環型社会形成推進基本法に

おいて、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並

びに製品等が循環資源となった場合においてはこれ

について適正に循環的な利用が行われることが促進

され、及び循環的な利用が行われない循環資源に

ついては適正な処分が確保され、もって天然資源の

消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される

社会と定義されている。 

消化ガス発電 

下水処理場の沈殿池で分離された下水汚泥の嫌

気性発酵により発生するガスはメタンを多く含むため、

燃料として使用することでガスエンジンやガスタービ

ンを回転させ発電する。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

肥料、家畜のふん尿及び生活排水に含まれる窒

素分が微生物により酸化されること等で発生し、地下

水汚染の原因となる事がある。 

乳児が硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を多量に摂

取すると、ヘモグロビンの働きを阻害し、酸素欠乏症

を起こす事がある。 

振動対策指針値 

新幹線鉄道の列車走行に伴い発生する振動につ

いて、その振動レベルが著しく、緊急に振動源・障害

防止対策を講じるべきとされる値で、70dB としている。 

[す] 

水源かん養林 

森林の土壌は、枯れ葉や枯れ枝などが小動物や

微生物により分解されて形成され、すきまの多いスポ

ンジ状になっている。このため、森林の土壌は降った

雨をいったん吸収し、徐々に地下水として流すことに

より、河川の流量を安定させる働きがある。この機能

を生かすように維持管理されている森林を水源かん

養林（水源林）という。 
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[せ] 

生活環境項目（水質） 

環境基本法の生活環境に係る環境基準に指定さ

れている項目を指す。河川ではｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、

大腸菌群数、また海域ではｐＨ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌

群数、ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）の項目がある。 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

水中の比較的分解されやすい有機物が溶存酸素

の存在のもとに、微生物によって酸化分解されるとき

に消費される酸素量のことである。この数値が高いと

水が汚れていることとなる。 

生物多様性 

地球上には 3,000 万種ともいわれる多様な生物が

生息している。生物多様性とは、地球上に生息して

いる微生物から昆虫、植物、動物、人間にいたるまで

のすべての生物の間にある「個性」（＝違い）と「つな

がり」（＝関連性）をさす言葉。生き物はそれぞれに

個性を持ち、それらが森から海まで、そして、食う・食

われる、花粉を運ぶといったさまざまな関係でつなが

りあっている。 

世界環境デー 

1972 年 6 月 5 日に人間環境に関するストックホル

ム会議が開催されたことを記念して国連が制定した

記念日。 

全窒素（水質） 

水中に含まれる窒素化合物は無機態窒素と有機

態窒素に大別され、その各形態の窒素を合わせたも

のを全窒素という。富栄養化の原因物質の一つであ

る。第 5 次総量規制の対象項目として、全リンとともに

指定された。 

全りん（水質） 

水中のりん化合物は無機態と有機態に区別される。

通常の水質分析では有機態りんも含めたりんの総量

として全りんが測定される。 

[そ] 

総量規制 

工場や事業場が集中して立地し、大気汚染物質

や水質汚濁物質の排出総量が多いため環境基準の

達成が困難な地域において、環境基準を達成するこ

とを目的として、工場全体からの大気汚染物質や水

質汚濁物質の排出総量を規制すること。 

大気汚染物質として硫黄酸化物や窒素酸化物、

水質汚濁物質としてＣＯＤ、全窒素、全りんの総量規

制が実施されている。 

[た] 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩

化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナーポリ塩化

ビフェニルの総称。塩素の付く位置と数によってＰＣ

ＤＤは 75 種類、ＰＣＤＦは 135 種類、またコプラナー

ＰＣＢは十数種類の物質があり、そのうち、毒性がある

とみなされるのは 29 種類である。 

炭化水素（非メタン炭化水素） 

水素原子（Ｈ）と炭素原子（Ｃ）から成り立っている

化合物の総称で鎖式炭化水素、芳香族炭化水素な

ど、多くの種類がある。石油（原油）はいろいろな種類

の炭化水素の混合物である。化合物によって差はあ

るが、においがあるものが多い。 

大気の常時監視においては、光化学オキシダント

の原因物質のひとつとして測定している。このため、

太陽光線の中に含まれる紫外線による光化学反応

性が無視できるメタンと、それ以外の「非メタン炭化水

素」に分離して測定している。 

[ち] 

地域自主管理計画 

有害大気汚染物質のひとつであるベンゼンの排出

を抑制するため、地域内の事業者が策定する管理計

画。排出削減目標量及び措置等を明示して、自主的

な取組を実施することになった。 

ベンゼンの大気中濃度が、比較的高い地域につ

いて、策定されている。全国では 5 地域（室蘭地区、

鹿島臨海地区、京葉臨海中部地区、水島臨海地区、

大牟田地区）。 

地球温暖化係数 

各温室効果ガスについて、CO2(二酸化炭素)と比

べて温室効果がどれくらいあるかを比べるために使

われる値。値が大きいほど温室効果が高い。 

窒素酸化物（ＮＯｘ） 

一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ２）などの窒

素の酸化物の総称。主として重油、ガソリン、石炭な

どの燃料を燃やすことにより発生する。 

呼吸器疾患の原因となるだけでなく、光化学オキ
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シダントの原因物質の一つである。窒素酸化物の低

減対策としては、燃料改質や燃焼改善によって抑制

する方法と、燃焼排出ガス中の窒素酸化物を減少処

理する排煙脱硝の方法がある。 

[て] 

底質 

河川、湖沼、海洋などの水底を形成する表層土及

び岩盤の一部と、その上の堆積物をあわせたものを

いう。 

底質を調査することによって、汚濁の進行傾向や

速度について有用な情報を得ることができる。 

ＴＥＱ（毒性等量） 

ダイオキシン類の毒性の強さを表すもので、ダイオ

キシン類の中でもっとも毒性の高い 2,3,7,8-ＴＣＤＤ

（ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンのひとつ）の毒性を

1 として換算したすべてのダイオキシン類の毒性を足

し合わせた値。 

テトラクロロエチレン

エーテルに似た臭気の揮発性が高い無色透明な

液体で、引火性が低く、親油性であることからドライク

リーニングや金属部品の洗浄などに使われてきた。

地下水汚染等が社会問題となり製造・使用量が減少

し、現在では、代替フロンの原料としての用途が最も

多くなっている。 

テレメータシステム

遠隔地にある自動測定機器で測定したデータを、

電話回線や無線を利用して中央監視室に送信、制

御するシステム。 

[と] 

特定悪臭物質 

アンモニア、メチルメルカプタンなどの不快なにお

いの原因となる物質のうち、生活環境を損なうおそれ

のあるものを政令で定めている。現在 22 物質が、特

定悪臭物質として定められている。 

特定外来生物 

外来生物法の項を参照。 

特定建設作業 

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・

振動を発生する作業と政令で定められたもの。作業

実施の 7 日前までに届出が必要である。 

特定事業場 

特定施設を設置している事業場のことであり、特定

施設とは人の健康に係る被害を生ずる恐れがある物

質や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物

質を排出する施設のことで水質汚濁防止法等に定め

られているもの。 

特定施設 

大気汚染防止法では「特定物質を発生する施設」、

水質汚濁防止法では「有害物質を含む又は生活環

境に被害を生じるおそれのある汚水又は廃液を排出

する施設」、騒音規制法では、「著しい騒音を発生す

る施設」、振動規制法では「著しい振動を発生する施

設」をいい、政令でその規模、容量等の範囲が定め

られている。 

トリクロロエチレン

クロロホルムに似た臭気の揮発性が高い無色透明

な液体で、機械部品や電子部品の脱脂洗浄に使わ

れてきたが、現在では代替フロンの原料としての需

要が増えている。 

[に] 

二酸化硫黄 

二酸化硫黄（ＳＯ２）は、「硫黄酸化物」（ＳＯｘ）の一

種で、「亜硫酸ガス」と呼ばれることもある。空気より重

い無色の気体で、腐った卵に似たにおいがする。硫

黄分を含む重油・石炭などの燃料が燃えるときに、発

生する。一方、自然界でも火山の噴火により発生す

る。三宅島の雄山の噴火の際には、大量の二酸化硫

黄が大気中に放出された。 

昭和 40 年代には、環境中の濃度が高く、大気汚

染物質の主役であった。しかし現在では、燃料に含

まれる硫黄の濃度の低下や、脱硫装置の設置などで

環境中の濃度は大きく低下している。 

二酸化窒素 

二酸化窒素（ＮＯ２）は、「窒素酸化物」（ＮＯｘ）の一

種で、赤褐色の空気より重い気体である。工場のボイ

ラーや自動車のエンジン、家庭のガスコンロなどを使

うと必ず発生する。 

呼吸により体の中に取り込まれると、呼吸器疾患の

原因となるおそれがある。また、窒素酸化物は、紫外

線により非メタン炭化水素と光化学反応を起こして、

光化学オキシダントを発生させる。 
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二次林 

伐採や山火事などで森林が破壊されたあとに成立

した森林。マツの仲間などのように、明るい場所を好

む樹木や、切り株から芽を出して成長するコナラ、ア

ベマキなどの林が多い。 

[は] 

バイオディーゼル燃料 

BDF（ビーディーエフ）の項目を参照。 

バイオマス 

バイオマスとは、動植物資源とこれを起源とする廃

棄物の総称で、バイオマスを原料にしたエネルギー

がバイオマスエネルギーであり、地球規模でみて

CO2 バランスを壊さない(カーボンニュートラル)、永続

性のあるエネルギーである。 

ばいじん 

大気汚染防止法では「燃料その他の物の燃焼又

は熱源としての電気の使用に伴い発生するもの」と定

義されており、具体的にはすすや燃えかすの固体粒

子状物質のことをいう（煤塵）。無機及び有機物質並

びに各種金属等が含まれる。 

[ひ] 

ＰＭ２．５ 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の項目を参照のこと。 

ＢＯＤ 

生物化学的酸素要求量の項目を参照。 

ＢＤＦ（ビーディーエフ） 

ＢＤＦ（バイオ・ディーゼル・燃料）とは、ごみとして

捨てられていた使用済みの天ぷら油（植物性食用油）

を精製加工し、ディーゼル燃料や発電燃料として再

利用されている燃料。 

ＰＤＣＡ（ピーディーシーエー）サイクル 

Ｐlan（計画）、Do（実施）、Check（点検）、Action（見

直し）を一体として行うことにより、継続的な向上を図

る手法。「環境マネジメントシステム（EMS）」の基本的

な考え方となっている。 

ｐｐｍ（ピーピーエム） 

100 万分の 1 を表す単位。濃度や含有率を示す容

量比、重量比のこと。1ppm は 0.0001％と同じ。1 立方

メートルの大気中に1立方センチメートルの汚染物質

があると 1ppm になる。 

ｐｇ－ＴＥＱ（ピコグラム－ＴＥＱ） 

ダイオキシン類の濃度単位として使用する。pg は 1

兆分の 1g のこと。ダイオキシン類のうちもっとも毒性

の強い 2,3,7,8-ＴＣＤＤ（ポリ塩化ジベンゾパラジオキ

シンのひとつ）を 1 として、他のダイオキシン類に毒性

の強さに応じて係数をかけ、それらを足し合わせて、

ダイオキシン類の濃度として表す。 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径

の小さいものをいう（粒径 2.5μm 以下の微小粒子状

物質）。ＰＭ２．５は、直接発生源から排出される一次

粒子及び大気中でガス成分（VOC、NOx、SOx 等）が

光化学反応等を起こし生成する二次粒子に分類され

る。黄砂や火山灰などの自然起源の粒子には PM2.5

より大きな粒径のものが多く含まれる。→浮遊粒子状

物質（ＳＰＭ）の項も参照。 

非メタン炭化水素 

メタンを除いた炭化水素（炭素原子と水素原子だ

けでできた化合物の総称）の総称。光化学オキシダ

ント発生の原因となる。

貧栄養化 

湖沼や内湾などの水域で窒素、リンなどの栄養塩

類が不足した状態を表す。栄養不足により海苔の色

落ち（本来黒褐色であるノリの色が黄褐色になる現象）

が発生しやすくなる。 

[ふ] 

風致 

自然の風景などの持つおもむき、味わい。 

フードマイレージ

生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた

方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという

仮説を前提として考え出されたもの。具体的には、輸

入相手国からの輸入量と距離（国内輸送を含まず）を

乗じて数値化行い、この値が大きいほど地球環境へ

の負荷が大きいこととなる。 

富栄養化 

湖沼や内湾などの閉鎖性の強い水域は窒素、リン

などの栄養塩類が滞留しやすく、太陽光線を受けて

単細胞の藻類や植物プランクトンが増殖する。栄養

塩類の濃度が高い状態になることを富栄養化という。 
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浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中に浮遊する粒子状物質で、その粒の直径

が 0.01mm 以下のものをいう。大きさが非常に小さい

ため、軽く、すぐには落下せず大気中を浮遊する。工

場・事業場、自動車、船舶などで使われる燃料が燃

焼する過程で、すす等として発生するほか、自動車

の走行によって地上から舞い上がることもある。一方、

自然界でも、黄砂や火山灰等により発生する。 

0.01mm 以下の粒子は呼吸により鼻から入った場

合、気管まで入りやすい。特に 0.001mm 以下の粒子

に関しては気道や肺内に付着しやすく、呼吸器疾患

の原因になる。 

[へ] 

ベンゼン 

特徴的な臭気のある無色透明な液体で揮発性や

引火性が高く、取扱には注意が必要である。さまざま

な化学物質の原料として多方面の分野で使われて

おり、ガソリンなどに含まれている。 

[め] 

面的評価 

道路に面する地域の環境基準達成状況を評価す

る方法。道路を一定区間ごとに区切り、その区間内

の代表地点で騒音測定を行い、その結果を用いて

区間内の道路端から 50ｍにあるすべての住居等に

ついて等価騒音レベルを推計することにより環境基

準の達成状況を把握するもの。 

[ゆ] 

有害大気汚染物質 

従来の硫黄酸化物などの大気汚染物質のような急

性毒性はないものの、微量でも継続的に摂取される

場合には人の健康を損なうおそれのある物質で、ば

いじん以外のばい煙、特定粉じん及び水銀等を除い

たもの。 

有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質

のうち 22 物質が優先取組物質として指定されている。

特にベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、ジクロロメタンの 4 物質については、早急な抑制

の必要があり、環境基準が定められている。 

[よ] 

要請限度 

要請限度とは、道路交通振動がその限度を超えて

いることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損な

われていると認められるときに、市町村長が道路管理

者に振動防止のための道路の修繕等の措置を要請

し、又は県公安委員会に道路交通法の規定による措

置を執るよう要請する際の限度をいう。 

[り] 

リターナブルびん

回収して何度も再使用するびん。あきびんを回収

後、洗浄し、再び中身を詰めて出荷される。びんのま

まで再使用されるので、廃棄物にならないだけでなく、

原料としてリサイクルするより環境に与える負荷が少

ない。 

昔から、一升びんやビールびん、牛乳びんなど多

くのリターナブルびんが使われてきたが、近年では、

利便性に優れたペットボトルや紙容器におされて、

使用割合が下がっている。このため軽量化や規格の

統一によって、リターナブルびんの普及推進が行わ

れている。 

[れ] 

レッドデータブック

絶滅のおそれのある野生生物の情報をとりまとめ

た本のこと。 

絶滅の危機にある野生生物の現状を的確に把握

するために、地方自治体・国・団体等によって作成さ

れている。 
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クールくらしきアクションプラン
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グリーンくらしきエコアクション 

【関連ページ 77、98 ページ】 
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表紙等の紹介について 

倉敷市の環境について、より多くの方に興味をもっていただくことを目的に、令和

元年度「倉敷の環境白書」表紙絵コンテストを行いました。 

 市内在住または市内に通学している小学生、中学生を対象に表紙絵の募集を行い、

多くのご応募をいただきました。最優秀賞を獲得した作品を「倉敷の環境白書」の表

紙に、特選を獲得した作品を裏表紙に掲載しています。 

 

《最優秀賞》表紙 

  

 

倉敷市立味野中学校 ３年  

向井 詩乃さん  

作品名「守ろう！つなごう！自然の恵み」 

 

「たくさんの子どもたちを乗せた気球が大空へと上が

っていくように、希望あふれる明るい未来へ、今ある自

然の大切な恵みが続いていってほしい」という思いが込

められた作品となっています。 

  

 

 

《特選》裏表紙             《特選》裏表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉 敷 市 立 葦 高 小 学 校  ３ 年        倉 敷 市 立 味 野 中 学 校  ２ 年  

高 木  瑠 莉 さ ん             岩 津  百 香 さ ん  

作 品 名 「 き れ い な 川 を 未 来 に 」      作 品 名 「 ス イ ゲ ン ゼ ニ タ ナ ゴ 」  



そのほかの受賞作品の紹介について 

《入選》 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉敷市立北中学校 １年 

        和迩 凛太さん 

作品名「汚れていく海」 

倉敷市立味野中学校 ２年 

       井上 朋也さん 

作品名「守ろう緑」 

倉敷市立赤崎小学校 ５年 

       岩津 里沙さん 

作品名「ミズアオイの咲くところ」 

倉敷市立葦高小学校 ３年 

       榊原 成湊さん 

作品名「ゆたかな町 くらしき」 



《 佳 作 》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 倉 敷 の 環 境 白 書 」 表 紙 絵 コ ン テ ス ト は 、 令 和 2 年 度 も 実 施 予 定 で す 。

皆 様 の ご 応 募 を お 待 ち し て い ま す 。  

倉敷市立北中学校 １年 

       柚木 颯太さん 

作品名「みんなのためにゴミ拾い」 

倉敷市立北中学校 １年 

        山崎 結香さん 

作品名「自然があるからこそのセミ」 

倉敷市立薗小学校 ５年 

       花田 蒼太さん 

作品名「地球が訴えている」 

倉敷市立第四福田小学校 １年 

       若狭 健太さん 

作品名「ノコギリクワガタ」 



倉

作

令和元年度版「倉 敷 の 環 境 白 書 」  

令和元年１２月 発行 

こ の 環 境 白 書 に つ い て 、ま た 、倉 敷 の 環 境 に つ い て 、ご 意 見 ご 感 想 等 が ご ざ い ま し た ら

下 記 へ お 寄 せ く だ さ い 。  

編集・発行 倉敷市環境リサイクル局環境政策部環境政策課 

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 

TEL (086)426-3391 FAX (086)426-6050

E-mail eptc@city.kurashiki.okayama.jp

URL http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansei/
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